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１．概要 

  本資料は、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設（ウラン濃縮加工施設）にお

ける申請書として必要な書類の作成において、設工認申請書の各書類で記

載すべき事項などについて補足説明を行うものである。 

  新規制基準を受けた設工認申請では、既設工認から申請書で説明すべき事

項が変更となったことから、申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項・記載方法を整理する

必要がある。 

  そのため、申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面の記載方針を示すとともに、発電炉の実績を踏まえた記載

程度の整理および既認可での記載事項との関係の整理の考え方を示す。 

 

２．申請書本文（基本設計方針、仕様表等）に記載すべき事項 

（１）基本設計方針 

①記載方針 

a.基本事項 

  設工認申請書の基本設計方針については、事業変更許可申請との整合

および技術基準規則への適合の観点で、設備設計における設計の概念、

基本的な考え方等を記載する。 

  記載の形式については、先に新規制基準を踏まえた設工認の認可を得

ている発電炉の記載を参考とし、新規制基準を踏まえた変更点が明確

になるよう前後表とする。 

  変更後については、新規制基準による規則要求の変更有無を踏まえ、

「新規制基準の要求により、過去の設計方針からの記載事項の変更が

生じるもの」として、様式-7 で事業変更許可申請書の本文、添付書類

記載事項をもとに設計の概念、基本的な考え方等として基本設計方針

に記載する事項とした内容を記載する。 

  変更前については、上述の変更後の記載をもとに、既設工認で設計方

針等として示していたもの、明示していないものの既設工認の記載を

詳細展開した内容であり、従前から設計上実施していたものを抽出し、

記載する。さらに、法令、従前の許可等から同様の設計を行っていた事

項、従前から実施していたものが法令変更によって追加記載事項にな

った事項等についても、記載の適正化として変更前に記載する。（添付

－１ 参照） 
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b.分割申請における複数の申請書で取り扱う共通的な条文に対する考慮 

  分割申請においては、申請対象設備に関係する基本設計方針を対象と

して抽出し、設工認申請書に記載する。 

  【共通０４ 設工認の申請計画の考え方】で示した共通的な条文のう

ち、建物に関係する事項、設備に関係する事項、評価に関係する事項に

分割して申請するため複数の申請書で取り扱う火災、溢水等について

は、当該条文に係る申請を行う初回の申請において、上述の申請対象

設備に関する基本設計方針に加え、基本設計方針の共通的な設計方針

に係る事項を申請対象とする。 

 

c.分割申請における１項及び２項同時申請に対する考慮 

  【共通０１：１項申請と２更申請の区分】に記載の通り、今回の再処理

施設およびＭＯＸ燃料加工施設の設工認申請においては、「しゅん工範

囲および未しゅん工範囲」並びに「認可済み範囲及び未申請範囲」が混

在するため、同時に１項申請および２項申請を実施する。 

  したがって、同時に申請する１項申請および２項申請において、同じ

内容の基本設計方針を記載するものがある。※１ 

※１【例】再処理施設におけるＦ施設（しゅん工範囲）と再処理本体（未 

  しゅん工範囲） 

  この場合、申請及び審査の重複を防ぐため、主となる申請側（１項又は

２項）にて基本設計方針を記載することとし、従となる申請側は、主と

なる申請の基本設計方針を読み込むこととする。再処理施設およびＭ

ＯＸ燃料加工施設における具体的な記載方針は以下の通り。 

a）再処理施設 

  再処理施設の建設時の設工認は、全て認可済みであり、一部におい

てしゅん工施設（使用済燃料の受入れおよび貯蔵に係る施設）はあ

るものの、大部分の施設については、未しゅん工施設（再処理設備

本体等に係る施設）であることから、再処理施設の本設工認におい

ては２項申請が主となる。そのため、同時に申請する１項申請およ

び２項申請において、同じ内容の基本設計方針を説明する場合は、

２項申請において基本設計方針を記載することとし、１項申請につ

いては２項申請を読み込むこととする。 

ｂ）ＭＯＸ燃料加工施設 

  ＭＯＸ燃料加工施設については、【共通０１：１項申請と２更申請の

区分】で示したとおり、燃料加工建屋／洞道、原料粉末受入工程／

粉末調整工程等の認可済みの施設はあるものの、大部分の施設につ
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いては未申請である。そのため、ＭＯＸ燃料加工施設の設工認にお

いては１項申請が主となることから、同時に申請する１項申請およ

び２項申請において、同じ内容の基本設計方針を説明する場合は、

１項申請において基本設計方針を記載することとし、２項申請につ

いては１項申請を読み込むこととする。 

 

②記載すべき事項 

  基本設計方針は、申請対象設備で担保すべき機能・性能に関する基本的

な要求を満たすための設計の概念、基本的な考え方を記載するものであ

る。 

  そのため、事業変更許可申請書本文および安全設計に係る添付書類をも

とに作成する様式-７をもとに許可整合の観点で、様式-7 で事業変更許

可申請書の本文、添付書類記載事項をもとに設計の概念、基本的な考え

方等として基本設計方針に記載する事項とした内容を記載する。 

  この際、機能・性能を発揮するための具体的な数値等については、次項

目の仕様表に記載することを基本とするが、仕様表に示す数値等を設定

するための前提条件（安全設計における設計条件）となる以下の数値等

は基本設計方針に記載する。 

  取り扱う核燃料物質の性状（同位体組成、富化度等） 

  工程ごとの生産に係る処理能力 

  外部衝撃に係る以下の設計条件 

（竜巻）最大風速、飛来物の形状、運動エネルギ等 

（外部火災）最大火線強度、防火帯の幅、爆発の爆風圧等 

（火山）降下火砕物の特性、間接的影響に係る外部電源喪失の考慮期

間等 

（その他）想定する落雷の規模、接地抵抗値等 

（航空機防護）衝撃荷重に係る条件となる航空機の諸元、衝突速度等 

  火災に係る 3時間耐火に設計上必要な壁厚、熱的制限値等 

 

③発電炉の実績を踏まえた記載程度の整理 

  基本設計方針の記載方針や記載すべき事項は、前述のとおりであるが、

記載の適切性の向上として、先行する発電炉との比較を行う。 

  様式－７での許可整合による展開を行った基本設計方針の記載事項と

同じ項目として展開されている発電炉の記載を比較し、事業変更許可申

請書 本文、添付書類に同様の記載があり、基本設計方針として記載す

ることが必要な事項を抽出し、記載を追加する。 
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  上記の目的に照らして、規則等の記載を展開していること、同じ設備が

ないことなどの理由で記載に差が生じているものは、基本設計方針への

記載の展開は行わない。 

  様式－７を用いた発電炉との記載の比較に係る例示を添付―２に示す。 

 

（２）仕様表 

①記載方針 

  仕様表は、申請対象設備で発揮すべき機能・性能に関する設備が具備、

実現するための要件を具体的な数値等で記載するものである。 

  そのため、仕様表には技術基準適合性、事業変更許可で示した機能・性

能が、基準等へ適合していることを説明するうえで必要な、構造、性能

等に係る具体的な数値等を示す。 

  排気風量、フィルタの除染性能等の廃棄施設に係る設備の機能・性能に

係る事項、核燃料物質の貯蔵能力、廃棄物の保管廃棄能力等の施設の安

全設計上の要求事項に係る具体的な数値等についても仕様表に示すも

のとする。 

  また、変更申請においては、既設工認において仕様表を示していること

から、新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう前後表の形で示す。 

 

②記載すべき事項 

  仕様表においては、設工認申請対象設備で担保すべき機能・性能に関す

る具体的な数値等として、技術基準の条文ごとの要求事項をベースとし

て要求される機能・性能の重要度等を踏まえ、設備の構造・強度に関す

る仕様等を記載する。 

  設工認申請対象設備のうち、施設の特徴（機器等の数が膨大且つ重要度

が高いものから低いものまで混在して多岐に亘ること、非密封の核燃料

物質等を連続的なプロセスで取り扱っており、動的な機能で公衆への影

響を低減していること）を踏まえ、以下の観点で仕様表対象となる設備、

機器を選定する。 

  機能の喪失により、公衆又は放射線業務従事者に放射線障害を及ぼす

おそれがあるものおよび運転時における異常な過渡変化時、設計基準

事故時又は重大事故時等において公衆又は放射線業務従事者に及ぼ

すおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が

工場外へ放出されることを抑制し、又は防止するための設備（安全上

重要な施設、重大事故等対処施設、耐震 Sクラス設備、常設耐震重要

重大事故等対処設備及び 1.2 倍の基準地震動による地震力により機
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能喪失しない設備）（以下「耐震重要施設等」という。）のうち主要

な機器等） 
  通常運転状態において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれが

ある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が核燃料施設

を設置する工場等外へ放出されることを抑制し、又は防止するための

設備（安全機能を有する施設のうち、核燃料物質等の貯蔵・保管・廃

棄機能に係る確認を必要とする使用済燃料の貯蔵施設、製品貯蔵施設

および放射性廃棄物の廃棄施設（気体・液体・固体）の主要な機器等） 
  事業変更許可申請書本文に記載している再処理、ＭＯＸ燃料加工を

行うための設備（使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末

を取り扱う主要な機器等） 

  自然現象、人為事象、火災、溢水その他の核燃料施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象等の設計想定事象に対し安全

上重要な施設、重大事故等対処施設、耐震重要施設等の機器等の機

能喪失を防止する設備（安全機能を有する施設のうち、その他加工

施設、その他再処理設備の附属施設、その他廃棄物管理設備の附属

施設の火災防護設備、溢水防護設備、竜巻防護対策設備等の主要な

機器等） 

  また、仕様表対象機器の選定を統一的に行うため、機能・性能及び構造

の観点で施設固有機器（９機種）と施設共通機器（３７機種）に分類し、

仕様表の記載項目の基本的なパターンを作成する。 

  仕様表には、上述の基本的なパターンを考慮し、以下の事項を記載する

こととし、具体的な記載項目については、発電炉別表第二および工認手

続きガイドを参考とするとともに当社の設備の特徴を踏まえて設定す

る。（添付－３ 参照） 

  共通事項：名称、種類又は主要構造、個数、系統名、設置場所等 

  設計条件情報：地盤の支持力度、核的・化学的・熱的制限値、流体

の種類、最高使用温度、最高使用圧力、容量、漏えい率等 

  仕様情報：材料および寸法、防護上の配慮が必要な高さ（機能喪失

高さ）、原動機の回転速度、力率、検出器の種類、計測範囲、警報動

作範囲等 

  仕様表の記載方針については、作成要領に反映し、展開する。また、仕

様表記載項目および仕様表の記載例（既設工認との比較を含めた3段表）

を添付―４，５に示す。 

  既設工認仕様表の特記事項（搬送設備の落下防止インターロック、保温

材の設置、計装設備の安全上重要な施設の系統分離等）で記載していた
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情報は、本資料における各書類の記載方針等を踏まえ、基本設計方針、

仕様表、添付書類へもれなく展開する。 

  なお、「補足説明資料－共通 09 設工認申請対象設備の抽出について」

に基づき、系統図、事業変更許可の色塗りすることで、仕様表対象機器

と基本設計方針、添付書類対象機器の確からしさを確認するとともに、

設備リストで仕様表対象機器を明確にする。 

 
３．添付書類（計算書、説明書）、添付図面 

（１）添付書類 

①記載方針 

  添付書類は、事業変更許可どおりであること、技術基準へ適合すること

を示すために基本設計方針から詳細設計に展開すべき事項として必要

な評価対象となる施設、評価方法（評価条件、判断基準）、評価結果等を

示す。 

  技術基準適合性等を説明するために必要な添付書類としては、核燃料物

質の臨界防止に関する説明書、耐震性に関する説明書、加工施設の自然

現象等による損傷の防止に関する説明書、強度に関する説明書、安全設

備および重大事故等対処設備が使用される条件のもとにおける健全性

に関する説明書、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書等がある。

変更申請においては、添付資料の全体構成を示したうえで、新規制基準

を踏まえた変更点が明確になるよう、変更のないものは添付書類の表紙

に変更がないことを示したうえで、既設工認申請との対応関係を明確に

する。 

  また、添付書類には、基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目

的を踏まえて設計の仕様へ展開することや設計の目的を達成できるこ

とを評価するなど基本設計方針等から詳細設計へ展開すべき事項を漏

れなく展開する必要があることから、様式―６での整理も踏まえ基本設

計方針から添付書類へ展開すべき事項を展開する。この際、共通０４で

示した共通事項で複数の申請書に分割して示す事項で、申請対象との関

係で当該申請書に申請対象とする基本設計方針から詳細設計に展開す

べき事項がない場合は、上述の変更のない添付書類に対する対応と同様

に添付書類の表紙に詳細設計に展開する回次において当該添付書類を

示す旨を明確にする。（添付―１ 参照） 

  「２．申請書本文（基本設計方針、仕様表等）に記載すべき事項 （１）

基本設計方針」に示した申請対象設備との関係で抽出した基本設計方針

の対象に対して、上述の展開を行うこととし、基本設計方針等から添付
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書類へ展開すべき事項の展開の例を添付－６に示す。また、複数の申請

書に分割する共通事項の展開例を添付―７に示す。 

 

②記載すべき事項 

  添付書類では、申請設備との関係を踏まえ、基本設計方針から詳細設計

に展開すべき事項を抜けなく展開するものとし、基本設計方針や仕様表

に記載される内容および設備仕様により、要求仕様が満足されているこ

とを具体的に評価・説明する。このため、評価・説明に用いる入力条件、

環境条件、出力値、評価式、参考文献等、評価・説明に関する条件や資

料等を記載する。 

  添付書類での記載内容については、事業変更許可申請書の添付書類、安

全審査時に作成した整理資料の記載をもとに検討するものとし、記載程

度等については、先行する発電炉の記載を参考とする。 

 

③発電炉の実績を踏まえた記載程度の整理 

  添付書類に記載すべき事項等は、上述の通りであるが、詳細設計として

の記載程度については先行する発電炉の記載と比較を行うことで、記載

の適切性の向上を図る。 

  添付書類の記載は、許可整合の観点で整理した基本設計方針と事業変更

許可申請書の添付書類、安全審査時に作成した整理資料の記載をもとに

展開することを前提とする。発電炉との比較においては、基本設計方針

の記載の比較を行った項目を対象とし、プラント固有として基本設計方

針で比較を行っていない箇所は対象としないものとする。 

  添付書類の発電炉との比較の例を添付－８に示す。 

 

（２）添付図面 

①記載方針 

  添付図面については、基本設計方針、仕様表、添付書類に関連する設計

を図示することにより明確にできるものについて、配置図、系統図、構

造図等を示す。 

  新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう変更対応表等で既設工

認申請との対応関係を明確にする。 
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４．準拠規格および基準 

  設計に用いる準拠規格および基準については、設工認申請書の本文およ

び添付書類に記載する。 

  本文における準拠規格および基準は、事業変更許可申請書との整合およ

び技術基準への適合性の観点から、申請対象設備の設計、製作等に使用す

る規格および基準を記載するものとし、新規制基準を踏まえた変更点が

明確になるよう変更前後表の形式とする。 

  上記については、「適合すべき基準に関連する炉規制関連法令」および「技

術基準に規定される性能を満足させるための基本的なもの」とし、「技術

基準規則解釈」に引用されるもの等とする。 

 例：炉規法、炉規則、技術基準規則、JSME、JEAC、JEAG、JIS、ASME 他。 

  また、記載にあたっては、具体的な規格および基準番号、名称および制定

又は改定年度も含めたものとする。 

  添付書類における準拠規格および基準については、添付書類で示す詳細

設計に係る構造設計、評価等に係る規格および基準を記載する。 

  上記においては、既設工認または発電炉の記載を参考として、適用の要否

を確認する。 

 

５．類型化展開の考え方 

  「日本原燃株式会社再処理施設に係る設計及び工事の計画の認可の審

査、使用前事業者検査の確認等の進め方について」（令和２年６月２４

日付け）で示された「耐震Sクラス、安全上重要な施設及び重大事故等

対処施設については、施設の種類、構造、評価手法等により類型化した

上で、各類型を代表する設備機器等について審査を行う。代表設備機器

等の選定は施設横断的に行う。」等を踏まえ、事業者として合理的かつ

効果的に設工認申請を行うため、申請項目に対して類似するものの評価

方法、計算手法等を類型化することを検討する。 

  「共通０２ 事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目

の明確化」、「共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等さ

れた要求事項及び変更等した項目の明確化」で明確化した今回の設工認

申請で申請すべき事項に対して、技術基準の要求事項を踏まえた各基本

設計方針の要求種別に着目し、要求種別を評価要求として分類した事項

に係る評価手法、解析方法等を施設の種類、構造、評価手法等により類

型化する。 

  上記の要求種別は、基本方針、機能要求、評価要求、運用要求に分類さ

れる。基本方針については、設計の方針を説明するものであり、機能要

10
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求は、個別の機器に係る技術基準規則の要求事項等に対して個々の設備

の構造等により、その機能を達成できることを説明するものである。ま

た、評価要求は要求事項等を達成するために評価条件、評価方法、判断

基準を設定し、評価、解析を行うものであり、運用要求は保安規定等で

その運用を担保するものである。 

  そのため、類型化により合理的かつ効率的な設工認申請に繋がる対象と

しては、基本設計方針の要求種別が機能要求及び評価要求とした事項で

あると考える。 

  機能要求については、「個々の設備の構造等により、その機能を達成で

きることを説明するもの」であることから、申請する施設を「施設の種

類」ごとに類型化することで申請書の合理化及び効率化を図ることが可

能となる。 

  評価要求については、評価・解析等の手法の類似性※に着目し類型化を

行うことにより、「評価・解析の方法が同じであれば、どれか一つの評

価・解析の方法を説明することでその他も同様」という説明が可能とな

る。※「評価・解析等の手法の類似性」は、「設備の種類」又は「構

造」に着目して整理されるものと、「評価・解析手法」そのものに着目

して整理されるものがあると考えられ、「評価・解析」の内容に応じて

類型化の観点を使い分ける。 

  また、設工認申請書の構成としても、評価手法単位で記載をまとめるこ

とで、同じ記載（解析モデルや評価式）を省略でき、申請書の合理化お

よび効率化を図ることが可能となる。具体的には、代表機器の項で解析

モデルや評価式を全て記載し、その他の機器の項では「代表機器の項と

同じ」として記載物量を低減することに繋げる。なお、技術基準規則要

求の内容によっては、複数の「評価・解析」の結果の組合せでもって適

合性を示す場合がある。 
 

以 上 
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【共通０６：基本設計方針の作業フロー】

＜前後表の形式＞

変更後 変更前

①事業変更許可申請書 本文、添付
書類五から設工認に展開すべき設計
方針等を抽出し、基本設計方針を作
成（様式-７）

②発電炉の基本設計方針との比較
（同じ項目で記載事項の不足がない
かのチェック）（様式-７に同じ項目
での発電との記載を追加し比較）

③様式-７の基本設計方針の記載から既
設工認、既許可、従前から法令・規格
基準に基づき設計等として行っている
事項を抽出

事業変更許可申請書において規則要
求によらず設計変更、記載の適正化
を行った内容で基本設計に展開する
必要のある事項が漏れなく記載され
ていることの確認

添付−1（１/２）
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【共通０６：添付書類（説明書、計算書）の作業フロー】

①基本設計方針の記載ごとに要求種別（冒頭宣言、評価
要求、機能要求、運用要求）との関係で添付書類へ展開
する事項の分類を区分け（基本方針、対象施設の選定、
機能維持に係る評価条件、機能維持に係る計算、機能維
持に係る評価等）

④添付書類ごとに基本設計方針から詳細設計として記
載すべき内容を記載（事業変更許可申請書添付書類、
安全審査時の整理資料、発電炉の同じ項目、類似の項
目の添付書類をもとに記載）

⑥発電炉の同じ項目の添付書類と比較（発電炉との記
載項目などの比較を行い、申請における論点として挙
げるべき事項がないかを抽出）

③②で申請範囲とした基本設計方針の記載ごとに添付
書類で展開事項の分類を踏まえて展開する具体的な添
付書類の展開先を記載

事業変更許可申請書において規則要求によらず
設計変更、記載の適正化を行った内容で基本設
計に展開されていない事項が漏れなく記載され
ていることの確認

②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範
囲を抽出（対象外は、申請対象以外のどのような設備
との関係で申請されるかを示す）

本来の添付書類作成プ
ロセスを意識したフ
ローのため今回の共通
０６での作業で行わな
い作業も記載

事業変更許可申請書で約束した内容を基本
として詳細設計に展開する中で添付書類と
して記載すべき事項の記載程度は発電炉を
参考に行っているので、文言の比較は行わ
ないことを前提

添付−1（２/２）
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（1 / 19） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、想定さ

れる自然現象 (地震及び津波を除く。) に

よりその安全性を損なうおそれがある場合

において、防護措置、基礎地盤の改良そ

の他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。山①-１，④-１ 

２ 安全機能を有する施設は、周辺監視区域

に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他

の外部からの衝撃が発生するおそれがある要

因がある場合において、事業所における火災

又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶

又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺

の状況から想定される事象であって人為によ

るもの (故意によるものを除く。) により加工

施設の安全性が損なわれないよう、防護措置そ

の他の適切な措置が講じられたものでなければ

ならない。 

３ 安全機能を有する施設は、航空機の墜落

により加工施設の安全性を損なうおそれがあ

る場合において、防護措置その他の適切な措

置が講じられたものでなければならない。 

第八条 安全機能を有する施設は、想定さ

れる自然現象 (地震及び津波を除く。) に

よりその安全性を損なうおそれがある場合

において、防護措置、基礎地盤の改良そ

の他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。山②-１，②-２，③-１ 

別添Ⅰ(施設共通) 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1章 共通項目 

3.自然現象

3.3外部からの衝撃による損傷の防止

ｂ．火山

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工

施設の運用期間中においてＭＯＸ燃料加工施

設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象と

して，事業許可（変更許可）を受けた降下火

砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生

した場合においても，安全機能を損なわない

設計とする。山①-1，山②-1 

降下火砕物から防護する施設（以下「降下

火砕物防護対象施設」という。）としては，

安全評価上その機能を期待する構築物，系統

及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全

上重要な機能を有する構築物，系統及び機器

を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉

じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的

強度を有すること等により，安全機能を損な

わない設計とする。山①-2 

上記に含まれない安全機能を有する施設につ

いては，降下火砕物に対して機能を維持する

こと若しくは降下火砕物による損傷を考慮し

て代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障がない期間での修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。

山①-2 

【本文】 

(ト) その他の主要な構造

（１）安全機能を有する施設

① 外部からの衝撃による損傷の防止

ｃ．火山の影響 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設の運用期間中においてＭＯＸ燃料加工施設

の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象とし

て設定した層厚 55cm，密度 1.3g/cm3（湿潤状

態）山②-1の降下火砕物に対し，以下のよう

な設計とすることにより，降下火砕物による

直接的影響に対して機能を維持すること若し

くは降下火砕物による損傷を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間で修理を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることにより，安全機能

を損なわない設計とする。山①-1, 山①-2 

 

 

【添付書類５】 

ト．外部からの衝撃による損傷の防止に対す

る考慮

④ 火山事象に関する設計山◇1  

原子力規制委員会の定める事業許可基準規則

の第九条では，外部からの衝撃による損傷防

止として，安全機能を有する施設は，想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）が発

生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならないとしており，敷地の

自然環境を基に想定される自然現象の一つと

して，火山の影響を挙げている。

火山の影響によりＭＯＸ燃料加工施設の安全

性を損なうことのない設計であることを評価

するため，火山影響評価を行い，ＭＯＸ燃料

加工施設の安全機能を損なわないことを評価

する。

火山影響評価は，「原子力発電所の火山影響

評価ガイド」（平成25年６月19日 原規技発

第13061910号 原子力規制委員会決定）（以

下「火山影響評価ガイド」という。）を参考

に，火山影響評価の基本フローに従い評価を

行う。

ａ．火山事象に関する設計方針山◇2  

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設の運用期間中に想定される火山事象である

降下火砕物の影響を受ける場合においてもそ

の安全機能を確保するために，降下火砕物に

対して安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，降下火砕物によってその安全機能

が損なわれないことを確認する施設を，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の全ての安全機能を有する構

築物及び設備・機器とする。 

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火

砕物防護対象施設」という。）としては，安

全評価上その機能を期待する構築物及び設

備・機器を漏れなく抽出する観点から，安全

上重要な機能を有する構築物及び設備・機器

を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉

じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的

強度を有すること等により，安全機能を損な

わない設計とする。山①-2 

上記に含まれない安全機能を有する施設につ

いては，降下火砕物に対して機能を維持する

こと若しくは降下火砕物による損傷を考慮し

て代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障がない期間での修理を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。

b. 火山
外部事象防護対象施設は，発電所の運用期間中におい
て発電所の安全性に影響を及ぼし得る火山事象として
設置（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を設定
し，その降下火砕物が発生した場合においても，外部
事象防護対象施設が安全機能を損なうおそれがない設
計とする。
重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条件等」を考慮
した設計とする。
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られ
た場合に評価することを保安規定に定めて管理する。

3.3.3.（1）.b. の 
１，３，４段落目

規則要求を踏まえた

記載

当社特有の設計上の

考慮

添付－２
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（2 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，「8.1.5 環境条件

等」を考慮した設計とする。また，内的事象

を要因とする重大事故等へ対処する常設重大

事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する常設重大

事故等対処設備は，火山の影響による損傷を

考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理等の

対応を行うこと，関連する工程の停止等又は

それらを適切に組み合わせることで，重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。山④-1 

 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知

見が得られた場合に評価する手順を整備する

ことを保安規定に定める。山②-1 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設

定 

  設計に用いる降下火砕物は事業許可(変

更許可)を受けた層厚 55cm，密度 1.3g/cm3(湿

潤状態)と設定する。山②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山①-2 

 

 

 

火山事象の評価においては，火山影響評価ガ

イドを参考に実施する。 

想定する火山事象としては，ＭＯＸ燃料加工

施設に影響を及ぼし得る火山事象として抽出

された降下火砕物を対象とし，降下火砕物の

特性による直接的影響及び間接的影響を評価

し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。山③-1 

また，十和田及び八甲田山は，ＭＯＸ燃料

加工施設の運用期間中における巨大噴火の可

能性が十分小さいと評価しているが，火山活

動のモニタリングを行い，評価時からの状態

の変化の検知により評価の根拠が維持されて

いることを確認する。火山活動のモニタリン

グの結果，火山の状態に応じた判断基準に基

づき，観測データに有意な変化があったか判

断し，火山専門家の助言を踏まえ，当社が総

合判断を行い，対処内容を決定する。対処に

当たっては，その時点の最新の科学的知見に

基づきＭＯＸ燃料加工施設の安定な状態への

移行（全工程停止，送排風機の停止及び工程

内に残留したＭＯＸの燃料集合体への加工）

等の可能な限りの対処を行う方針とする。山

◇11 

 

ｂ． 設計対処施設の選定山◇3  

降下火砕物防護対象施設は，全て燃料加工

建屋内に収納され，建屋内に収納され防護さ

れる設備，降下火砕物を含む空気の流路とな

る設備及び外気から取り入れた屋内の空気を

機器内に取り込む機構を有する設備に分類さ

れる。そのため，設計対処施設は，降下火砕

物防護対象施設を収納する建屋，降下火砕物

を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象

施設及び外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護

対象施設とする。 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋として，燃料加工建屋を選

定する。 

 

設計対処施設のうち，降下火砕物を含む空気

の流路となる降下火砕物防護対象施設とし

て，非常用所内電源設備を選定する。 

 

設計対処施設のうち，外気から取り入れた屋

内の空気を機器内に取り込む機構を有する降

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 
設計に用いる降下火砕物は，設置（変更）許可を受け
た層厚 50 cm，粒径 8.0 mm 以下，密度 0.3g/cm3（乾
燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状態）と設定する。 

3.3.3.（1）.b.（a） 

当社特有の設計上の

考慮 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（3 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下火砕物防護対象施設として，以下の設備を

選定する。 

(ａ) 焼結設備，火災防護設備及び小規模試

験設備のうち空気を取り込む機構を有する制

御盤及び監視盤 

(ｂ) 非常用所内電源設備のうち空気を取り

込む機構を有する電気盤 

また，外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護

対象施設への影響を防止するため，換気設備

の給気設備及び非管理区域換気空調設備を設

計対処施設として選定する。 

 

ｃ．設計条件山◇4  

(ａ) 降下火砕物の設計条件及び特徴山◇4  

ⅰ．降下火砕物の設計条件 

ＭＯＸ燃料加工施設における降下火砕物の

諸元については，給源を特定できる降下火砕

物のうち，敷地に最も影響を与える甲地軽石

の降下火砕物シミュレーション結果を踏ま

え，敷地での層厚は55cm山②-1とする。山◇2  

また，甲地軽石を対象とした密度試験の結果

を踏まえ，湿潤状態の密度を1.3g/cm3山②-1

とする。山◇2  

降下火砕物に対する防護設計を行うために，

降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷

重，個々の設計対処施設に対して通常時に作

用している荷重，運転時荷重及び火山と同時

に発生し得る自然現象による荷重を組み合わ

せた荷重（以下「設計荷重（火山）」とい

う。）を設定する。山②-3 

また，火山と同時に発生し得る自然現象によ

る荷重については，火山と同時に発生し得る

自然現象が与える影響を踏まえた検討によ

り，風（台風）及び積雪による荷重を考慮す

る。山②-2 

設計対処施設に作用させる設計荷重（火山）

には，設計基準事故時に生ずる荷重の組合せ

を適切に考慮する設計とする。すなわち，降

下火砕物により設計対処施設に作用する荷重

及び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞ

れの因果関係及び時間的変化を考慮して適切

に組み合わせて設計する。また，設計基準事

故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる

降下火砕物の荷重と設計基準事故時に生ずる

荷重を適切に考慮する設計とする。 

設計対処施設は降下火砕物に対して安全機能

を損なわない設計とすることから，設計基準

事故とは独立事象である。 

また，設計基準事故発生時に，降下火砕物が
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（4 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

第八条 安全機能を有する施設は、想定さ

れる自然現象 (地震及び津波を除く。) に

よりその安全性を損なうおそれがある場合

において、防護措置、基礎地盤の改良そ

の他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。山②-３，③-２，④-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八条 安全機能を有する施設は、想定さ

れる自然現象 (地震及び津波を除く。) に

よりその安全性を損なうおそれがある場合

において、防護措置、基礎地盤の改良そ

の他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。山②-４，②-５，②-

６，②-７，③-３，④-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 降下火砕物に対する防護対策 

 降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物に

よる直接的影響及び間接的影響に対して，以

下の適切な措置を講ずることで安全機能を損

なわない設計とする。山③-1 

なお，粒子の衝撃荷重による影響について

は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ.直接的影響に対する設計方針 

(イ)構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で

ある燃料加工建屋は，設計荷重（火山）の影

響により，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-2 

降下火砕物に対する防護設計を行うため

に，降下火砕物を湿潤状態とした場合におけ

る荷重，個々の施設に通常時に作用している

荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得

る自然現象による荷重を組み合わせた荷重

（以下「設計荷重（火山）」という。）を設

定する。山②-3 

また，火山と同時に発生し得る自然現象に

よる荷重については，火山と同時に発生し得

る自然現象が与える影響を踏まえた検討によ

り，風（台風）及び積雪による荷重を考慮す

る。なお，組み合わせる積雪深は 150cmとす

る。山②-2 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建

屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ａ) 構造物への静的負荷に対して安全余裕

を有する設計とすること山③-2 

 

 

 

 

 

 

 

到達した場合，安全上重要な施設に荷重を加

える設計基準事故である「露出した状態でＭ

ＯＸ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油を

保有しているグローブボックスにおいて火災

が発生し，火災の影響を受けたＭＯＸ粉末が

飛散し，外部に放射性物質が放出される事

象」による荷重との組み合わせが考えられ

る。この設計基準事故により荷重を受ける安

全上重要な施設であるグローブボックスは，

降下火砕物の影響を受けることは無いため，

設計基準事故時荷重と降下火砕物の組合せは

考慮しない。 

 

ⅱ．降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果により，一般的な降下火

砕物の特徴は以下のとおりである。 

(ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る
(56)。ただし，砂よりもろく硬度が低い(57)。 

(ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素及びふっ化水素

等の毒性及び腐食性のある火山ガス成分が付

着している(56)。ただし，直ちに金属腐食を生

じさせることはない(58)。 

(ⅲ) 水に濡れると導電性を生ずる(56)。 

(ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると固結

する(56)。 

(ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般的な

砂と比べ約1000℃と低い(56)。 

 

 

(ｂ) 降下火砕物で考慮する影響山◇5  

火山影響評価ガイドを参考に，降下火砕物

の特性による影響は，直接的影響として

降下火砕物の堆積による荷重，粒子の衝

突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚染，水質

汚染及び絶縁低下並びに間接的影響とし

て外部電源喪失及びアクセス制限を想定

し，これらに対する影響評価を行う。 

 

ｄ．  設計対処施設に影響を与える可能性

のある影響因子山◇6  

(ａ) 直接的影響因子山◇6  

ⅰ．降下火砕物の堆積による荷重 

「降下火砕物の堆積による荷重」につい

て考慮すべき影響因子は，設計対処施設で

ある燃料加工建屋の上に堆積し静的な負荷

を与える「構造物への静的負荷山③-2」で

ある。 

降下火砕物の荷重は，堆積厚さ55cm，密

度1.3g/cm3（湿潤状態）山②-1に基づくと

ともに，火山以外の自然現象として積雪及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ⅱ 

【性能】 

・設計荷重（火山）に対

して安全余裕を有する 

 

【評価条件】 

●降下火砕物特性 

・層厚 55ｃｍ 

・密度 1.3ｇ／ｃｍ３

(b) 降下火砕物に対する防護対策 
降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物によ
る「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，以下
の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なうお
それがない設計とする。 
 
 
 
ただし，放水路ゲート及び排気筒モニタについては，
安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，
安全機能を損なわない設計とする。 

 
 
イ. 直接的影響に対する設計方針 
(イ) 構造物への荷重 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響
を及ぼす可能性のあるクラス３（安全評価上期待するク
ラス３を除く。）に属する施設（以下「外部事象防護対
象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施
設」という。）のうち，屋外に設置している施設及び外
部事象防護対象施設を内包する施設について，降下火砕
物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響
を考慮する。また，外部事象防護対象施設の安全性を確
保するために設置する防護対策施設も荷重による影響を
考慮する。これらの施設については，降下火砕物を除去
することにより，降下火砕物による荷重並びに火山と組
み合わせる積雪及び風（台風）の荷重を短期的な荷重と
して考慮し，機能を損なうおそれがないよう構造健全性
を維持する設計とする。 
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に
堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定めて
管理する。 
屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮
して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわ
ないように，降下火砕物による組合せを考慮した荷重に
対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。 
屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮
して降下火砕物による荷重により機能を損なわないよう
に，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。 
なお，降下火砕物が堆積しないよう屋外の重大事故等対
処設備に堆積する降下火砕物を適宜除去することを保安
規定に定めて管理する。 

3.3.3.（1）.b.（b） 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ
（イ）の後段 

設備・設計方針の違い 

当社特有の設計上の

考慮 

17



様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（5 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する建屋である燃料加工建屋は，当該施設に

要求される機能に応じて適切な許容荷重を設

定し，設計荷重（火山）に対して安全余裕を

有することにより，構造健全性を失わず，安

全機能を損なわない設計とする。山③-2 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよ

う当該施設に堆積する降下火砕物を除去する

手順を整備することを保安規定に定めること

から，降下火砕物による荷重を短期に生じる

荷重として扱う。山③-3 

建屋内の重大事故等対処設備については，

環境条件を考慮して降下火砕物による短期的

な荷重により機能を損なわないように，降下

火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安

全裕度を有する建屋内に設置する設計とす

る。 

屋外の重大事故等対処設備については，環

境条件を考慮して降下火砕物による荷重によ

り機能を損なわないよう，降下火砕物を除去

することにより，重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，屋外の重大事故等対処設備に堆積す

る降下火砕物を適切に除去する手順を整備す

ることを保安規定に定める。山④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 構造物への粒子の衝突に対して影響を

受けない設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び風（台風）による荷重との組合せを考慮

する。山②-2，山◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．衝突 

「衝突」について考慮すべき影響因子

は，設計対処施設である燃料加工建屋に

対して，降下火砕物の降灰時に衝撃荷重

を与える「構造物への粒子の衝突」であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（湿潤状態） 

●荷重の組合せ 

・火山、積雪及び風（台

風） 

 

○許○設基② 

【手段：運用】 

降下火砕物の除去 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（6 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
第八条 安全機能を有する施設は、想定さ

れる自然現象 (地震及び津波を除く。) に

よりその安全性を損なうおそれがある場合

において、防護措置、基礎地盤の改良そ

の他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。山②-４，②-５，②-

６，②-７，③-３，④-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)閉塞 

換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入

し難い設計とする。 
ⅰ．換気系，電気系及び計装制御系に対する

機械的影響(閉塞)山③-4 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建

屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口

に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が取り込まれたと

しても，降下火砕物防護対象施設について

は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非

管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィ

ルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ

若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設

置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止

することにより，安全機能を損なわない設計

とする。 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物防護対象施設である非常用所内電源設備

の非常用発電機は，燃料加工建屋の外気取入

口に防雪フードを設けることで降下火砕物が

侵入し難い構造とする。降下火砕物が取り込

まれたとしても，設備内部への降下火砕物の

侵入を防止するため，非常用発電機の給気系

統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若し

くは高性能エアフィルタを設置することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。山③-

4, 山④-3 

なお，非常用所内電源設備の非常用発電機

に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，

フィルタ類の交換又は清掃並びに換気設備の

停止による降下火砕物を適切に除去する手順

を整備することを保安規定に定める。山③-4, 

山④-3 

建屋内の重大事故等対処設備については，

設置する建屋等に対し降下火砕物が侵入し難

い構造とすることで，機能を損なわない設計

とする。 

重大事故等対処設備のうち，屋外で使用す

る外気を取り入れる設備は，設備の建屋内へ

の事前配備の手順を整備することを保安規定

に定める。山④-3基② 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（閉塞）に対して降下火砕

物が侵入し難い設計とすること山③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．閉塞 

「閉塞山③-4」について考慮すべき影

響因子は，設計対処施設に対して，降下

火砕物を含む空気による換気系及び機器

の給気系を閉塞させる「換気系，電気系

及び計装制御系に対する機械的影響（閉

塞）山③-4」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

・降下火砕物による閉塞

の防止 

【手段：設備】 

●建屋に収納される降下

火砕物防護対象施設及

び重大事故等対処設備

並びに降下火砕物を含

む空気の流路となる降

下火砕物防護対象施設 

・降下火砕物が侵入し難

い構造 

【手段：運用】 

・フィルタ類の交換又は

清掃 

・除灰 

・降下火砕物用フィルタ

の追加設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(ロ) 閉塞 
ⅰ. 水循環系の閉塞 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，降下火砕物を含む海水の流路となる施設について
は，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよ
う，降下火砕物の粒径に対し十分な流路幅を設けるこ
とにより，水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とす
る。 
ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影
響（閉塞） 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプ
レイ系ディーゼル発電機吸気口の外気取入口は開口部
を下向きの構造とすることにより，降下火砕物が流路
に侵入しにくい設計とする。主排気筒は，降下火砕物
が侵入した場合でも，主排気筒の構造から排気流路が
閉塞しない設計とする。非常用ガス処理系排気筒は，
降下火砕物の侵入防止を目的とする構造物を取り付け
ることにより，降下火砕物の影響に対して機能を損な
わない設計とする。 
また，外気を取り入れる換気空調設備（外気取入
口），非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機の空気の流路にそれぞれフィルタ
を設置することにより，フィルタメッシュより大きな
降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし，さらに降
下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替え又は清
掃が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞
しない設計とする。 
ディーゼル発電機機関は，フィルタを通過した小さな
粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，降下火砕物に
より閉塞しない設計とする。 
換気空調設備（外気取入口）以外の降下火砕物を含む
空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施
設についても，降下火砕物に対し，機能を損なうおそ
れがないよう，降下火砕物が侵入しにくい構造，又は
降下火砕物が侵入した場合でも，降下火砕物により流
路が閉塞しない設計とする。 
なお，降下火砕物により閉塞しないよう外気取入ダン
パの閉止，換気空調設備の停止及び閉回路循環運転を
保安規定に定めて管理する。 
 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ロ） 

設備・設計方針の違い 

重大事故等対処設備

等に係る様式－７か

ら展開 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（7 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)磨耗 

換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計と

する。 

ⅰ．換気系，電気系及び計装制御系に対する

機械的影響(磨耗)山③-5 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建

屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口

に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難

い構造とし，磨耗し難い設計とする。降下火

砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防

護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設

備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の

給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び

高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及

び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下

火砕物の侵入を防止することにより，安全機

能を損なわない設計とする。山③-5 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物防護対象施設である非常用所内電源設備

の非常用発電機は，燃料加工建屋の外気取入

口に防雪フードを設けることで降下火砕物が

侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とす

る。降下火砕物が取り込まれたとしても，設

備内部への降下火砕物の侵入を防止するた

め，非常用発電機の給気系統には，プレフィ

ルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフ

ィルタを設置することにより，安全機能を損

なわない設計とする。山③-5 

なお，非常用所内電源設備の非常用発電機

に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，

フィルタ類の交換又は清掃並びに換気設備の

停止による降下火砕物を適切に除去する手順

を整備することを保安規定に定める。山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｄ) 換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難

い設計とすること山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．磨耗 

「磨耗山③-5」について考慮すべき影

響因子は，設計対処施設に対して，大気

に含まれる降下火砕物により，動的機器

を磨耗させる「換気系，電気系及び計装

制御系に対する機械的影響（磨耗）山③-

5」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による磨耗の

防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋 

・降下火砕物が侵入し難

い構造 

●非常用発電機 

・降下火砕物が侵入し難

い構造 

・フィルタの設置 

 

 

 

 

 

【手段：運用】 

・フィルタ類の交換又は

清掃 

・降下火砕物用フィルタ

の追加設置 

 

○許○設基② 

建屋内への事前配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(ハ) 摩耗 
ⅰ. 水循環系の内部における摩耗 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，降下火砕物を含む海水の流路となる施設の内部に
おける摩耗については，主要な降下火砕物は砂と同等
又は砂より硬度が低くもろいことから，摩耗による影
響は小さい。また当該施設については，定期的な内部
点検及び日常保守管理により，状況に応じて補修が可
能であり，摩耗により外部事象防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。 

 
 
 
 
ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に対する機械的影
響（摩耗） 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，降下火砕物を含む空気を取り込みかつ摺動部を有
する換気系，電気系及び計測制御系の施設について
は，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよ
う，降下火砕物が侵入しにくい構造とすること又は摩
耗しにくい材料を使用することにより，摩耗しにくい
設計とする。 
なお，摩耗が進展しないよう外気取入ダンパの閉止，
換気空調設備の停止を保安規定に定めて管理する。 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ハ） 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ハ） 

対象設備がない 

設備・設計方針の違い 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（8 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)腐食山③-6，山③-7 

構造物，換気系，電気系及び計装制御系に

対する化学的影響（腐食）に対して短期での

腐食が発生しない設計とする。 

ⅰ．構造物に対する化学的影響(腐食)山③-6 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で

ある燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使

用又は外壁塗装及び屋上防水を実施すること

により降下火砕物による短期的な腐食が発生

しない設計とする。山③-6 

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の

影響については，堆積した降下火砕物の除去

後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並

びに日常的な保守及び修理の手順を整備する

ことを保安規定に定める。山③-6 

 

ⅱ．換気系，電気系及び計装制御系に対する

化学的影響(腐食)山③-7 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建

屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口

に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が取り込まれたと

しても，降下火砕物防護対象施設について

は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非

管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィ

ルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ

若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設

置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止

することにより，安全機能を損なわない設計

とする。山③-7 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物防護対象施設である非常用所内電源設備

の非常用発電機の給気系のうちフィルタまで

の範囲は防食処理等の腐食防止対策として，

腐食し難い金属を用いること又は塗装するこ

とにより腐食を防止する設計とする。山③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｅ) 構造物，換気系，電気系及び計装制御

系に対する化学的影響（腐食）に対して

短期での腐食が発生しない設計とするこ

と山③-6，山③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ．腐食 

「腐食山③-6，山③-7」について考慮

すべき影響因子は，設計対処施設のうち

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋

に対して，腐食性のあるガスが付着した

降下火砕物に接することによる接触面の

腐食並びに換気系，電気系及び計装制御

系において降下火砕物を含む空気の流路

等を腐食させる「構造物，換気系，電気

系及び計装制御系に対する化学的影響

（腐食）山③-6，山③-7」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による腐食の

防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋，建屋

に収納される降下火砕物

防護対象施設，降下火砕

物を含む空気の流路とな

る降下火砕物防護対象施

設 

 

・腐食し難い設計 

【手段：運用】 

・降下火砕物の除去及び

修理 

・日常的な保守及び修理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(ニ) 腐食 
ⅰ. 構造物の化学的影響（腐食） 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，屋外に設置している施設及び外部事象防護対象施
設を内包する施設については，降下火砕物に対し，機
能を損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使
用又は塗装を実施することにより，降下火砕物による
短期的な腐食が発生しない設計とする。 
また，外部事象防護対象施設の安全性を確保するため
に設置する防護対策施設は，降下火砕物に対し，機能
を損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用
又は塗装を実施することにより，降下火砕物による短
期的な腐食が発生しない設計とする。 
なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理
等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 
屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物に
よる短期的な腐食により機能を損なわないように，耐
食性のある塗装を実施した建屋内に設置する設計とす
る。 
屋外の重大事故等対処設備については，降下火砕物を
適宜除去することにより，降下火砕物による腐食に対
して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 
なお，屋外の重大事故等対処設備が降下火砕物により
腐食しにくいよう降下火砕物の適宜除去を保安規定に
定めて管理する。 
 
 
 
 
ⅱ. 水循環系の化学的影響（腐食） 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，降下火砕物を含む海水の流路となる施設について
は，降下火砕物に対し，機能を損なうおそれがないよ
う，耐食性のある材料の使用又は塗装を実施すること
により，降下火砕物による短期的な腐食が発生しない
設計とする。 
なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理
等により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

 
 
ⅲ. 換気系，電気系及び計測制御系に対する化学的影響
（腐食） 
 
 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影響
を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のうち，降
下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及び計
測制御系の施設については，降下火砕物に対し，機能を
損なうおそれがないよう，耐食性のある材料の使用又は
塗装を実施することにより，降下火砕物による短期的な
腐食が発生しない設計とする。 
 
 
 
 
なお，長期的な腐食の影響については，日常保守管理等
により，状況に応じて補修が可能な設計とする。 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ニ）.ⅰ 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ニ）.ⅱ 

対象設備がない 

ⅰ.と同様に記載を展開することが必要 
⇒記載の適正化必要 
「なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響につ

いては，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要

に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理

の手順を整備することを保安規定に定める。」 

重大事故等対処設備の違い 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（9 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ)中央監視室等の大気汚染山③-8 

敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止

及びグローブボックス排風機以外の送排風機

を停止し，ＭＯＸ燃料加工施設を安定な状態

に移行する措置を講ずるとともに，施設の監

視が適時実施できるように，資機材を確保し

手順を整備することを保安規定に定める。山

③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (へ)絶縁低下山③-9 

電気系及び計装制御系の絶縁低下に対し

て，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計

とする。山③-9 

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建

屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口

に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難

い構造とする。山③-9また，降下火砕物が取

り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施

設である焼結設備，火災防護設備及び小規模

試験設備のうち空気を取り込む機構を有する

制御盤，監視盤及び非常用所内電源設備のう

ち空気を取り込む機構を有する電気盤につい

ては，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び

非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフ

ィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィル

タ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを

設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防

止することにより，安全機能を損なわない設

計とする。山③-9 

 

 

 

 

ロ.間接的影響に対する設計方針 

 降下火砕物による間接的影響である７日間

の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶

によるアクセス制限事象に対し，ＭＯＸ燃料

加工施設の安全性を維持するために必要とな

る電源の供給が継続できるよう，非常用所内

電源設備は非常用発電機の燃料を貯蔵する燃

料油貯蔵タンク，燃料油サービスタンクＡ及

 

 (ｆ) 敷地周辺の大気汚染に対して，全工程

停止の措置を講じた上で，施設の監視が

適時実施できるように，資機材を確保し

手順を整備すること山③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 電気系及び計装制御系の絶縁低下に対

して，換気設備は降下火砕物が侵入し難

い設計とすること山③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｈ) 降下火砕物による静的負荷や腐食等の

影響に対して降下火砕物の除去や外気取

入口のフィルタの交換又は清掃並びに換

気設備の停止により安全機能を損なわな

い設計とすること山③-4，山③-5 

 

さらに，降下火砕物による間接的影響であ

る７日間の外部電源喪失及び敷地内外での交

通の途絶によるアクセス制限事象に対し，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の安全性を維持するために

必要となる電源の供給が継続できるようにす

ることにより安全機能を損なわない設計とす

る。山③-10 

 

ⅵ．大気汚染 

「大気汚染」について考慮すべき影響

因子は，中央監視室等において，降下火

砕物自体の侵入又はそれに付着した毒性

のあるガスの侵入により居住性を劣化さ

せる「中央監視室等の大気汚染山③-8」

である。 

 

ⅶ．水質汚染 

「水質汚染」について考慮すべき影響

因子は，取水源への降下火砕物の混入に

よる汚染である。ＭＯＸ燃料加工施設に

は取水が必要となる降下火砕物防護対象

施設がないため，「水質汚染」の影響を

考慮する必要はない。 

 

ⅷ．絶縁低下 

「絶縁低下山③-9」について考慮すべ

き影響因子は，設計対処施設山③-9に対

して，湿った降下火砕物が電気系及び計

装制御系の絶縁部に導電性を生じさせる

ことによる「電気系及び計装制御系の絶

縁低下山③-9」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 間接的影響因子山◇6  

ⅰ．外部電源喪失 

降下火砕物によってＭＯＸ燃料加工施

設に間接的な影響を及ぼす因子は，再処

理事業所外で生じる送電網への降下火砕

物の影響により発生する７日間の「外部

電源喪失」山③-10である。 

ⅱ．アクセス制限 

降下火砕物によってＭＯＸ燃料加工施

 

○許○設基② 

【手段：運用】 

●中央監視室等の居住性

悪化時の施設の安全性の

確保 

・全工程停止 

・グローブボックス排風

機以外の送排風機を停

止及び給気系統上のダ

ンパ閉止の実施 

・施設の監視が適時実施

できるように資機材を

確保 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による絶縁低

下の防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋及び非

管理区域換気空調設備 

・降下火砕物が侵入し難

い構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

・非常用発電機の 7日間

以上の運転継続 

 

【手段：設備】 

・燃料タンク（燃料油貯

 
 
 
 
(ホ) 発電所周辺の大気汚染 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，中央制御室換気系については，降下火砕物に対
し，機能を損なうおそれがないよう，バグフィルタを
設置することにより，降下火砕物が中央制御室に侵入
しにくい設計とする。 
また，中央制御室換気系については，外気取入ダンパ
の閉止及び閉回路循環運転を可能とすることにより，
中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止する。さら
に外気取入遮断時において，酸素濃度及び二酸化炭素
濃度の影響評価を実施し，室内の居住性を確保する設
計とする。 
なお，降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防止
するよう閉回路循環運転の実施等を保安規定に定めて
管理する。 
 
 
 
 
 
 
(ヘ) 絶縁低下 
外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に影
響を及ぼす可能性のあるクラス３に属する施設のう
ち，空気を取り込む機構を有する電気系及び計測制御
系の盤については，降下火砕物に対し，機能を損なう
おそれがないよう，計測制御設備（安全保護系）の設
置場所の換気空調設備にバグフィルタを設置すること
により，降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 
なお，中央制御室換気系については，降下火砕物によ
る計測制御系の盤の絶縁低下を防止するよう外気取入
ダンパの閉止及び閉回路循環運転の実施を保安規定に
定めて管理する。 

 
 
 
 
 
ロ. 間接的影響に対する設計方針 
降下火砕物による間接的影響である長期（7 日間）の
外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアク
セス制限事象に対し，原子炉及び使用済燃料プールの
安全性を損なわないようにするために，7 日間の電源
供給が継続できるよう，非常用ディーゼル発電機（高
圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の燃料
を貯蔵するための軽油貯蔵タンク及び燃料を移送する
ための燃料移送ポンプ等を降下火砕物の影響を受けな
いよう設置する設計とする。 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ヘ） 

3.3.3.（1）.b.（b）.イ（ホ） 

3.3.3.（1）.b.（b）.ロ 

設備・設計方針の違い 

当社特有の考慮 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（10 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

びＢを設置する設計とする。山③-10 

ＭＯＸ燃料加工施設の運転に影響を及ぼす

と予見される場合には，全工程停止及びグロ

ーブボックス排風機以外の送排風機を停止

し，火災による閉じ込め機能の不全を防止す

るために必要な安全上重要な施設へ７日間の

電力を供給する措置を講ずる手順を整備する

ことを保安規定に定める。山③-10 

なお，敷地内の道路において降下火砕物が

堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施

し復旧する手順を整備することを保安規定に

定める。山③-10 

設に間接的な影響を及ぼす因子は，敷地

内外に降下火砕物が堆積し，交通の途絶

が発生することによる「アクセス制限」

山③-10である。 

 

 

ｅ．設計対処施設の設計方針山◇8  

「ｄ．設計対処施設に影響を与える可

能性のある影響因子」にて記載した因子

に基づき，その影響を適切に考慮し，降

下火砕物防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。山 ◇1  

(ａ) 直接的影響に対する設計方針山

◇8  

ⅰ．構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は，設計荷重（火

山）の影響により，安全機能を損なわな

い設計とする。山③-2 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は，当該施設に要求される機能に応じ

て適切な許容荷重を設定し，山 ◇7 設計荷

重（火山）に対して安全余裕を有するこ

とにより，構造健全性を失わず，安全機

能を損なわない設計とする。山③-2 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる

自然現象として同時発生の可能性のある

積雪及び風（台風）を考慮する。山②-2 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋においては，建築基準法における多雪

区域の積雪の荷重の考え方に準拠し，降

下火砕物の除去を適切に行うことから，

降下火砕物による荷重を短期に生じる荷

重として扱う。山③-3また，降下火砕物

による荷重と他の荷重を組み合わせた状

態に対する許容限界は次のとおりとす

る。山 ◇7  

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋に要求されている気密性及び遮蔽性等

を担保する屋根スラブは，建築基準法の

短期許容応力度，耐震壁は，「原子力発

電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987

（日本電気協会）」に基づき許容限界を

設定する。山 ◇7  

 

 

 

 

蔵タンク）の設置 

 

【手段：運用】 

・火災による閉じ込め機

能の不全を防止するた

めに必要な安全上重要

な施設への電力を供給

するための措置 

・降灰後における敷地内

道路の除灰 

当社特有の考慮 
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（11 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．構造物への粒子の衝突 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は，構造物への降

下火砕物の粒子の衝突の影響により，安

全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は，コンクリート構造物であるため，

微小な鉱物結晶であり，砂よりも硬度が

低い特性を持つ降下火砕物の衝突による

影響は小さい。そのため，降下火砕物防

護対象施設を収納する建屋の構造健全性

を損なうことはない。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響につ

いては，竜巻の設計飛来物の影響に包絡

される。山◇7 ，山□1  

 

ⅲ．換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（閉塞）山③-4 

建屋内に収納される降下火砕物防護対

象施設及び降下火砕物を含む空気の流路

となる降下火砕物防護対象施設は，降下

火砕物を含む空気による流路の閉塞の影

響により，安全機能を損なわない設計と

する。山③-4 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は，外気取入口に防雪フードを設け，

降下火砕物が侵入し難い構造とする。降

下火砕物が取り込まれたとしても，換気

設備及び非管理区域換気空調設備の給気

系には，プレフィルタ，除塩フィルタ及

び高性能エアフィルタ若しくはプレフィ

ルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内

部への降下火砕物の侵入を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-4 

非常用所内電源設備は，外気取入口に

防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が取り込まれ

たとしても，設備内部への降下火砕物の

侵入を防止するため，給気系統には，プ

レフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高

性能エアフィルタを設置することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。
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要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（12 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
また，降下火砕物用フィルタの追加設置

など，さらなる降下火砕物対策を実施で

きるよう設計する。山③-4 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着

した場合でもフィルタの交換又は清掃が

可能な構造とすることで，降下火砕物に

より閉塞しない設計とする。山③-4 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（磨耗）山③-5 

建屋内に収納される降下火砕物防護対

象施設及び降下火砕物を含む空気の流路

となる降下火砕物防護対象施設である非

常用所内電源設備は，降下火砕物による

磨耗の影響により，安全機能を損なわな

い設計とする。山③-5 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は，外気取入口に防雪フードを設け，

降下火砕物が侵入し難い構造とする。降

下火砕物が取り込まれたとしても，換気

設備及び非管理区域換気空調設備の給気

系には，プレフィルタ，除塩フィルタ及

び高性能エアフィルタ若しくはプレフィ

ルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内

部への降下火砕物の侵入を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-5 

 

非常用所内電源設備は，外気取入口に

防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難

い構造とする。降下火砕物が取り込まれ

たとしても，設備内部への降下火砕物の

侵入を防止するため，給気系統には，プ

レフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高

性能エアフィルタを設置することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。

また，降下火砕物用フィルタの追加設置

など，さらなる降下火砕物対策を実施で

きるよう設計する。山③-5 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着

した場合でもフィルタの交換又は清掃が

可能な構造とすることで，降下火砕物に

より磨耗しない設計とする。山③-5 
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要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（13 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
ⅴ．構造物，換気系，電気系及び計装制御

系への化学的影響（腐食）山③-6，山③-

7 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋，建屋に収納される降下火砕物防護対

象施設，降下火砕物を含む空気の流路と

なる降下火砕物防護対象施設は，降下火

砕物に含まれる腐食性のあるガスによる

化学的影響（腐食）により，安全機能を

損なわない設計とする。山③-6，山③-7 

降下火砕物の特性として，金属腐食研

究の結果より，直ちに金属腐食を生じさ

せることはないが，降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防護対象施設

は，塗装又は腐食し難い金属を用いるこ

とにより，安全機能を損なわない設計と

する。山③-7 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は，外気取入口に

防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し

難い構造とする。降下火砕物が取り込ま

れたとしても，換気設備及び非管理区域

換気空調設備の給気系には，プレフィル

タ，除塩フィルタ及び高性能エアフィル

タ若しくはプレフィルタ及び除塩フィル

タを設置し，建屋内部への降下火砕物の

侵入を防止することにより，安全機能を

損なわない設計とする。山③-7 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は外壁塗装及び屋

上防水がなされていることから，降下火

砕物による化学的腐食により短期的な影

響を受けることはない。山③-6 

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐

食の影響については，堆積した降下火砕

物の除去後に点検し，必要に応じて修理

を行うこと並びに日常的な保守及び修理

を行うことにより,安全機能を損なわない

設計とする。山③-6 

 

ⅵ．中央監視室等の大気汚染山③-8 

敷地周辺の大気汚染に対しては，全工

程停止及びグローブボックス排風機以外

の送排風機を停止し，ＭＯＸ燃料加工施

設を安定な状態に移行する措置を講じる

とともに，施設の監視が適時実施できる

ように，資機材を確保し手順を整備す

る。山③-8 

 

 

ⅶ．電気系及び計装制御系の絶縁低下山③-
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（14 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
9 

電気系及び計装制御系のうち，外気か

ら取り入れた屋内の空気を機器内に取り

込む機構を有する設備は，降下火砕物に

よる絶縁低下の影響により，安全機能を

損なわない設計とする。山③-9 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は，外気取入口に

防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し

難い構造とする。また，降下火砕物が取

り込まれたとしても，換気設備及び非管

理区域換気空調設備の給気系には，プレ

フィルタ，除塩フィルタ及び高性能エア

フィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩

フィルタを設置し，建屋内部への降下火

砕物の侵入を防止することにより，焼結

設備，火災防護設備及び小規模試験設備

のうち空気を取り込む機構を有する制御

盤及び監視盤並びに非常用所内電源設備

のうち空気を取り込む機構を有する電気

盤の安全機能を損なわない設計とする。

山③-9 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 間接的影響に対する設計方針山◇8  

ⅰ．外部電源喪失 

再処理事業所外で生じる送電網への降下

火砕物の影響により長期的に外部電源が喪

失した場合に対し，非常用所内電源設備の

非常用発電機は予備機を設ける設計とし，

外部電源喪失により安全上重要な施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設は，降下火砕

物の影響により外部電源が喪失し，外部か

らの支援を期待できない場合においても，

非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料タンク

を設置する設計とし，過度な放射線被ばく

を及ぼすおそれのある火災による閉じ込め

機能の不全を防止するために必要な安全上

重要な施設へ７日間の電力を供給する措置

を講ずる。山③-10 

 

ⅱ．アクセス制限 

敷地外で交通の途絶が発生した場合，安

全上重要な施設に電力を供給する非常用所

内電源設備の非常用発電機の燃料油の供給

を受けられないが，非常用発電機の燃料を
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
貯蔵する燃料タンクを設置する設計とし，

過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのある

火災による閉じ込め機能の不全を防止する

ために必要な安全上重要な施設へ７日間の

電力を供給する措置を講ずる。山③-10 

 

敷地内において交通の途絶が発生した場合

でも，安全上重要な施設の安全機能は燃料

加工建屋内で系統が接続されることによ

り，交通の途絶の影響を受けない設計と

し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能を損な

わない設計とする。また，敷地内の道路に

おいて降下火砕物が堆積した場合には，降

灰後に除灰作業を実施し復旧することを手

順等に定める。山③-10 

 

ｆ． 火山影響等発生時におけるＭＯＸ燃料加

工施設の保全のための活動を行う体制の整

備の方針山◇9  

火山事象による影響が発生し又は発生するお

それがある場合（以下「火山影響等発生

時」という。）においてＭＯＸ燃料加工施

設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，以下の措置を講ずる。 

(ａ) 計画の策定 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加工施

設の保全のための活動を行うための計画を

策定する。 

(ｂ) 要員の確保 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加工施

設の保全のための活動を実施するために必

要な要員を確保する。 

(ｃ) 教育及び訓練 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加工施

設の保全のための活動を確実に実施するた

めの教育及び訓練を年１回以上実施する。 

(ｄ) 資機材の配備 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加工施

設の保全のための活動に必要な資機材を配

備する。 

(ｅ) 体制の整備 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加工施

設の保全のための活動に必要な体制を整備

する。 

(ｆ) 定期的な評価 

降下火砕物による火山影響評価に変更がない

か定期的に確認し，変更が生じている場合

は火山影響評価を行う。火山影響評価の結

果，変更がある場合はそれぞれの措置の評

価を行い，対策の見直しを実施する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
 

 

ｇ．実施する主な手順山◇10 

火山に対する防護については，降下火砕物に

よる影響評価を行い，設計対処施設に長期

にわたり荷重がかかることや化学的影響

（腐食）を発生させることを避け，安全機

能を維持するための手順を定める。実施す

る主な手順を以下に示す。 

(ａ) 大規模な火山の噴火があり降灰予報が

発表され，ＭＯＸ燃料加工施設の運転に影

響を及ぼすと予見される場合には，全工程

停止及びグローブボックス排風機以外の送

排風機を停止し，ＭＯＸ燃料加工施設を安

定な状態に移行する措置を講ずるととも

に，給気系統上に設置する手動ダンパを閉

止する手順を定める。 

 

(ｂ) 降下火砕物の影響により給気フィルタ

の差圧が交換差圧に達した場合は，状況に

応じ外気の取り込みの停止又はフィルタの

清掃や交換を実施する。非常用所内電源設

備の非常用発電機の運転時には，フィルタ

の状況を確認し，状況に応じてフィルタの

清掃や交換，降下火砕物用フィルタの追加

設置を実施する。また，降下火砕物が排気

筒に侵入し，排気経路が閉塞するおそれが

ある場合は，降下火砕物の除去を実施す

る。 

 

 (ｃ) 降灰後は設計対処施設への影響を確認

するための点検を実施し，降下火砕物の堆

積が確認された箇所については降下火砕物

の除去を行い，長期にわたり積載荷重がか

かること及び化学的影響（腐食）が発生す

ることを防止する。 

(ｄ) 降灰が確認され，中央監視室等の居住

性が損なわれるおそれがある場合には，監

視盤等により施設の監視を適時実施する。 

 

ｈ．火山の状態に応じた対処方針山◇11 

十和田及び八甲田山は，ＭＯＸ燃料加工施

設の運用期間中における巨大噴火の可能

性が十分小さいと評価しているが，火山

活動のモニタリングを行い，評価時から

の状態の変化の検知により評価の根拠が

維持されていることを確認する。火山活

動のモニタリングの結果，火山の状態に

応じた判断基準に基づき，観測データに

有意な変化があった場合は，火山専門家

の助言を踏まえ，当社が総合判断を行
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
い，対処内容を決定する。 

対処に当たっては，火山影響等発生時にお

いて，保全のための活動を行うため，必

要な資機材の準備，体制の整備等を実施

するとともに，その時点の最新の科学的

知見に基づき可能な限りの対処を行う。 

主な対処例を以下に示す。 

(ａ) 降下火砕物防護対象施設を収納する

建屋に堆積した降下火砕物等の除去 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設を安定な状態へ

移行（全工程停止，送排風機の停止及び

工程内に残留したＭＯＸの燃料集合体へ

の加工）等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 ◇9  

⑧ 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定され

る自然現象（地震及び津波を除く。次項にお

いて同じ。）が発生した場合においても安全

機能を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な

施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により当該安全上重要な施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ず

る応力を適切に考慮したものでなければなら

ない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又は

その周辺において想定される加工施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して安全機能を損なわないもの

でなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準において

想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）に対してＭＯＸ燃料加工施設の安全性

を損なわない設計とする。また，安全上重要

な施設は，想定される自然現象により作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
切に考慮する。 

 

ｈ．火山の影響 

安全機能を有する施設は，火山の影響が発生

した場合においても安全機能を損なわない設

計とする。 

安全上重要な施設は，ＭＯＸ燃料加工施設の

運用期間中においてＭＯＸ燃料加工施設の安

全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設

定した層厚 55cm，密度 1.3g/cm3（湿潤状態）

の降下火砕物山②-1に対し，以下のような設

計とすることにより安全機能を損なわない設

計とする。 

・構造物への静的負荷に対して安全余裕を有

する設計とすること山③-2 

・構造物への粒子の衝突に対して影響を受け

ない設計とすること 

・換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入

し難い設計とすること山③-4 

・換気系，電気系及び計装制御系に対する機

械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計と

すること山③-5 

・構造物，換気系，電気系及び計装制御系に

対する化学的影響（腐食）に対して短期での

腐食が発生しない設計とすること山③-6，山

③-7 

・敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止

の措置を講じた上で，施設の監視が適時実施

できるように，資機材を確保し手順を整備す

ること山③-8 

・電気系及び計装制御系の絶縁低下に対し

て，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計

とすること山③-9 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響

に対して降下火砕物の除去や外気取入口のフ

ィルタの交換又は清掃並びに換気設備の停止

により安全機能を損なわない設計とすること

山③-4，山③-5 

その他の安全機能を有する施設については，

降下火砕物に対して機能を維持すること若し

くは降下火砕物による損傷を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理を行うこと又はそれ

らを適切に組み合わせることにより，安全機

能を損なわない設計とする。山①-2 

さらに，降下火砕物による間接的影響である

７日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通

の途絶によるアクセス制限事象に対し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全性を維持するために必

要となる電源の供給が継続できるようにする
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様式－７ 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（19 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 備考 
ことにより安全機能を損なわない設計とす

る。山③-10 
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添付－３（1/9） 

仕様表記載項目の設定 

 
 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

－ ・名称 

・種類又は主要構造 

・個数 

・系統名 

・取付箇所 

・主要材料 

・主要寸法 

・各機器に共通して記載すべき項目として対象特定

（名称、数量、設置場所等）、機器の種類又は主要

構造（事業変更許可記載事項）を記載する。 

・主要材料、主要寸法については、設備の各種評価

に用いるインプットとしての基本的な内容を必要に

応じて記載する。 

第四条 

臨界防止 

・容量 ・臨界防止機能に係る溶液の濃度、質量管理に必要

となる容器等の容量を記載する。 

・核的制限値 ・臨界安全管理表に記載している設備について、臨

界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設

備の面間最小距離、溶液中の Pu 濃度、内径等）を記

載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・臨界防止機能に係る中性子吸収材の材料、容器等

の寸法、材料を記載する。 

・駆動方式 ・臨界防止機能に係る工程停止回路の遮断弁の駆動

方式を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報作動範囲 

・臨界の検知・警報機能に係る臨界警報装置の計測

範囲等を記載する。 

第五条 

第三十二条 

地盤 

第六条 

第三十三条 

地震 

・地盤の支持力度 

・MMR の強度 

・支持地盤 

・杭の強度 

・地盤又は杭基礎に設置する建物・構築物及び屋外

設置設備について、設置圧に対する十分な支持力を

担保するための地盤の支持力度及び MMR の強度、杭

の強度を記載する。杭基礎の場合、支持地盤を記載

する。 

第八条 

外部衝撃 

・主要材料 

・主要寸法 

・飛来物防護設備(飛来物防護ネット、防護板等）の

材料及び寸法（線径等）を記載する。 

・耐火被膜 ・航空機墜落火災の影響を受ける屋外設置設備につ

いて、耐火被膜の種類と厚さを記載する。 

第十条 

閉じ込め 

・容量 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るファンの風量、

ポンプの流量、漏えい液受皿の容量、熱交換器、冷

凍機等の設計熱交換量を記載する。 
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添付－３（2/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・伝熱面積 ・閉じ込め機能に係る熱交換器、冷凍機等の伝熱面

積を記載する。 

・吐出圧力 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るポンプの吐出圧

力を記載する。 

・漏えい率 

・開口部風速 

・閉じ込め機能に係るグローブボックスの漏えい

率、フードの開口部風速を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・閉じ込め、漏えい対処機能に係る設備（漏えい液

受皿、熱交換器、給気閉止ダンパ、機械装置、保守

設備等）の材料及び寸法を記載する。 

・原動機 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るポンプ、ファン

の容量を担保するための原動機の出力等を記載す

る。 

・駆動方式 ・閉じ込め機能に係る給気閉止ダンパの駆動方式を

記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・漏えい検知機能に係る漏えい検知器の計測範囲等

を記載する。 

第十一条 

第三十五条 

火災 

・容量 ・消火機能に係る容量（消火水槽、ボンベの貯蔵容

量、ポンプの流量等）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・消火機能に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記載

する。 

・化学的制限値又は熱

的制限値 

・火災・爆発に係わる設計の制限値である化学的制

限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的制限値（発火

点、引火点等）を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・耐火機能に係る耐火壁等の材料（コンクリート壁

等）及び寸法を記載する。 

・原動機 ・消火機能に係るポンプの容量を担保するための原

動機の出力等を記載する。 

・駆動方式 ・消火機能（消火ガス放出による GB 内雰囲気維持）

に係るダンパの駆動方式を記載する。 

・爆発防止機能を担保するため、水素濃度高により

作動する遮断弁の駆動方式を記載する。 

第十二条 

溢水 

第十三条 

薬品 

・防護上の配慮が必要

な高さ（機能喪失高

さ） 

・防護上の区画番号 

・溢水及び薬品防護機能に係る防護対象設備の必要

高さ及び防護対象設備の区画番号を記載する。 
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添付－３（3/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・主要材料 

・主要寸法 

・溢水及び薬品防護機能に係る防水区画構築物

（堰、防水扉、止水板及び蓋等）の材料及び寸法を

記載する。 

第十七条 

第三十七条 

材料/構造 

・最高使用温度 

・最高使用圧力 

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重大事故

等対処設備に係る容器及び管の耐圧強度評価で使用

する機器の設計条件として最高使用圧力、最高使用

温度を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重大事故

等対処設備に係る容器及び管の強度を担保する材料

及び寸法（腐食の考慮を含む）を記載する。 

第十八条 

搬送設備 

・容量 ・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力に係るクレ

ーン等の定格荷重を記載する。 

第十九条 

貯蔵施設 

・容量 ・核燃料物質、放射性廃棄物の貯蔵・保管能力を担

保する使用済燃料輸送容器保管庫、貯蔵ホール、貯

蔵ピット等の容量(貯蔵能力)を記載する。 

・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の冷却・

浄化等）の流量、ファン（換気設備）の風量、熱交

換器、冷凍機の設計熱交換量を記載する。 

・プール水浄化機能に係るろ過装置の容量を記載す

る。 

・揚程又は吐出圧力 ・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の冷却・

浄化等）の揚程又は吐出圧力を記載する。 

・原動機 ・崩壊熱除去機能に係るポンプ、ファンの容量を担

保するための原動機の出力等を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・漏えい検知機能に係る漏えい検知器の計測範囲等

を記載する。 

第二十条 

第四十七条 

計測制御 

第二十一条 

放管 

第二十二条 

安全保護回路 

第四十九条 

監視測定 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報動作範囲 

・設定値 

・計測機能に係る検出器の種類、計測範囲、警報動

作範囲、安全上重要な施設（安全保護回路含む）の

インターロック回路の設定値を記載する。 
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添付－３（4/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

第二十三条 

第四十八条 

制御室 

・容量 ・制御室の居住性維持機能に係るファンの風量を記

載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・制御室の居住性維持に係る遮蔽材の材料及び寸法

（厚さ）を記載する。 

・効率 ・制御室の居住性維持機能に係るフィルタの捕集効

率を記載する。 

・設計上の空気流入率 ・制御室の居住性維持に係るファンの設計上の空気

流入率を記載する。 

・原動機 ・制御室の居住性維持に係るファンの容量を担保す

るための原動機の出力等を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報動作範囲 

・制御室の居住性維持機能に係る有毒ガス検知器の

計測範囲等を記載する。 

第三十条 

第五十条 

緊急時対策所 

・容量 ・緊急時対策所の居住性維持機能に係るファンの風

量、加圧ユニットの容量を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・緊急時対策所の居住性維持に係る遮蔽材の材料及

び寸法（厚さ）を記載する。 

・効率 ・緊急時対策所の居住性維持機能に係るフィルタの

捕集効率を記載する。 

・設計上の空気流入率 ・緊急時対策所の居住性維持に係るファンの設計上

の空気流入率を記載する。 

・原動機 ・緊急時対策所の居住性維持に係るファンの容量を

担保するための原動機の出力等を記載する。 

第二十四条 

廃棄施設 

・容量 ・廃棄機能(排気風量、排気筒風量、海洋放出量、ガ

ラス固化体処理能力等）に係る気体、液体、固体廃

棄物の廃棄施設のファンの風量、ポンプの流量、ろ

過装置及び容器の容量、熱交換器の設計熱交換量を

記載する。 

・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る液体の廃棄

施設の凝縮器、電気ヒータの容量（設計熱交換量）

を記載する。 

・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のボイラの容量を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・廃棄機能(海洋放出等）に係る液体の廃棄施設のポ

ンプの揚程又は吐出圧力を記載する。 
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添付－３（5/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・伝熱面積 ・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設の凝縮器、電気ヒータの伝熱面積を記載する。 

・効率 ・廃棄機能（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のフィルタについて、効率（補集効率）を記載

する。 

・原動機 ・廃棄機能に係るポンプ、ファンの容量を担保する

ための原動機の出力等を記載する。 

第二十五条 

保管廃棄施設 

・容量 ・放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る貯蔵ピット、

室の容量（貯蔵容量）を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・自然通風による崩壊熱除去に必要な風量を確保す

るために冷却空気流路の材料、寸法（シャフト高さ

等）を記載する。 

第二十七条 

遮蔽 

・主要材料 

・主要寸法 

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽を含

む）に係る遮蔽材及び遮蔽材寸法（厚さ）を記載す

る。 

第二十八条 

換気設備 

・容量 ・換気能力に係る換気施設のファンの容量（風量）

を記載する。 

・効率 ・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のフィルタについて、効率（補集効率）を記載

する。 

・原動機 ・換気機能に係るファンの容量を担保するための原

動機の出力等を記載する。 

第二十九条 

保安電源設備 

第四十六条 

電源設備 

・容量 ・電源供給能力に係る電気設備（発電機、変圧器、

遮断器、電源盤、無停電電源装置、蓄電池等）の容

量を記載する。 

・電源供給能力に係る非常用発電機に係る起動用の

空気だめの容量を記載する。 

・電源供給能力に係る非常用発電機に燃料を供給す

るための燃料ポンプの容量を記載する。 

・電源供給能力に係る容器（燃料タンク、タンクロ

ーリ、軽油貯槽等）の容量を記載する。 

・吐出圧力 ・電源供給能力に係る非常用発電機に燃料を供給す

るための燃料ポンプの吐出圧力を記載する。 

・電圧 

・電流 

・電気盤の損壊を防止するための遮断器の仕様とし

て電圧、電流、遮断電流、遮断時間を記載する。 
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添付－３（6/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・遮断電流 

・遮断時間 

・電圧 

・電流 

・相 

・周波数 

・主要寸法 

・電線路機能に係る電気設備の仕様として、電圧、

電流、相、周波数、盤の寸法を記載する。 

・原動機 

・回転速度 

・起動時間 

・出口の圧力 

・燃料 

・力率 

・電圧 

・結線法 

・冷却方法 

・非常用発電機の電源供給能力に係る仕様として、

回転速度、起動時間、過給機の出口の圧力、力率、

電圧、結線法、冷却方法、燃料(種類、消費量)等の

仕様を記載する。 

・原動機 ・電源供給機能に係るポンプの容量を担保するため

の原動機の出力等を記載する。 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・容量 ・補機駆動用燃料補給機能に係る容器（燃料タン

ク、タンクローリー、軽油貯槽等）の貯蔵容量を記

載する。 

・最高使用温度 

・最高使用圧力 

・重大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強度

評価で使用する機器の設計条件として最高使用圧

力、最高使用温度を記載する。 

※DB 条文と数値が異なる場合は併記し注記に重大事

故等対処時の条件であることを記載する。 

・原動機 ・以降の重大事故等対処条文に係る各ポンプ、ファ

ン等の容量を担保するための原動機の出力等を記載

する。 

第三十八条 

臨界事故 

・容量 ・可溶性中性子吸収材供給に係る供給量を担保する

ため中性子吸収材供給槽の貯蔵容量を記載する。 

・臨界発生時にセル内の配管の加圧状態を解消する

ための廃ガス貯留槽の貯蔵容量を記載する。 

・廃ガス貯留に係る圧縮機の容量、空気貯槽の容

量、ポンプの容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・廃ガス貯留に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記
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添付－３（7/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

載する。 

・吹出圧力、吹出量、

吹出場所 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の吹出圧力、吹出量、

吹出場所を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・臨界発生時の水素掃気に係る主配管（可搬型ホー

ス等）の寸法、材料を記載する。 

・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の寸法、材

料を記載する。 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の寸法、材料を記載す

る。 

・駆動方式 ・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の駆動方式

を記載する。 

第三十九条 

蒸発乾固 

・容量 ・水供給設備の未沸騰状態維持に係るポンプの容量

（流量）を記載する。 

・代替セル排気機能に係るファンの容量（風量）を

記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・水供給設備の未沸騰状態維持に係るポンプの揚程

又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・代替安全冷却水系に係る主配管（可搬型ホース

等）の寸法、材料を記載する。 

・効率 ・セル導出及び代替セル排気時の放射性物質の除去

機能に係るフィルタの除去効率を記載する。 

第四十条 

水素爆発 

・容量 ・水素掃気機能喪失時の圧縮空気供給機能を担保す

るための容器の貯蔵容量、圧縮機の容量を記載す

る。 

・代替セル排気機能を担保するファンの容量（風

量）を記載する。 

・効率 ・セル導出及び代替セル排気時の放射性物質の除去

機能を担保するフィルタの除去効率を記載する。 

第四十一条 

有機溶媒等に

よる火災又は

爆発 

・容量 ・火災又は爆発の発生時にセル内の配管の加圧状態

を解消するための廃ガス貯留槽の貯蔵容量を記載す

る。 

・廃ガス貯留に係る圧縮機の容量、空気貯槽の容

量、ポンプの容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・廃ガス貯留に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記

載する。 
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添付－３（8/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・吹出圧力、吹出量、

吹出場所 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の吹出圧力、吹出量、

吹出場所を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の寸法、材料を記載す

る。 

・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止するための

隔離弁の寸法、材料を記載する。 

・駆動方式 ・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止するための

隔離弁の駆動方式を記載する。 

第四十二条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却 

・容量 ・注水機能、スプレイ機能を担保するためのポンプ

の容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・注水機能、スプレイ機能を担保するためのポンプ

の揚程又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・注水機能、スプレイ機能を担保するための主配管

（可搬型ホース等）の寸法、材料を記載する。 

第四十四条 

放出抑制 

・容量 ・注水機能、放水機能を担保するためのポンプの容

量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・注水機能、放水機能を担保するためのポンプの揚

程又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・注水機能、放水機能を担保するための主配管（可

搬型ホース等）の寸法、材料を記載する。 

第四十五条 

水の供給 

・容量 ・水供給設備の貯水機能を担保するための容器の貯

水容量を記載する。 

・水供給機能を担保するためのポンプの容量を記載

する。 

・揚程又は吐出圧力 ・水供給機能を担保するためのポンプの揚程又は吐

出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・水供給設備の貯水機能を担保するための容器の寸

法、材料（ライニング材）を記載する。 

・水供給機能を担保するための主配管（可搬型ホー

ス等）の寸法、材料を記載する。 

(MOX)第三十三

条閉じ込める

機能の喪失対

処設備 

・容量 ・SA 火災の消火機能を担保するため容器(消火ガスボ

ンベ)の容量を記載する。 

・閉じ込める機能の回復作業ためのファン（可搬型

排風機）の容量(風量)を記載する。 

・主要材料 ・閉じ込める機能喪失の対処のための主配管（可搬
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添付－３（9/9） 

仕様表記載項目の設定 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・主要寸法 型ダクト等）の寸法、材料を記載する。 

・効率 ・閉じ込める機能の回復作業のためのフィルタの捕

集効率を記載する。 

第七条 津波 

第九条 不法侵入 

第十四条 安全避難

通路 

第十五条 安重施設 

第十六条 安有施設 

第二十六条 汚染防

止 

第三十一条 通信連

絡設備 

第三十四条 津波 

第四十三条 漏えい

防止 

第五十一条 通信連

絡設備 

－ ・設置、系統構成等に係る要求事項であるため、基

本設計方針において設計方針を記載する。 
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仕様表展開表 添付－４
（1／5）

1

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

－

円筒形
環状形

5 ミキサセトラ 製品抽出／洗浄機能

再）抽出器、補助抽出器、逆抽
出器、核分裂生成物洗浄器、ウ
ラン溶液TBP洗浄器、プルトニウ
ム溶液TBP洗浄器

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

4 パルスカラム 製品抽出／洗浄機能

再）抽出塔、逆抽出塔、核分裂
生成物洗浄塔、TBP洗浄塔、ウ
ラン洗浄塔、プルトニウム分配
塔

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

－2
容器
（塔型）

溶液保持機能

再）洗浄塔、スプレイ塔、吸着
塔、追出し塔、吸収塔、充填塔、
蒸発缶、濃縮缶、精留塔、蒸留
塔

再）高レベル廃液濃縮缶、廃ガス
洗浄塔、プルトニウム蒸発缶

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
浄化機能（DB)
臨界防止機能（DB）

－1
容器

（環状型・円筒型・板状型・角柱型）
溶液保持機能

再）ウラナス製造機、ウラナス洗
浄塔、酸化塔、小型ポット（気液
分離槽、流量計測ポット、ゲデオ
ン、シールポット、漏えい検知
ポット、水封安全器等）、ろ過水
貯槽、ボンベ（空気、消火剤）、よ
う素追出し槽、エンドピース酸洗
浄槽、補助油水分離槽、濃縮液
受槽、濃縮液供給槽、抽出液受
槽、抽出残液受槽、分析残液受
槽、分析残液希釈槽

MOX）低レベル廃液処理設備
（廃液貯槽等）、非常用発電機
（燃料油貯蔵タンク、燃料油サー
ビスタンク、起動用空気槽）、ボ
ンベ（消火剤）

再）ガドリニウム緊急供給槽、廃
ガス貯留槽、可搬型廃水受槽、気
液分離器、可搬型デミスタ、圧縮
空気自動供給貯槽、圧縮空気自
動供給ユニット、機器圧縮空気自
動供給ユニット、水封安全器、廃
ガスポット、緊急時対策建屋加圧
ユニット、重油タンク、軽油タンク、
ボンベ（消火剤）、タンクローリ、エ
ンドピース酸洗浄槽

MOX）緊急時対策建屋加圧ユニッ
ト、重油タンク、軽油タンク、ボン
ベ（消火剤）、タンクローリ

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
居住性維持機能（SA）
支援機能（DB/SA）

再・MOX）貯水槽

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

3
容器

（ライニング型）
溶液保持機能

再）燃料貯蔵プール、取扱いピッ
ト、ハル・エンドピース貯蔵プー
ル、切断ピット、消火用水貯槽

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

樹脂ライニング
金属ライニング

6 漏えい液受皿 漏えい液保持機能 再）漏えい液受皿 －
臨界防止機能（DB)
閉じ込め機能（DB）

鋼製
樹脂製

円筒形
箱形
キャスク

7 運搬・製品容器 保管・収納機能

再）廃棄物運搬容器、ハル・エン
ドピース運搬キャスク、メルク、
燃料収納管、保管容器、混合酸
化物貯蔵容器、ウラン酸化物貯
蔵容器、粉末缶、キャニスタ

MOX）混合酸化物貯蔵容器、粉
末缶、収納パレット、粉末容器
(J60等)、貯蔵マガジン、組立マ
ガジン

－
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有
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仕様表展開表 添付－４
（2／5）

2

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

－

8 ろ過装置 ろ過機能 －

再）ろ過装置、脱塩装置

MOX）ろ過処理装置、吸着処理
装置、分析済液処理装置

－

冷却機能（DB/SA）冷却塔／冷凍機
再）冷却塔、冷凍機、セル内クー
ラー

10

9 熱交換器 加熱／冷却機能（静的） 再）凝縮器、冷却器、熱交換器 凝縮器、予備凝縮器、熱交換器

再）一般冷却水系冷却塔（常設）

ボイラ

再）加熱器、電気ヒータ

加熱機能 再）蒸気発生器、ボイラ － 支援機能（DB）

冷却塔
冷凍機

－

冷却機能（動的）

電気ヒータ 加熱機能

加熱／冷却機能（DB/SA）

12

チューブ型
プレート型

13 ポンプ 溶液移送機能

－ 廃棄機能（DB）

－

再）可搬型ポンプ（大、中型）、冷
却水ポンプ（常設）

MOX）可搬型ポンプ（大型）、燃料
油移送ポンプ等

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

うず巻形
ターボ型

水封回転式

再）空気圧縮機
再）圧縮機（一般・安全圧空）、廃
ガス貯留設備の空気圧縮機、可
搬型空気圧縮機

火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
支援機能（DB）

14 特殊ポンプ 溶液移送機能 再）スチームジェットポンプ

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

15 圧縮機 空気供給機能

再）廃液移送ポンプ、給水処理
設備ポンプ、消火用水ポンプ、
圧力調整用ポンプ、冷却水ポン
プ
等

MOX）廃液貯槽ポンプ、燃料油
移送ポンプ等

11

ろ過機能（DB）
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仕様表展開表 添付－４
（3／5）

3

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

20

16
遠心式
ルーツ式
ターボ式

ファン 排気機能

再）送風機、排風機

MOX）グローブボックス排風機、
工程室排風機、建屋排風機、機
排ガス処理装置の補助排風機
等

再）可搬型送排風機,、緊急時対
策建屋送風機、緊急時対策建屋
排風機

MOX）可搬型排風機付フィルタユ
ニット、緊急時対策建屋送風機、
緊急時対策建屋排風機

排気機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
換気機能（DB）
廃棄機能（DB）
居住性維持機能（DB/SA）

安全弁及び逃がし弁 機器破損防止機能
再）固化セル圧力放出系（逆止
弁）

17 主要弁 流体供給／閉止機能

再）工程停止回路に係る遮断
弁、高レベル廃液濃縮缶の加熱
蒸気と冷却水の切替弁、固化セ
ル隔離ダンパ、建屋給気閉止ダ
ンパ

MOX）混合ｶﾞｽ度異常遮断弁(焼
結炉系,小規模焼結処理系、ピス
トンダンパ、延焼防止ダンパ

18

再）ガドリニウム緊急供給弁、重
大事故時供給液停止弁

安全保護機能（DB）
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB）

再）廃ガス貯留設備（逃がし弁）
閉じ込め機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）
水素爆発防止機能（SA）

安全弁
逃がし弁

グローブ弁
ゲート弁
玉形弁
ニードル弁
バタフライ弁

流路維持機能
再・MOX）配管、ダクト、海洋放
出管，減衰器

再）可搬型ホース、可搬型配管、
可搬型ダクト、主配管（常設）、セ
ル導出ユニット、主排気筒排出ユ
ニット、可搬型放水砲、スプレイ
ヘッダ、凝縮液回収系の配管、代
替可溶性中性子吸収材緊急供給
系の配管、代替可溶性中性子吸
収材供給系の配管

MOX）可搬型ホース、可搬型配
管、可搬型ダクト、主配管（常
設）、可搬型放水砲

廃棄機能(DB)
閉じ込め機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
冷却機能（DB/SA）
放出経路維持機能（DB/SA）
支援機能（DB/SA）
水供給機能(SA)

再）粒子除去（高、中、プレ）フィ
ルタ、よう素フィルタ、ルテニウム
フィルタ、ミストフィルタ、セラミッ
クフィルタ、ストレーナ、フィルタ
ユニット

MOX）高性能エアフィルタ

ダクト
ダンパ
ノズル
ホース

－浄化機能

19 主配管

フィルタ

再）セル導出ユニットフィルタ、可
搬型フィルタ

MOX）可搬型フィルタ、可搬型排
風機付フィルタユニット

浄化機能（DB/SA）
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仕様表展開表 添付－４
（4／5）

4

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

防護ネット
防護板
防護扉

23 飛来物防護設備 飛来物防護機能

再）飛来物防護板及びネット、防
護扉

※飛来物防護専用の扉のみ
※補助遮蔽設備と兼用する場合
は補助遮蔽設備側で整理

－
外部衝撃防止機能（DB）
重大事故等対処機能（SA）

基礎

21 建物・構築物 支持機能

再）建物、洞道、貯蔵ピット（冷却
空気出入口シャフト含）、貯蔵
ホール、火災区域構造物、火災
区画構造物

MOX）建物、洞道

再）建物、洞道、保管庫・貯水所、
緊急時対策建屋

MOX）建物、保管庫・貯水所、緊
急時対策建屋

遮蔽機能(DB)
閉じ込め機能(DB)
支持機能（DB/SA）
火災防護機能（DB/SA）
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
外部衝撃防止機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

間接支持

24 ラック 核燃料物質等保持機能

再）バスケット、燃料貯蔵ラック
（固定、可搬）、架台（固定、可
搬）

MOX）燃料棒貯蔵棚、一時保管
ピット、燃料集合体貯蔵チャンネ
ル、スクラップ貯蔵棚、製品ペ
レット貯蔵棚等

再）燃料貯蔵ラック、架台
臨界防止機能（DB/SA）
転倒機能（DB）

－

火災区域構造物

貯蔵ピット
貯蔵ホール

再）主排気筒

MOX）排気筒

放出経路維持機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
放管機能（SA）

落下・転倒防止機能（DB）
内部飛散物防止機能（DB）

22 排気筒

27 搬送設備

25

排気機能

再）主排気筒、北換気筒、低レベ
ル処理建屋換気筒

MOX）排気筒

－

溢水／化学薬品
防護設備

溢水防護機能
化学薬品防護機能

再）溢水区画構造物（堰、防水
扉、水密扉）、薬品区画構造物
（堰、防水扉、水密扉）

MOX）溢水区画構造物（堰）

再）止水板及び蓋
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

コンクリート堰

上記以外

26 遮蔽設備 遮蔽機能

再）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽窓、
遮蔽ハッチ、遮蔽蓋、遮蔽プラ
グ）

MOX）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽
蓋、グローボックス遮蔽、機器遮
蔽）

－ 遮蔽機能（DB）

扉
窓

ハッチ
蓋

プラグ

クレーン
台車

昇降装置
コンベア

運搬・搬送機能

再）クレーン、台車、マニプレー
タ、リフト、バスケット搬送装置、
払出し装置、コンベア

MOX）粉末調整工程搬送装置、
ペレット加工工程搬送装置、組
立クレーン、洞道搬送台車、リフ
タ等

－
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仕様表展開表 添付－４
（5／5）

5

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ○ ○ ○ ○ ○

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ○

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

－計装／放管設備 パラメータ計測機能

再）計測制御系、エリアモニタ、
ダストモニタ、臨界警報装置、排
水モニタ、モニタリングポスト、ガ
スモニタ、サーベイメータ、放射
能観測車、核種分析装置、放射
能測定装置

MOX）モニタリングポスト、排気
モニタ、臨界検知用ガスモニタ、
過加熱防止回路、排ガス処理装
置の補助排風機の回路、グロー
ブボックス排風機の回路、グ
ローブボックス温度監視装置、
混合ガス水素濃度高による混合
ガス供給停止回路

－

廃棄機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

28 機械装置

運搬・搬送機能
製品製造機能
廃棄物処理機能
検査機能

再）溶接機、脱湿装置、充てん
装置、気流輸送装置、連結フィ
ンガー、サンプリング装置、CB・
BP切断装置、排出器、充填ノズ
ル、粉砕機、供給機、脱硝皿取
扱装置、混合器、圧縮減容装
置、焼却装置、純水装置、圧縮
成型装置、熱分解装置、燃焼装
置、接続器、投入機、重量測定
装置、閉じ込め検査装置

MOX）外蓋着脱装置、予備混合
装置、一次混合装置、均一化混
合装置、造粒装置、プレス装
置、研削装置、汚染検査装置、
燃料集合体組立装置　等

－

29

－

－核物質等取扱ボックス 核燃料物質等取扱機能

再）グローブボックス、操作ボッ
クス、気送箱、サンプリングベン
チ、フード、オープンポートボック
ス

MOX）グローブボックス、フード、
オープンポートボックス

グローブボックス

電源供給機能（DB/SA）

30 変圧器 電源供給機能 再）変圧器 再）変圧器

電源供給機能（DB/SA）

－

－

電源供給機能（DB/SA）

31 受電開閉設備用遮断器 電源供給機能 再）遮断器 再）遮断器

電源供給（発電）機能
（DB/SA）

32 電源盤 電源供給機能
再）パワーセンタ、メタクラ、コン
トロールセンタ、分電盤、電源盤

再）電源盤（常用・非常用・運転予
備用）、可搬型分電盤、可搬型電
源ケーブル

電源供給機能（DB/SA）

－

－33 発電機 電源供給（発電）機能

再）同期発電機、ディーゼル機
関

MOX）非常用ガスタービン発電
機

再・MOX）可搬型発電機

電源供給機能（DB/SA）

34 無停電電源装置 電源供給機能
再）無停電電源装置、無停電交
流主分電盤

再）無停電電源装置（常用・非常
用）

計測機能（DB/SA）

－

再）可搬型計器、常設計器、空冷ユ
ニット、可搬型カメラ、可搬型情報収
集装置、可搬型情報表示装置、可搬
型酸素・窒素・二酸化炭素濃度計、
サーベイメータ、可搬型ダスト・よう素
サンプラ、主排気筒排気モニタ、モニ
タリングポスト、北換気筒排気モニタ、
可搬型ガスモニタ、可搬型線量計、放
射能測定装置（常設・可搬）、核種分
析装置（常設・可搬）、可搬型トリチウ
ム測定装置、放射能観測車、可搬型
気象観測設備、監視測定用運搬車

MOX）可搬型ダンパ出口風速計、可
搬型ダストサンプラ、アルファ・ベータ
線用サーベイメータ、ガンマ線エリア
モニタ、中性子線エリアモニタ、アル
ファ線ダストモニタ、ダストモニタ、モニ
タリングポスト、排気モニタ、放射能測
定装置、放射能観測車、可搬型線量
率計、可搬型ダストモニタ　等

35 電力貯蔵装置 電源供給機能
再）充電器盤、蓄電池

MOX）直流電源設備

再）充電器盤、蓄電池（常用・非常
用）

－

36

37 保守設備 保守機能
再）レンガ回収治具、負圧維持
治具、メルタ用シャッター

－
閉じ込め機能（DB）
保守機能（DB）
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仕様表記載例（機種区分：建物・構築物（燃料加工建屋）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

名 称 燃 料 加 工 建 屋 

設

計

条

件

耐 震 ク ラ ス B 

放 射 線 防 護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満足す

るものとする。 

航 空 機 に 対 す る 防 護 
航空機の衝突に対し，安全確保上支障がない

ように設計するものとする。 

支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力 度 
長期：○MPa 

短期：○MPa 

設

計

仕

様

主 要 構 造 鉄筋コンクリート造 

主 要 寸 法 

南北方向：○m(外壁外面寸法) 

東西方向：○m(外壁外面寸法) 

階 数：地上2階，地下3階(一部中2階) 

高 さ：地上○m 

壁 厚 等：第1.-3表に示す。 

主 要 材 料 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート用棒鋼)に

定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普通コンク

リート設計基準強度 Fc=○N/mm2

密度 ○3kg/m3以上 

添 付 図 

( 平 面 図 及 び 断 面 図 ) 第1.1-1図～第1.1-9図に示す。 

特 記 事 項 ① 管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床

及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除

染が容易で腐食し難い材料で仕上げる設計と

する。

(汚染防止に係る措置の範囲を第1.-2表に

示す。)

② 「建築基準法」の耐火建築物とする。

③ 原料受払室，粉末調整第1室等の部屋で構

成する区域の境界の構築物を安全上重要な

施設とする。(安全上重要な施設である構築

物の範囲を第1.-2表に示す。)

④ 臨界安全上必要がある場合には，中性子相

互干渉を考慮する貯蔵施設等の周囲に○cm以

上のコンクリートを配置し，核的に隔離する

設計とする。

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20原第 18号(平成 22年 5月 13日) 

注 2 本建屋が Bクラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋は Bクラスのしゃへい壁を有

していることから，Bクラスの施設に適用される地震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，Sク

ラスの設備・機器を設置するため，基準地震動 Ssで間接支持構造物としての支持機能が維持されている

ことの確認を行う。

*1：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。

*2：燃料加工建屋は、再処理施設と一部共用する。

*3：燃料加工建屋は、MOX燃料加工施設にて設備登録を行っている。

*4：公称値を示す。

*5：記載内容は，平成 22年 10月 22日付け平成 22･05･21原第 9号にて認可を受けた設工認申請書の「別添

イ．建物 1.燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用洞道 (5)工事の方法」において記載したマンメイド

ロックの強度による。

*6：記載内容は，平成 25年 2月 28日付け原管研収第 121116001号にて認可を受けた設工認申請書の添付書類

「Ⅲ-2-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書 図面リスト  第 14図(1)燃料加工建屋 断面壁断面リストから

第 14図(6)燃料加工建屋  断面壁断面リスト」及び添付書類「Ⅴ 添付-1-2-1 燃料加工建屋の航空機に対

する防護計算書 図面リスト 第 1図 燃料加工建屋 防護壁断面リストから第 4図 燃料加工建屋 防護ス

ラブ断面リスト」による。

*7：原料受払室，粉末調整第 1室等の部屋で構成する区域の境界の構築物を安全上重要な施設の工程室とす

る。(安全上重要な施設の工程室である構築物の範囲を第 1.-1表に示す。)

*8：遮蔽上必要な壁厚等については，第 1.-2表に示す。

 

変 更 前 変 更 後 

名 称 － 燃 料 加 工 建 屋*5 燃 料 加 工 建 屋*2*3

(再処理施設と共用) 

種類（主要構造）＊1 
－ 

上部構造：○○○ 

基礎：○○○ 
変更なし 

支持地盤の許容支持力度 MPa 長期：〇 短期：〇 ― 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇 

マンメイドロックの強度 MPa 〇*5 

変更なし 主

要

寸

法 

外壁外面寸法 

(南北方向) 
m ○○○*4

外壁外面寸法 

(東西方向) 
m ○○○*4

高 さ m ○○○*4 ○○○*4

階 数 － 地上2階，地下3階(一部中2階) 変更なし 

壁

厚

等
*8

東壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

西壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

南壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

北壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

床・天井 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

主 要 材 料 － 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート

用棒鋼)に定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普

通コンクリート設計基

準強度 ○N/mm2

密度 ○3kg/m3以上 

変更なし 

個 数 － １ 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基
準 

機能要求② 主な仕様 
（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 
核燃料
物質の

臨界防
止 

複数ユニットの
臨界安全 

【手段：設備】 
ｂ．複数ユニットの設定 
単一ユニット相互間は，十分な厚

さのコンクリート等の設置又は単
一ユニット相互間の距離を確保す
ることにより，核的に安全な配置 

中性子相互干渉を
考慮する貯蔵施設
等の周囲に○cm

以上のコンクリー
トを配置

第六条
地震に
よる損

傷の防
止 

安全機能を有す
る施設の耐震設
計 

【手段：評価】 
(１)耐震重要度に応じた地震力に
十分耐えることができる設計

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

基準地震動に対
する耐震重要施

設の耐震設計 

【手段：評価】 
(２)基準地震動による地震力に対

してその安全機能が損なわれるお
それがない設計 

第八条 
外部か
らの衝

撃によ
る損傷
の防止 

竜巻防護に関す
る設計 

【手段：設備】 
・設計荷重（竜巻）に対して機械
的強度を有する設計

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

火山防護に関す
る設計 

【手段：設備】 
・設計荷重（火山）に対して安全
余裕を有する設計

航空機防護の方
法について 

【手段：設備】 
建物の外壁及び屋根により建物全

体を適切に保護 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

外部からの衝撃
による損傷の防

止(その他) 

【手段：設備】 
機械的強度を有する設計 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

第二十

二条 
遮蔽 

直接線、スカイ

シャイン線に対
する設計方針

【手段：設備】 

遮蔽体の設置 

主要寸法(壁厚さ) 

材料 

基準線量率に対

する設計方針 

【手段：設備】 

遮蔽体の設置 

主要寸法(壁厚さ) 

材料 

第三十
条 
重大事

故等対
処設備 

地震を要因とす
る重大事故等に
対する施設の耐

震設計の基本方
針 

【手段：設備】 
基準地震動を 1.2倍した地震力に
対して，必要な機能が損なわれな

い設計 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

 

 

 

（注）加工施設においては、事業許可との整合性及び様式-6,7 を踏ま

え、既認可の仕様表に追加が必要な情報を仕様表に追加する。 

発電炉を参考に、強度に対する仕様として仕様表には耐震壁、航

空機防護上の壁・スラブ、工程室の S クラスの壁・床の最小壁厚と

最大壁厚を記載する。 

遮蔽要求のある壁厚等については第 1.-2表として、しゃへい扉、

しゃへい蓋と併せて、遮蔽上の設計確認値と公称値を記載する。 

主要設備リストで

展開。 
基本設計方針で

展開。 

閉じ込めの基本設

計方針で展開。 

臨界の基本設計方針及び複数

ユニット評価を踏まえて単一ユ

ニットの仕様表にて展開。

耐震の基本設計方針、添付書

類（重要度分類）で展開。 

添付－５ 

（1／4） 
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既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

第 1.-2表 燃料加工建屋と貯蔵容器搬送用洞道の汚染防止に係る措置の範囲， 

安全上重要な施設である構築物の範囲及びしゃへい設計の基準となる線量率 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染防止

に 
係る措置 

安全上重
要な施設
である構
築物 

しゃへい
設計の基
準となる
線量率 

(μSv/h) 

地

下

3

階 

101 原料受払室前室 ○ ○ ○ 

102 原料受払室 ○ ○ ○ 

103 貯蔵容器一時保管室 ○ － ○ 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ － ○ 

105 北第1制御盤室 ○ － ○ 

106 北エレベータ ○ － ○ 

… … … … … … 
第 1.-3 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

添付図 主要寸法(m) 材料 

第1.1-1図 

<1> ○○ ○○ 

<2> ○○ ○○ 

<3> ○○ ○○ 

<4> ○○ ○○ 

<5> ○○ ○○ 

<6> ○○ ○○ 

<7> ○○ ○○ 

<8> ○○ ○○ 

… … … 

 
名 称 し ゃ へ い 蓋<H1> 

設
計
条

件 

耐 震 ク ラ ス ― 
放 射 線 防 護 

(しゃへい) 
しゃへい設計の基準となる線量率を満足するも

のとする。 

設

計

仕

様 

個 数 〇 
構 造 の 種 類 本体：○○ 
主 要 寸 法 厚さ：第1.-6表に示す。 

主 要 材 料 
○○○○○○ 

密度 〇kg/m3以上 

添 付 図 
(平面図及び断面図) 

第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 
しゃへい蓋番号は，<H1> 

特 記 事 項 － 
注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20原第 18号(平成 22年 5月 13日)  

注 2 しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護のためステンレス鋼により

被覆する。 

第1.-6表 燃料加工建屋のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料 

添付図 
しゃへい厚

(mm) 
材料 

隣接部屋番号 

線源室 線源室外 

第1.1-13図 <H1> ○○ ○○ 
103 

(貯蔵容器一時保管室) 

202 

(貯蔵容器受入第1室) 
 

第 1.-1表 燃料加工建屋の安全上重要な施設である構築物の範囲 

階
数 

変更前 変更後 

部
屋 
番
号 

部屋名称 
汚染防止
に係る措

置 

安全上
重要な
施設で
ある構
築物 

部屋 
番号 

部屋 
名称 

汚染防
止に係
る措置 

安全上
重要な
施設で
ある構
築物 

地

下

3

階 

101 原料受払室前室 ○ ○ 

変更なし 

102 原料受払室 ○ ○ 

103 貯蔵容器一時保管室 ○ － 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ － 

105 北第1制御盤室 ○ － 

106 北エレベータ ○ － 

… … … … … 
 
 
 
 

第 1.-2 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

 変更前 変更後 

添付書類 主要寸法(m) 材料 主要寸法(m) *1 材料 

第〇図*3 

<1> ○○(○○*1) ○○ 

(密度〇kg/m3以上) 

変更なし 

<2> ○○(○○*1) 

<3> ○○(○○*1) 

<4> ○○(○○*1) 

<5> ○○(○○*1) 

<6> ○○(○○*1) 

<7> ○○(○○*1) 

<8> ○○(○○*1) 

… … … … … 

<H1*2> ○○(○○) 
○○ 

(密度〇kg/m3以上) 
変更なし 

  

*1：公称値を示す。 

*2：しゃへい蓋<H1>を〇基設置する。また，しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンク

リート保護のためステンレス鋼により被覆する。 

*3：添付書類Ⅴ Ⅴ-2-2-1 燃料加工建屋の平面図及び断面図の図面番号に対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 1.-2 表は、壁厚さは遮蔽上期待する壁厚さを記載する。 
また、しゃへい扉＜D(番号)＞、しゃへい蓋＜H(番号)＞も
示す。 

遮蔽の添付書類で展開 

平面図、構造図 

で展開 

基本設計方針で

展開。 
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既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

対応する既認可の仕様表は該当なし 

変更前 変更後 

名称 

種

類 

主要

寸法 

(mm) 

材

料 

名称 

種類 

主要 

寸法 

(mm) 

材料 

火災

区域

名称 

区分 番号 
火災区

域名称 
区分 番号 

－ 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 
 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基
準 

機能要求② 主な仕様 
（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十一

条 
火災等
による

損傷の
防止 

安全機能を有す

る施設への可能
な限り不燃性又
は難燃性の材料

を使用、必要に
応じて防火壁の
設置及びその他

の防護措置 

【手段：設備】 

３時間以上の耐火能力を有する耐
火壁の設置 

3時間耐火に設計

上必要な〇mm以
上の壁厚を有する
コンクリート壁の

設置 
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仕様表記載例（機種：冷却塔／冷凍機（安全冷却水 B冷却塔）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

 

 

 

 

 

名称 
－ 

安全冷却水 B冷却塔 

（機器番号） 

種類 － 〇〇 

設
計
条
件 

機器の種類 － 〇〇 

耐震クラス － 〇〇 

航空機に対する防護 
－ 

航空機の衝突に対し，～

～分離配置する。 

流体の種類 － 〇〇 

冷
却
塔 

容量（設計熱交換量） MW/個 〇〇 

最高使用圧力 MPa 〇〇 

最高使用温度 ℃ 〇〇 

伝熱面積（フィン外表面） m２/個 〇〇 

仕
様 

主要寸法 

全長 mm 〇〇 

全幅 mm 〇〇 

全高 mm 〇〇 

主要材料 
伝熱管（内管） － 〇〇 

ヘッダー － 〇〇 

個数 － 〇〇 

特記事項 

 

本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。 

 

 
 

  変更前 変更後 

名称 － 

安全冷却水B冷

却塔（機器番

号） 

 

種類 － 
基礎：〇〇 

冷却塔：〇〇 
 

支持地盤の許容支持力度 
MPa 

長期：〇 

短期：〇 
― 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇 

マンメイドロックの強度 N/mm2 〇  

設

計

条

件 

機器の種類    

流体の種類 － 〇〇  

冷
却
塔 

容量 
設計熱交換量 MW／個 〇〇*1  

設計冷却空気流量 kg／h ○○*1  

最高使用圧力 MPa 〇〇  

最高使用温度 ℃ 〇〇  

伝熱面積（伝熱管及びフィン

外表面）*2 
m2／個 〇〇*1 

 

仕 

様 

主要 

寸法 

全長 ㎜ 〇〇*1  

全幅 ㎜ 〇〇*1  

全高 ㎜ 〇〇*1  

主要 

材料 

伝熱管（内管） － 〇〇  

フィン － 〇〇*3  

ヘッダー － 〇〇  

耐火 

被膜 

種類  － 耐火塗料*4 

厚さ mm  ○以上 

原動機 
種類 － 〇〇  

出力 kW/個 〇〇  

ファン台数 台 〇〇  

個数 － 〇〇  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 〇〇*3  

設置床 － 〇〇*3  

溢水防護上の区画番号 － －  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ －  

化学薬品防護上の区画番号 － －  

化学薬品防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ －  

 
 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 
地震によ
る損傷の
防止 

耐震評価 【手段：評価】 
・施設の安全機能が喪
失した場合の影響の相
対的な程度に応じた地
震力に十分耐えること
ができる設計 

耐震評価における設備外
形 
主要寸法 
全長：○○mm 
全幅：○○mm 
全高：○○mm 

第八条 
外部から
の衝撃に
よる破損
防止（航
空機落
下） 

航空機墜落
火災発生時
の機能喪失
防止 

【手段：評価】 
・航空機墜落火災発生
時においても機能喪失
しないために耐火塗料
を塗布。 

航空機墜落火災に対する
防護 
 耐火塗料：○○mm 

第十二条 
溢水防護 

没水に対す
る機器の健
全性の確保 

【手段：評価】 
・没水の影響により、防
護すべき設備が機能を
喪失しないための設計 

溢水に対する考慮 
取付箇所（系統名（ライン
名）、設置床、溢水防護上
の区画番号、溢水防護上
の配慮が必要な高さ） 

第十三条 
化学薬品
防護 

没液に対す
る機器の健
全性の確保 

【手段：評価】 
・没液の影響により、防
護すべき設備が機能を
喪失しないための設計 

化学薬品漏えいに対する
考慮 
取付箇所（系統名（ライン
名）、設置床、化学薬品防
護上の区画番号、化学薬
品防護上の配慮が必要な
高さ） 

第十七条 
材料及び
構造 

設計条件に
おける座屈 

【手段：設備】 
・設計上定める条件に
おいて、座屈が生じな
い設計 

使用条件に対する材料強
度確保（耐圧強度（耐食
性含む）） 
主要材料： 
伝熱管（内菅）：○○ 
フィン：○○ 
ヘッダー：○○ 

適切な耐圧
試験又は漏
えい試験 

【手段：試験】 
・適切な耐圧試験又は
漏えい試験を行ったと
き、これに耐え、か
つ、著しい漏えいがな
い設計 

使用条件に対する設計 
最高使用圧力：○○MPa 
最高使用温度：○○℃ 
 

第十九条 
使用済燃
料貯蔵 

使用済燃料
の崩壊熱除
去機能 

【手段：設備】 
・1系列運転でも燃料
貯蔵プール水温を 65℃
以下に保ち、2系列運
転の場合は燃料貯蔵プ
ールの水温を 50℃以下
に維持する設計 

安全冷却水系冷却塔の冷
却能力 
容量（設計熱交換量）：
○MW／個 
容量（設計熱交換風
量）：○m3／s 
伝熱面積：○m２／個 
原動機：〇〇 
ファン台数：〇〇 

 

  
当該機器分類については、上記により溢水防護/化学薬

品防護に係る要求事項が追加となることから、仕様表

記載項目に追加 

添付５ 
（2／4） 

主要設備リストで

展開。 分離配置は配置

図で示す。 

基本設計方針で展開。 

注記記載から仕様表

記載項目に見直し。 
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（つづき） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

 

 

注記：１）：単位は（kcal/h/個） 
   ２）：単位は（kg/cm2） 

３）：安全冷却水 A冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。 
   安全冷却水 B冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付ける。 
４）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要寸法は，以下とする。 
    南北方向：○m（外壁外面寸法） 
    東西方向：○m（外壁外面寸法） 
    厚  さ：○m 
５）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 
    鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に定める SD345 
    コンクリート：JASS5の規定による普通コンクリート 
           設計基準強度 ○N/㎜ 2（○kgf/cm2） 
    マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度 ○N/㎜ 2（○

kgf/cm2） 
６）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の許容

支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小値とし，長
期：○MPa（○kgf/cm2），短期：○MPa（○kgf/cm2）とする。 

７）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，基
準地震動 S1 及び S2 で間接支持構造物としての支持機能が維持されて
いることの確認を行う。 

 
 

注記：*1 公称値を示す。 

    *2 記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表面）」と

記載。 

   *3 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

   *4 航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火塗装

を施す。 

 

 
 

 

主要設備リスト

で展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 

基礎については、

構造図で示す。 

支持地盤の許容支持力度及びマンメイドロックの

設計基準強度については、仕様表に記載。 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物（飛来物防護ネット）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

 

 

（新規設備のため、該当する仕様表なし） 
 

 

 

 

 

注記：*1 飛来物防護ネットは杭基礎を介して鷹架層に支持する。 

*2 公称値を示す。 

*3 航空機墜落による火災により熱影響がある指示架構の柱等に耐火塗装

を施す。    

 変更前 変更後 

名称 －  
○○の飛来物防護ネ

ット 

種類 －  
防護ネット：○○ 

基礎：杭基礎 *1 

支持地盤 －  鷹架層 *1 

杭の強度 N/mm2  〇〇 

主
要
寸
法 

防護 

ネット 

線径 mm  ○○*2 

網目 mm  ○○*2 

防護板 厚さ mm  ○○*2 

支持 

架構 

たて mm  ○○*2 

横 mm  ○○*2 

高さ mm  ○○*2 

主
要
材
料 

ネット －  ○○ 

防護板 －  ○○ 

支持架構 －  ○○ 

耐
火
被
膜 

種類 －  耐火塗料 *3 

厚さ mm  ○以上 

基数 式  ○式 

 
 

【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 
様式-6 様式-7 

第六条 
地震による損傷
の防止 

耐震評価 【手段：評価】 
・施設の安全機
能が喪失した場
合の影響の相対
的な程度に応じ
た地震力に十分
耐えることがで
きる設計 

耐震評価における設備外
形 
主要寸法： 

たて ○○ 

横  ○○ 

高さ ○○ 

第八条 
外部からの衝撃
による損傷の防
止（竜巻） 

設計飛来物
の貫通を防
止する設計 

【手段：評価】 
・飛来物防護ネ
ットは、設計飛
来物の通過を防
止する設計とす
る。 

設計飛来物の通過防止 
主要寸法： 
ネットの線径 ○○ 
    網目 ○○ 

主要材料：○○ 

【手段：設備】 
・竜巻防護対策
設備は飛来物防
護板及び飛来物
防護ネットで構
成する。 

竜巻防護設備の構成 
主要材料； 
 飛来物防護板 ○○ 
 飛来物防護ネット 
  ネット  ○○ 
  支持架構 ○○ 

【手段：評価】 
・飛来物防護板
は、設計飛来物
の衝突に際し、
飛来物防護板の
貫通を防止する
設計とする。 

設計飛来物の貫通防止 
主要寸法： 
防護板：厚さ ○○ 
主要材料：○○ 

第八条 
外部からの衝撃
による破損防止
（航空機落下） 

航空機墜落
火災発生時
の機能喪失
防止 

【手段：評価】 
・航空機墜落火
災発生時におい
ても機能喪失し
ないために耐火
塗料を塗布。 

航空機墜落火災に対する
防護 
 耐火塗料：○○mm 
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仕様表記載例（機種：主配管（配管）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

注記 1）：単位は（kg／cm２） 

  2）：本設備は，Bクラスであるが，Aクラスの可溶性中性子吸収材緊急供給

系の支援機能を持つため，構造強度上基準地震動 S1による確認を行

う。 

  3）：本配管上の弁により耐震クラスが区分され，弁以降は Cクラスである。 

  4）：配管には保温材を使用し，それ以外の配管には保温材は使用していな

い。 
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【様式-6,7の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第八条 
外部から
の衝撃に
よる破損
防止（凍
結） 

凍結防止対
策 

【手段：設備】 
・凍結のおそれのある
ものに対して保温等の
凍結防止対策を行う設
計。 

凍結防止対策 
 保温材の設置 

第十五条 
材料及び
構造 

設計条件に
おける座屈 

【手段：設備】 
・設計上定める条件に
おいて、座屈が生じな
い設計 

使用条件に対する材料強
度確保（耐圧強度（耐食
性含む）） 
外径：○○mm 
厚さ：○○mm 
主要材料：○○ 

適切な耐圧
試験又は漏
えい試験 

【手段：試験】 
・適切な耐圧試験又は
漏えい試験を行ったと
き、これに耐え、か
つ、著しい漏えいがな
い設計 

使用条件に対する設計 
最高使用圧力：○○MPa 
最高使用温度：○○℃ 
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主要設備リスト

で示す。 配管の通過部屋は

系統図で示す。 

旧単位系記載の

ため、SI 単位系表

記に統一すること

に伴い適正化。 

 

主要設備リストで示す。 
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

d. 火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，
事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計と
する。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及
び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉
じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに
より，その安全機能を損なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と
兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
対象選定

2
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

3
(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。 基本方針 基本方針 基本条件

4

(b) 降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適切な措置を講ずることで安全機能を損
なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

基本方針 基本方針 基本方針

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の施設に通常時に作用している荷
重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定す
る。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討によ
り，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

基本方針 基本方針 基本方針

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，当該施設に
要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重(火山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整備することを保安規定に定めること
から，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

9

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように，降下
火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。

評価要求
緊急時対策建屋
第1保管庫・貯水槽
第2保管庫・貯水槽

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

10

屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損なわないよう，降下火砕物を除去
することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

11 なお，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針

12
(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする。 基本方針 基本方針

13
ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋

14
降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空
調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内
部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

15
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機は，燃料加工建屋の外気取入
口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造とする。 設置要求 燃料加工建屋

16
降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電機の給気系統には，プレフィルタ
及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置することにより，安全機能を損なわない設計とする。 評価要求

非常用所内電源設備の非常用発電
機

17
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の交換又は清掃並びに換気設備の
停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

18

建屋内の重大事故等対処設備については，設置する建屋等に対し降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，機能を損なわない設計
とする。

設置要求
評価要求

建屋に収納される重大事故等対処
設備

設計方針（評価方針）
評価

19
重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り入れる設備は，設備の建屋内への事前配備の手順を整備することを保安規定
に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

20
(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。

基本方針 基本方針

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とする。

設置要求 燃料加工建屋

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空
調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内
部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 評価要求

気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

23
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機は，燃料加工建屋の外気取入
口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とする。 設置要求

非常用所内電源設備の非常用発電
機

24
降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電機の給気系統には，プレフィルタ
及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置することにより，安全機能を損なわない設計とする。 評価要求

非常用所内電源設備の非常用発電
機

25
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の交換又は清掃並びに換気設備の
停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求

施設共通　基本設計方針（非常用
発電機）

設計方針

26
(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設計とする。 基本方針 基本方針

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁塗装及び屋上防水を実施すること
により降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並
びに日常的な保守及び修理の手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋

30

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空
調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内
部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

31

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機の給気系のうちフィルタまで
の範囲は防食処理等の腐食防止対策として，腐食し難い金属を用いること又は塗装することにより腐食を防止する設計とする。

評価要求
非常用所内電源設備の非常用発電
機

32

(ホ)中央監視室等の大気汚染
敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，MOX燃料加工施設を安定な状態に
移行する措置を講ずるとともに，施設の監視が適時実施できるように，資機材を確保し手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

33

(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。

基本方針 基本方針

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋

35

また，降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設である焼結設備，火災防護設備及び小規模試験設備のうち空気
を取り込む機構を有する制御盤，監視盤及び非常用所内電源設備のうち空気を取り込む機構を有する電気盤については，気体廃棄物
の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレ
フィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
気体廃棄物の換気設備の給気設備
非管理区域換気空調設備の給気系

36

ロ. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，MOX燃料加工
施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう，非常用所内電源設備は非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料
油貯蔵タンク，燃料油サービスタンクA及びBを設置する設計とする。

評価要求
非常用所内電源設備の非常用発電
機

37

MOX燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見される場合には，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，
火災による閉じ込め機能の不全を防止するために必要な安全上重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備するこ
とを保安規定に定める。
なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧する手順を整備することを保安規定に
定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針

設計方針

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

添付－６（１）外部衝撃　火山　基本設計方針
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

1

d. 火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に影響
を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火
砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上その
機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築
物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう
機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しく
は降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期
間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計
とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を
損なわない設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
対象選定

〇

2

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保安規
定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

基本方針 〇

3

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定す
る。 基本方針 基本方針 基本条件 〇

4

(b) 降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適切な措
置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，安全
機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の
施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組
み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が
与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ
る燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重(火山)に
対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

〇

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整備す
ることを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 〇

9

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により
機能を損なわないように，降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に
設置する設計とする。

評価要求

緊急時対策建屋
第1保管庫・貯
水槽
第2保管庫・貯
水槽

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

－
緊急時対策建屋
第1保管庫・貯水槽
第2保管庫・貯水槽

10

屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損な
わないよう，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために
必要な機能が損なわない設計とする。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

－
【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物の除去

11

なお，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安
規定に定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針

－ 施設共通　基本設計方針

12

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計と
する。

基本方針 基本方針 〇

13

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ
る燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

14

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の
給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィ
ルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止するこ
とにより，安全機能を損なわない設計とする。 評価要求

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

15

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

16

降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電機
の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

17
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の
交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規
定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

18

建屋内の重大事故等対処設備については，設置する建屋等に対し降下火砕物が侵入し難い構造とする
ことで，機能を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

建屋に収納され
る重大事故等対
処設備

設計方針（評価方針）
評価

－
工程室排気設備、グローブボックス排気
設備等

19

重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り入れる設備は，設備の建屋内への事前配備の
手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

設計方針

設計方針（評価方針）
評価

②第1回申請対象抽出
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

20

(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。

基本方針 基本方針 〇

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ
る燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い
設計とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の
給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィ
ルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止するこ
とにより，安全機能を損なわない設計とする。 評価要求

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

23

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨
耗し難い設計とする。

設置要求
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

24

降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電機
の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。 評価要求

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

25

なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の
交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規
定に定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針（非常
用発電機）

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

26

(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しな
い設計とする。

基本方針 基本方針 〇

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁塗
装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋 〇

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，
必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理の手順を整備することを保安規定に定め
る。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 〇

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ
る燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

30

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の
給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィ
ルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止するこ
とにより，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

31

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機の給気系のうちフィルタまでの範囲は防食処理等の腐食防止対策として，腐食し難い金属を用いる
こと又は塗装することにより腐食を防止する設計とする。 評価要求

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

32

(ホ)中央監視室等の大気汚染
敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，
MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずるとともに，施設の監視が適時実施できるよう
に，資機材を確保し手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

33

(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。

基本方針 基本方針 〇

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋であ
る燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 設置要求 燃料加工建屋 〇

35

また，降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設である焼結設備，火災防護設備
及び小規模試験設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤，監視盤及び非常用所内電源設備のう
ち空気を取り込む機構を有する電気盤については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域
換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィル
タ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

気体廃棄物の換
気設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備の給気
系

－
気体廃棄物の換気設備の給気設備
非管理区域換気空調設備の給気系

36

ロ. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセ
ス制限事象に対し，MOX燃料加工施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できる
よう，非常用所内電源設備は非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料油貯蔵タンク，燃料油サービスタン
クA及びBを設置する設計とする。

評価要求
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

37

MOX燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見される場合には，全工程停止及びグローブボックス排
風機以外の送排風機を停止し，火災による閉じ込め機能の不全を防止するために必要な安全上重要な
施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備することを保安規定に定める。
なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧する手
順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

－ 施設共通　基本設計方針

設計方針

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価
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項目番号 基本設計方針 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1

d. 火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼし
得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場
合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上その機能を期
待する構築物及び設備・機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物及び設備・機器
を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等
により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火
砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行う
こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。

基本方針
対象選定

基本方針 Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針

【降下火砕物により防護する施設に対する設計の基本方針】
・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等に
より安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護対象施設及び重大事故等対象設備とする。
・降下火砕物の設計条件については，事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)として設定する。
・降下火砕物防護対象施設に係る降下火砕物の影響について評価を行う施設(設計対処施設及び重大事故等対象設備に係る降下火砕物の影響を考慮す
る施設において，考慮する直接的影響因子が異なることから，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設に関連する影響因子の組合せを設定
する。
・構造物への荷重に対する設計方針、構造物への粒子の衝突に対する設計方針、閉塞に対する設計方針、磨耗に対する設計方針、腐食に対する設計方
針等を示す。
・構造物への荷重に対する設計方針として、荷重の組合せ及び許容限界の考え方を示す。

2

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保安規定に定め
る。

基本方針

3

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。

基本条件

4

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする。
ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

基本方針

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，安全機能を損
なわない設計とする。 基本方針

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の施設に通
常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重
(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が与える影
響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

基本方針

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重(火山)に対して安全余裕を
有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とする。

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整備することを
保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。

設計方針

12

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする。

13

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

15

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機は，外
気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い構造とする。

20

(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。

評価（強度計算） Ⅳ-3-2 火山への配慮が必要な施設の強度計算書 ・強度評価方法等に基づく強度計算

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とする。

26

(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設計と
する。

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁塗装及び屋
上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応
じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理の手順を整備することを保安規定に定める。

設計方針

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 設計方針（評価方針）

評価

33

(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。

設計方針（評価方針）
評価

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 設計方針（評価方針）

評価

【構造強度の評価条件】
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する設計とする。
【荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重を考慮し、これを組みあせた荷重とする。
・構造健全性を維持することを性能目標として、屋根に対して終局耐力に対して妥当な安全裕度を有する許容限界を設定、耐震壁に対して、最大せん
断ひずみ2.0×10-3を許容限界とする。

【強度評価方法】
・降下火砕物等堆積による鉛直荷重を短期荷重とする。
・評価部位の設定等の設定

対象選定 Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対象施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

【設計対処施設等の選定】
・屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は、収納する建屋を設計対処施設とする。
・降下火砕物を含む流路となる降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とする。
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とする。
・建屋内の降下火砕物防護対象施設への影響を防止するため，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備を設計対処施設とする。

設計方針（評価方針）
評価

Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図

【設計方針（評価方針）】
・降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，適切な措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
・上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備に
より必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない
設計とする。
・構造物への荷重、構造物への粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食等に対する要求機能、性能目標を設定する。

【構造設計】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は、外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入しがたい構造とする。
※火災降下物に対して機能を損なわない設計とすることの具体として基本設計方針では「外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入し難い構
造とする」としており、これに対する詳細設計として示すべき事項は、外気取入口全てに防雪フードを設置すること、防雪フードの構造により降下火
砕物が侵入し難い構造となっていることの説明が必要
・燃料加工建屋の断面図等でフード構造を示す。

・降下火砕物防護対象施設を収納する燃料加工建屋は、想定する降下火砕物による腐食に対し、外壁塗装及び屋上防水を実施することで、降下火砕物
による化学的腐食により短期的な影響を受けることはない。
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は、外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入しがたい構造とする。
※外壁塗装や屋上防水を実施することで降下火砕物が接触することを防止することが達成すべき目的であることを示す必要あり。さらに、短期的な影
響に加え、長期的な保全も含めた管理の方法について示す必要あり。
※防雪フードの設置については、閉塞と同じ展開が必要。

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

評価条件
評価方法
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1
5. 火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

2

7. その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護
対策を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針

3 火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災影響軽減設備を設置する。 設置要求
火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災
影響軽減設備

基本方針

4
火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待する安全
上重要な施設の構築物，系統及び機器(以下「安重機能を有する機器等」という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系統及び機器のうち，安
重機能を有する機器等を除いたもの(以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。)とする。

基本方針 基本方針 基本方針

5
火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮し
て火災区域を設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

6

7

8 屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

9 火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

10

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」(以下「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃料加工施設の特
徴を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。具体的な対策については「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準(以下「火災防護審査基準」とい
う。)」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」以下「内部火災影響評価ガイド」という。)を参考としてＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は固体の核燃料
物質であり，運転時に異常な過渡変化を生じる工程もないこと等)を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とし，火災時においてもグローブボックス内を負圧に維持し，排気経路以
外からの放射性物質の放出を防止するための以下の設備について火災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。

設置要求
機能要求①

11
(1) グローブボックス排風機
(2) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備

基本方針

12
なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設
備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

13

14

15
その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定
める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

16
敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要
な手順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，
異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設定は不要とするが，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講
ずる設計とする。（冒頭宣言）

基本方針 基本方針 基本方針

18
水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加工建屋に受け入れる水素・アルゴン混合ガス中の水素最高濃度(9.0vol％)を設定する。
DB火⑦a1

基本方針 基本方針 基本方針

19 焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度が9.0vol％を超えないよう，以下の対策を講ずる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

20 a. エネルギー管理建屋に設置する水素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃料加工建屋への供給系統とを物理的に分離する。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

21 b. 燃料加工建屋で使用する水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を9.0vol％以下に調整し，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填する。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

22
c. エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度を確認した上で，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を
燃料加工建屋への供給系統に接続する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

23 さらに，燃料加工建屋への供給系統の接続口は，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設計とする。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

24
d. 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し，万一，水素濃度が9.0vol％を超える場合には，水素・アルゴン混合ガス濃度異
常遮断弁により焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

25
また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉内への空気混入を防止するため，熱的制限値を設定し，温度制御機器により焼結時の温度を制御するとともに，炉内温度が熱的制限値を
超えないよう過加熱防止回路により炉内の加熱を自動で停止する設計とする。

機能要求② 過加熱防止回路 設計方針（発生防止）

26 安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス内を窒素雰囲気とすることで，火災及び爆発の発生を防止する設計とする。 機能要求① 窒素循環設備，窒素雰囲気GB 設計方針（発生防止）

27

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ
燃料加工施設で取り扱う物質として，「水素」及び上記に含まれない「分析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針

28
潤滑油，燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏えい防止対策を講ずる設計とするとともに，オイルパン又は堰を設置し，漏
えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。

機能要求①
設置要求

潤滑油，燃料油を内包する設備（火災区域・火災区
画に設置するものに限る）

設計方針（発生防止）

29
油内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の
考慮を行う設計とする

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

30 油内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

31 火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設計とする。 運用要求
発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器（例：燃
料油貯蔵タンク）

設計方針（発生防止）

32 水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止する設計とする。
機能要求①
設置要求

水素を内包する設備
例：水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規
模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

33
可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による
配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

34 可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

35
このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計するとともに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行
う。

機能要求①
運用要求

工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備
施設共通（可燃物の持ち込み管理）

設計方針（発生防止）

36

37

38 通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とする。 設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

39
ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する場合は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」(SBA G 0603-2012)に適合するよう，当該蓄
電池自体は厚さ1.6mm以上の鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するため筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆発を防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納
する蓄電池を有する設備

設計方針（発生防止）

40 蓄電池室の換気設備は，機械換気により水素ガスの排気に必要な換気量以上(水素濃度2vol％以下)となるよう設計するとともに， 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

41 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央監視室の監視制御盤に警報を発する設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

42
常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，万一，蓄電池による火災が発生した場合でも常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影響を及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
常用系の蓄電池を有する設備，非常用系の蓄電池を
有する設備

設計方針（発生防止）

43
焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガス処理装置を介して，グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機による機械換気を行う設計とすることで，万一の工程室内へ
の漏えいに対しても，ガスが滞留しない設計とする。

機能要求① 排ガス処理装置，グローブボックス排気設備 設計方針（発生防止）

44
発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機器を設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造と
する設計とする。

機能要求①
環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機器を
設置する室の電気接点を有する機器を有する設備

設計方針（発生防止）

45 また，水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち，漏電により着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 機能要求①
水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規模焼
結処理装置

設計方針（発生防止）

46
火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所に
おいて，換気，通風又は拡散の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

施設共通
工程室排気設備，建屋排気設備（「建屋の送風機
…」以降のみ）

設計方針（発生防止）

47
燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉末が発生しないよう，燃料棒(被覆管端栓部)は押切機構の切断機(パイプカッタ）を用いて切断し，
ペレットを抜き取った後の燃料棒(被覆管部)は押切機構の切断機(鉄筋カッタ)を用いて切断を行う設計とする。

機能要求① 燃料棒解体設備 設計方針（発生防止）

48
火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源となることがないよう装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶
接，押切機構の切断機(パイプカッタ)の使用及び周辺に可燃性物質を保管しないこととする。

運用要求
機能要求①

燃料棒解体設備，溶接設備 設計方針（発生防止）

49
また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃性物質との接触及び運転中は温度の監視を行うとともに温度制御機器により温度
制御を行うことにより可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，スタック乾燥装
置，分析設備

設計方針（発生防止）

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1以下で中央監視室に警報を発する設計とする。
設置要求

機能要求①
水素漏えい検知器

グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並び火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災
防護対策を行うために必要な手順等について保安規定に定める。
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 基本方針

設計方針（系統分離）

基本方針

設計方針（発生防止）

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)
として，3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域
と分離するとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，
耐火シール，防火扉，防火ダンパ等）

設計方針（火災区域の設定）
設計方針（影響軽減）

添付－６（２）①火災　基本設計方針

58



項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

50
焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける設計とし，当該ポンプの故障を検視した場合には，予備機が起動する設計とするとともに，冷却水流量が低下した場合においても，冷却
水流量低による加熱停止回路により，ヒータ電源を自動で遮断し加熱を停止する設計とする。

機能要求①
冷却水設備
焼結設備，小規模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

51 なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

52
水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給し，高温状態でグリーンペレットを焼結することから，これらの系統及び機器を設置する工程室に
水素ガス漏えい検知器を設置し，中央監視室及び制御第1室並びに制御第4室(以下「中央監視室等」という。)に警報を発する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

53 焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する機器の接続部は，溶接構造又はフランジ構造により空気が混入することを防止する設計とする。 機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，水素・アルゴン混
合ガス設備

設計方針（発生防止）

54 また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に空気が焼結炉等内に混入することを防止する設計とする。
設置要求

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

55

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，
中央監視室及び制御第1室に警報を発する設計とする。
また，焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで
掃気するとともに，中央監視室等に警報を発する設計とする。

機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

56
過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離すること
により，故障の影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

57 電気室は，電源供給のみに使用することを保安規定に定め，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

58
(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建屋 設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

59
火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と
同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する設計もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の機器等に
おいて火災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

60
火災防護上重要な機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，
金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。

機能要求②

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

61 核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 機能要求②
グローブボックス及びグローブボックスと同等の閉
じ込め機能を有する設備

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

62
ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計と
する。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

63
また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃
性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

64 焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成する部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

65 火災防護上重要な機器等に対する保温材は，平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。 機能要求①
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）の保温材

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

66
建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有す
ることを試験により確認した材料を使用する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

67
ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料
であるコンクリート表面に塗布する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

68 また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 機能要求①
中央監視室，制御第１室，制御第４室のカーペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

69
火災防護上重要な機器等に使用するケーブルには，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格IEEE383-1974又はIEEE1202-1991垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性
(UL1581(Fourth Edition)1080 VW-1 UL垂直燃焼試験)を確認したケーブルを使用する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）及び安重GB内に使用するケーブ
ル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

70
ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合には，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難
燃性能があることを実証試験により確認した上で使用する設計とするか，金属製の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の電線管に敷設等の措置を講ずることにより，他
の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対処するための設備において火災及び爆発が発生することを防止する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）及び安重GB内に使用するケーブ
ル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

71
火災防護上重要な機器等のうち，換気設備のフィルタは，「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難
燃性材料又は不燃性材料を使用する設計とする。

機能要求①
換気設備のフィルタ（火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設備）に限る）
換気設備のフィルタ（重大事故等対処施設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

72
火災防護上重要な機器等に使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。
なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。

機能要求①
遮蔽材（火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・
閉じ込め機能を有する設備に使用するもの）に限
る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

73 火災防護上重要な機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。 機能要求①

変圧器及び遮断器を有する設備（火災防護上重要な
機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設備
に使用するもの）に限る）
変圧器及び遮断器を有する設備（重大事故等対処施
設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

74
(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考
慮する。

基本方針 基本方針 基本方針

75
これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策
を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

76
ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を
設置する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生防
止）

77
火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火
災及び爆発の発生を防止する設計とする。

評価要求
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生防
止）

78
7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

79 火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

80 火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

81

(1) 火災感知設備
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して
選定するとともに，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として，アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器を組み合わせて設置する設計
とする。
ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置する火災感知器については，非アナログ式とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス外の感知に限る） 設計方針（火災の感知）

82
グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台が障壁となることにより，煙感
知器及び炎感知器並びにサーモカメラでは火災を感知できないおそれがあることから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知ができ，また，動作原理の異なる2種類の熱感知
器を組み合わせて設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス内の感知に限る） 設計方針（火災の感知）

83
消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外される区域についても，火災防護上重要な機器等が火災による影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置す
る設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

84

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配管，タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画
は，機器等を不燃性の材料で構成しており，火災の影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に
基づいた設計とする。
ただし，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域は除く。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

85

感知器については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十三条第4項に従い設置する設計とする。
また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項において求める火災区域内の感知器の網羅
性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置する
設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

86 火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を確保する設計とする。 機能要求①
火災感知設備
（GB温度監視装置）

設計方針（火災の感知）

87
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに安全上重要な施設のグローブボックス内の火災感知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対象とする設
備の耐震重要度分類に応じて給電する設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

88
火災感知設備は，中央監視室に設置する受信機に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切に監視できる設計及び火災感知器の設置場所を1つずつ特定できることに
より，火災の発生場所を特定できる設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

89
火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。
自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した試験等を定期的に実施する。
グローブボックス内の火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため，抵抗値の測定及び模擬抵抗等を用いる試験等を定期的に実施する。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

90
地下タンクピット室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は，火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知
器の取替えを行うことにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

91

(2) 消火設備
工程室及びグローブボックスについては，臨界管理の観点からガスによる消火を行う。また，火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は
火災区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難となる箇所(危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所の多量の可燃性物質を取り扱
う火災区域又は火災区画)，可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画（中央監視室等の床下）及び安全上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画に
ついては，自動又は現場での手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする設計とする。
燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運転時において人の立ち入りがなく，可燃性物質又は着火源になり得るものもないこと及び可燃性物質の持ち込み管理をすること並びに火
災に至るおそれはないことから固定式のガス消火装置を設置しない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

92
なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量が少ないこと，消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能なこと，ＭＯＸ燃料加工施
設は換気設備により負圧にして閉じ込める設計としており，換気設備による排煙が可能であり，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できることにより消火困難と
ならないため，消防法に基づく消火設備で消火する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

93

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が作動した場合においても，火災防護上重要な
機器等の安全機能を損なわないよう，安全上重要な施設のグローブボックス内で発生する火災に対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は粉末系の消火剤を使用する設計と
し，グローブボックス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計，非常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破損，誤作動又は誤
操作により流出する二酸化炭素の影響で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こさないように，外気より給気を行う設計，電気絶縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活
性ガス消火装置)を設置することにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても，電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

94 また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対して安全機能へ影響がないよう設計する。 設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

95
a. 消火設備の消火剤の容量
消火設備は，想定される火災の性質に応じた容量として，消防法施行規則に基づき算出した消火剤容量を配備する。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

96

ただし，グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)については，グローブボックスの給気量に対して95%の消火ガスを放出するとともに，
消火ガス放出開始から5分で放出を完了できる設計とする。
また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位の給気量の合計値に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始
から5分で放出を完了できる設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単位を消火できる量以上を配備する。

設置要求
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

97 設計方針（火災の消火）

98 設計方針（火災の消火）

99

b. 消火設備の系統構成
(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性
消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。)）(約2,500ｍ3)及び消火用水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同
じ。))(約900ｍ3）を設置し，双方からの消火用水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

100
消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用（以下同じ。))に加え，同等の能力を有する異なる駆動方式である
ディーゼル駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(定格流量450m3／ｈ)を１台ずつ設置することで，多様性を有する設計とするとともに，消火配管内
を加圧状態に保持するため，機器の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))を2基設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

101
(b) 系統分離に応じた独立性
ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設置する火災区域又は火災区画の消火に用いる設備は，消火設備の動的機器の単一故障により同時に機能を喪失
しない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

102
同一区域に系統分離し設置する固定式のガス消火装置は，消火設備の動的機器の故障によっても，系統分離した設備に対する消火機能が同時に喪失することがないよう，動的機
器である容器弁及び選択弁のうち，容器弁(ボンベ含む)は必要数量に対し1以上多く設置するとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪失しない
設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

103 なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を操作することにより，消火が可能な設計とする。
設置要求

機能要求①
消火設備 設計方針（火災の消火）

104
(c) 消火用水の優先供給
消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先できる設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

105
c. 消火設備の電源確保
再処理施設と共用する消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専
用の蓄電池により外部電源喪失時においても電源を確保する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

106
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボックス消火装置(不活
性ガス消火装置)のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用所内電源設備から給電するとともに蓄電池を設ける設計とす
る。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

107
d. 消火設備の配置上の考慮
(a) 火災による二次的影響の考慮
屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機器等に火災の二次的影響が及ばない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

108
消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流
体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

109 また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計とする。 設置要求 火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ） 設計方針（火災の消火）

110
消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，消火ガスボンベに接続する安全弁により消火ガスボンベの過圧を防止する設計とするとともに，消
火ガスボンベ及び制御盤については消火対象を設置するエリアとは別の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

111
(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回
収し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針

112 また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても，換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，排気筒から放出する設計とする。 機能要求①
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋
排気期設備，排気筒

設計方針（管理区域からの放出消火剤の流出防止）

113
(c) 消火栓の配置
火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消防法施行及び都市計画法施行令に準拠し配置することにより，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火
災区域又は火災区画における消火活動に対処できるように配置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

114
e. 消火設備の警報
(a) 消火設備の故障警報
固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中央監視室に吹鳴する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

115
(b) 固定式のガス消火装置の退避警報
窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退出できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。
また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

116
f. 消火設備に対する自然現象の考慮
屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

117
(a) 凍結防止対策
屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度（GL-60cm）を確保した埋設配管とするとともに，地上部に配置する場合には保温材を設置するこ
とにより凍結を防止する設計とするとともに，屋外消火栓は，自動排水機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

118
(b) 風水害対策
消火ポンプのほか，不活性ガス消火装置(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置)についても，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，建屋内に設置する設
計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

119 屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがないよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構造とする。 機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

120 設計方針（火災の消火）

121 設計方針（火災の消火）

122

g. その他
(a) 移動式消火設備
火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高所放水車を配備するとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を
配備する設計とする。
また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（火災の消火）

123
(b) 消火用の照明器具
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路及び消火設備の現場盤周辺に，1時間以上の容量の蓄電池
を内蔵する照明器具を設置する設計とする。

設置要求 照明設備 設計方針（火災の消火）

(c) 地盤変位対策
屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供給する消火配管が破断した場合においても，大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火用水を供給
し，消火活動を可能とするよう，建屋内の外部からのアクセス性が良い箇所に送水口を設置し，破断した配管から建屋外へ流出させないよう逆止弁を設置する設計とする。

設置要求 移動式消火設備

消火用水供給系の水源は，消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，2時間の最大放水量(116ｍ3)に対し十分な容量を有する設計とする。 機能要求② 消火設備
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
a. 火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能を有するグローブボックス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能で
ある非常用所内電源設備については，互いに相違する系列間の機器及びケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブルに対する系統分離対策として，以下の設計を
講ずる

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（影響軽減）

125
(a) 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計と
する。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が敷設される区域。又は
当該ケーブルトレイに対して実施）

基本方針
設計方針（影響軽減）

126
(b) 水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分
離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消火設備（窒素消火装
置）

基本方針
設計方針（影響軽減）

127
(c) 1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離す
る設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポンプ），火災感知設備，
消火設備（二酸化炭素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）

128

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監
視室の制御盤に関しては，「異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以上の鉄板で1時間以上の耐火能力を有する）」，
「制御盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する運転員による消火器を用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活動）

基本方針
設計方針（影響軽減）

129
(b) 中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水平距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火
設備を設置する設計」，又は「1時間の耐火能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の系統，火災感知設備，
消火設備

基本方針
設計方針（影響軽減）

130

c. 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置することで，他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設計とする。
ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，放射性物質による汚染のおそれのある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とす
るため，耐火壁を貫通するダクトについては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3時間耐火境界となるよう排気系統を形成する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ，防火ダンパ）
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋
排気設備（放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火
災区域境界に限る）

設計方針（影響軽減）

131
d. 火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
運転員が駐在する中央監視室等の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため，換気設備により発生した煙を排気するために，建築基準法に基づく容量を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

工程室排気設備，
非管理区域換気空調設備

設計方針（影響軽減）

132
e. 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まないＭＯＸ燃料加工施設で使用する油脂類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求① 燃料油貯蔵タンク 設計方針（影響軽減）

133
f. 焼結炉等に対する爆発の影響軽減対策
ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定されないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽減対策として，焼結炉等における爆発の発生を検知し，検知後は排気経路に設置した
ダンパを閉止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，火災影響軽減設備
（延焼防止ダンパ）

設計方針（影響軽減）

134

(2) 火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能
が損なわれないことを，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価
ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針

135
a. 火災伝播評価
火災伝播評価は，火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災区画への影響の有無を確認する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

136

b. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画
内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある
隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTsを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を
与えないことを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

137

c. 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画
内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が少なくとも一
つは確保されること及び安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTSを
用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

138

7.1.4　設備の共用
消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設及び廃棄物管理
施設と共用するが，再処理施設又は廃棄物管理施設へ消火用水を供給した場合においてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備においては，故
障その他の異常が発生した場合でも，消火水の供給が停止した場合でも，安重機能を有する機器等を設置する火災区域に対して消火水を用いない消火手段を設けること，燃料加
工建屋及び周辺部の火災については，外部火災影響評価で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわ
ない設計とする。

機能要求①
評価要求

消火設備（電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動
消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽
及びろ過水貯槽）

設計方針（設備の共用）

139
また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉(再処理施設と共用，ＭＯＸ燃料加工施設に設置)については，火災区域設定のため，火災影響
軽減設備として十分な耐火能力を有する設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

火災影響軽減設備（防火扉（ＭＯＸ燃料加工施設と
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の
扉））

設計方針（設備の共用）

61



項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

1
5. 火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とす
る。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

2

7. その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上重要な機器等を
設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

3
火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災
影響軽減設備を設置する。

設置要求
火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災
影響軽減設備

基本方針 〇

4

火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼすこ
とのないよう，安全評価上その機能を期待する安全上重要な施設の構築物，系統及び機器(以下「安重機能を有する機器等」
という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系統及び機器のうち，安重機能を有する機器
等を除いたもの(以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。)とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

5
火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重
要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

6

7

8 屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

9
火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系
統分離状況に応じて分割して設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

10

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」(以下
「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。具体的な対策につい
ては「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準(以下「火災防護審査基準」という。)」及び「原子力発
電所の内部火災影響評価ガイド」以下「内部火災影響評価ガイド」という。)を参考としてＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱
う放射性物質は固体の核燃料物質であり，運転時に異常な過渡変化を生じる工程もないこと等)を踏まえた火災防護対策を講
ずる設計とし，火災時においてもグローブボックス内を負圧に維持し，排気経路以外からの放射性物質の放出を防止するため
の以下の設備について火災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。

設置要求
機能要求①

11
(1) グローブボックス排風機
(2) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備

基本方針

12
なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基準法，都市計画
法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

13

14

15
その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災
防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

16
敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機
能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若しくは熱的に不安定な物
質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の混入防
止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設定は不要とするが，消
防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。（冒頭宣言）

基本方針 基本方針 基本方針 〇

18
水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加工建屋に受け入れる水素・アルゴン混合ガス中の水素最高濃度(9.0vol％)を設定する。
DB火⑦a1

基本方針 基本方針 設計方針（発生防止）

19 焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度が9.0vol％を超えないよう，以下の対策を講ずる設計とする。 基本方針 基本方針 設計方針（発生防止）

20 a. エネルギー管理建屋に設置する水素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃料加工建屋への供給系統とを物理的に分離する。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

21
b. 燃料加工建屋で使用する水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を9.0vol％以下に調整し，エネルギー管理建屋に設置する
混合ガス貯蔵容器に圧縮充填する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

22
c. エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度を確認した上で，
エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統に接続する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

23
さらに，燃料加工建屋への供給系統の接続口は，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設計と
する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

24
d. 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し，万一，水素濃度が9.0vol％
を超える場合には，水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止
する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

25
また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉内への空気混入を防止するため，熱的制限値を設定し，温度制御機器により焼結時の
温度を制御するとともに，炉内温度が熱的制限値を超えないよう過加熱防止回路により炉内の加熱を自動で停止する設計とす
る。

機能要求② 過加熱防止回路 設計方針（発生防止）

26
安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス内を窒素雰囲気とすることで，火災及び爆発の発生
を防止する設計とする。

機能要求① 窒素循環設備，窒素雰囲気GB 設計方針（発生防止）

27

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画
に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う物質として，「水素」及び上記に含まれない「分
析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに
係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリー
ト壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離するととも
に，ファンネルには，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，
耐火シール，防火扉，防火ダンパ等）

設計方針（火災区域の設定）
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

設計方針（系統分離）
グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

－

〇

〇

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並び火災及び
爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うために必要な手順等について保安規定に定める。（①）
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等について保安規定に定
める。（②）

運用要求 基本方針 基本方針

－
水素・アルゴン混合ガス設備、焼
結炉、小規模焼結処理装置等

②第1回申請対象抽出
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

28
潤滑油，燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏えい防止対策を講ずる設
計とするとともに，オイルパン又は堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。

機能要求①
設置要求

潤滑油，燃料油を内包する設備（火災区域・火災区
画に設置するものに限る）

設計方針（発生防止）

29
油内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわな
いよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

30 油内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

31 火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設計とする。 運用要求
発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器（例：燃
料油貯蔵タンク）

設計方針（発生防止）

32
水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止する設計とす
る。

機能要求①
設置要求

水素を内包する設備
例：水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規
模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

33
可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を
損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

34 可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

35
このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計するとと
もに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行う。

機能要求①
運用要求

工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備
施設共通（可燃物の持ち込み管理）

設計方針（発生防止）

36

37

38
通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを
収納しない設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

39
ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する場合は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設
計指針」(SBA G 0603-2012)に適合するよう，当該蓄電池自体は厚さ1.6mm以上の鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止す
るため筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆発を防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納
する蓄電池を有する設備

設計方針（発生防止）

40
蓄電池室の換気設備は，機械換気により水素ガスの排気に必要な換気量以上(水素濃度2vol％以下)となるよう設計するととも
に，

機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

41 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央監視室の監視制御盤に警報を発する設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設
備

設計方針（発生防止）

42
常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，万一，蓄電池による火災が発生した場合でも常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影響を
及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とする。

設置要求
常用系の蓄電池を有する設備，非常用系の蓄電池を
有する設備

設計方針（発生防止）

43
焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガス処理装置を介して，グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機による機
械換気を行う設計とすることで，万一の工程室内への漏えいに対しても，ガスが滞留しない設計とする。

機能要求① 排ガス処理装置，グローブボックス排気設備 設計方針（発生防止）

44
発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機器を
設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。

機能要求①
環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機器を
設置する室の電気接点を有する機器を有する設備

設計方針（発生防止）

45
また，水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち，漏電により着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生
のおそれのある機器は接地を施す設計とする。

機能要求①
水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規模焼
結処理装置

設計方針（発生防止）

46
火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が
滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風又は拡散の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排
風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

施設共通
工程室排気設備，建屋排気設備（「建屋の送風機
…」以降のみ）

設計方針（発生防止）

47
燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉末が発生しないよう，燃料棒(被覆管端栓部)は
押切機構の切断機(パイプカッタ）を用いて切断し，ペレットを抜き取った後の燃料棒(被覆管部)は押切機構の切断機(鉄筋
カッタ)を用いて切断を行う設計とする。

機能要求① 燃料棒解体設備 設計方針（発生防止）

48
火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源となることがないよ
う装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶接，押切機構の切断機(パイプカッタ)の使用及び周辺に可燃性物質を保管し
ないこととする。

運用要求
機能要求①

燃料棒解体設備，溶接設備 設計方針（発生防止）

49
また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃性物質との接触及び運転中は
温度の監視を行うとともに温度制御機器により温度制御を行うことにより可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，スタック乾燥装
置，分析設備

設計方針（発生防止）

50
焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける設計とし，当該ポンプの故障を検視した場合には，予備機が起動する設計とするとと
もに，冷却水流量が低下した場合においても，冷却水流量低による加熱停止回路により，ヒータ電源を自動で遮断し加熱を停
止する設計とする。

機能要求①
冷却水設備
焼結設備，小規模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

51 なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

52
水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給し，高温状態でグリーンペレットを焼結するこ
とから，これらの系統及び機器を設置する工程室に水素ガス漏えい検知器を設置し，中央監視室及び制御第1室並びに制御第4
室(以下「中央監視室等」という。)に警報を発する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

53
焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する機器の接続部は，溶接構造又はフランジ構造により空気が混入することを防止
する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，水素・アルゴン混
合ガス設備

設計方針（発生防止）

54
また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に空気が焼結炉等内に混入する
ことを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

55

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合にはヒータ電源を自動で
遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央監視室及び制御第1室に警報を発する設計とする。
また，焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合には
ヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央監視室等に警報を発する設計とする。

機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

56
過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知し
た場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限
定できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

57 電気室は，電源供給のみに使用することを保安規定に定め，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

58
(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の
適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建屋
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

〇

59

火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が
技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する設計
もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の機器等において火災及び爆発が
発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

〇

60
火災防護上重要な機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主
要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。

機能要求②

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

61 核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 機能要求②
グローブボックス及びグローブボックスと同等の閉
じ込め機能を有する設備

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

62
ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭
隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

63
また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火
災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

64 焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成する部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

65
火災防護上重要な機器等に対する保温材は，平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料とし
て定められたものを使用する設計とする。

機能要求①
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）の保温材

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1以下で中央監視室に警報を発す
る設計とする。

設置要求
機能要求①

水素漏えい検知器 設計方針（発生防止）

－

非常用所内電源設備、建屋排気設
備、非管理区域空調設備、焼結設
備、小規模焼結処理装置燃料油貯
蔵タンク等

非常用所内電源設備、一時保管装
置GB、窒素循環設備、遠隔消火装
置等

－
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

66
建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法
に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

〇

67
ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮
し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

〇

68
また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料
を使用する設計とする。

機能要求①
中央監視室，制御第１室，制御第４室のカーペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

〇

69
火災防護上重要な機器等に使用するケーブルには，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格IEEE383-1974又は
IEEE1202-1991垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080 VW-1 UL垂直燃焼試験)を確認したケーブル
を使用する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）及び安重GB内に使用するケーブ
ル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

70

ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合
には，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを実証試験により確認した上で使用する設計とするか，
金属製の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の電線管に敷設等の措置を講ずることにより，他の火災防護上重要な機
器等及び重大事故等対処施設に対処するための設備において火災及び爆発が発生することを防止する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）及び安重GB内に使用するケーブ
ル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

71
火災防護上重要な機器等のうち，換気設備のフィルタは，「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針(公益社団
法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性材料又は不燃性材料を使用する設計とする。

機能要求①
換気設備のフィルタ（火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設備）に限る）
換気設備のフィルタ（重大事故等対処施設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

72
火災防護上重要な機器等に使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。
なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。

機能要求①
遮蔽材（火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・
閉じ込め機能を有する設備に使用するもの）に限
る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

73 火災防護上重要な機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。 機能要求①

変圧器及び遮断器を有する設備（火災防護上重要な
機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設備
に使用するもの）に限る）
変圧器及び遮断器を有する設備（重大事故等対処施
設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

74
(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの
目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮する。

基本方針 基本方針 基本方針

75
これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火災及び爆
発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

76
ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発の発生を防止す
るため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（自然現象による火災及び爆発の発
生防止）

〇

77
火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，
耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とする。

評価要求
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め
機能を有する設備）

設計方針（自然現象による火災及び爆発の発
生防止）

〇

78

7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備
を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とす
る。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

79
火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感
知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

80
火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じ
て，機能を維持できる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

81

(1) 火災感知設備
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流
等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定するとともに，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異な
る種類の火災感知器として，アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。
ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置する火災感知器については，非アナログ式とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス外の感知に限る） 設計方針（火災の感知）

82

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤作動
や内装機器及び架台が障壁となることにより，煙感知器及び炎感知器並びにサーモカメラでは火災を感知できないおそれがあ
ることから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知ができ，また，動作原理の異なる2種類の熱感知器を組み合わせて設
置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス内の感知に限る） 設計方針（火災の感知）

83
消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外される区域についても，火災防護上重要な機器等が火災に
よる影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

84

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配管，タンク等のみで
構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，機器等を不燃性の材料で構成しており，火災の影響により機能を喪失す
るおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基づいた設計とする。
ただし，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域は除く。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

85

感知器については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十三条第4項に従い設置する設計とする。
また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合において
は，同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
(昭和56年自治省令第17号)第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

86 火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を確保する設計とする。 機能要求①
火災感知設備
（GB温度監視装置）

設計方針（火災の感知）

87
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに安全上重要な施設のグローブボックス内の火災感知設
備は，非常用所内電源設備又は感知の対象とする設備の耐震重要度分類に応じて給電する設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

88
火災感知設備は，中央監視室に設置する受信機に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切に監視できる設計及
び火災感知器の設置場所を1つずつ特定できることにより，火災の発生場所を特定できる設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

89

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。
自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づく煙
等の火災を模擬した試験等を定期的に実施する。
グローブボックス内の火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため，抵抗値の測定及び模擬抵抗等を用いる試験等
を定期的に実施する。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

90
地下タンクピット室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は，火災感知器の予備を確保
し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うことにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設計と
する。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

〇

非常用所内電源設備、GB排気設
備、GB消火装置、GB温度監視装
置、均一化混合装置、GB温度監視
設備、混合ガス水素濃度高による
混合ガス供給停止回路、混合ガス
濃度異常遮断弁(焼結炉系,小規模
焼結処理系）、遠隔消火装置、火
災状況確認用温度表示装置　等

－

自動火災報知設備、GB温度監視装置－
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

91

(2) 消火設備
工程室及びグローブボックスについては，臨界管理の観点からガスによる消火を行う。また，火災の影響を受けるおそれのあ
る火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難となる箇所(危険物
の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所の多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災
区画)，可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画（中央監視室等の床下）及び安全上重要な電気品
室となる火災区域又は火災区画については，自動又は現場での手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活
動を可能とする設計とする。
燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運転時において人の立ち入りがなく，可燃性物質又は着火源になり得るものもないこと
及び可燃性物質の持ち込み管理をすること並びに火災に至るおそれはないことから固定式のガス消火装置を設置しない設計と
する。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

92

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量が少ないこと，消火に当たり扉を開放すること
で隣室からの消火が可能なこと，ＭＯＸ燃料加工施設は換気設備により負圧にして閉じ込める設計としており，換気設備によ
る排煙が可能であり，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できることにより消火困難とならないため，消防法
に基づく消火設備で消火する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

93

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火
設備が作動した場合においても，火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう，安全上重要な施設のグローブボック
ス内で発生する火災に対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は粉末系の消火剤を使用する設計とし，グローブボックス内
への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計，非常用発電機は，二酸化炭素消火
装置の破損，誤作動又は誤操作により流出する二酸化炭素の影響で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こさないよう
に，外気より給気を行う設計，電気絶縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性ガス消火装置)を設置することにより，設備
の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても，電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

94 また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対して安全機能へ影響がないよう設計する。 設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

95
a. 消火設備の消火剤の容量
消火設備は，想定される火災の性質に応じた容量として，消防法施行規則に基づき算出した消火剤容量を配備する。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

96

ただし，グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)については，グローブボックスの
給気量に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から5分で放出を完了できる設計とする。
また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位の給気量の合計値に対して
95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から5分で放出を完了できる設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単
位を消火できる量以上を配備する。

設置要求
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

97 設計方針（火災の消火）

98 設計方針（火災の消火）

99

b. 消火設備の系統構成
(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性
消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。)）(約2,500ｍ3)及び消火用水貯
槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(約900ｍ3）を設置し，双方からの消火用水の供給を可能とすること
で，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

100

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用（以下同じ。))
に加え，同等の能力を有する異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同
じ。))(定格流量450m3／ｈ)を１台ずつ設置することで，多様性を有する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態に保持
するため，機器の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))を2基設ける
設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

101
(b) 系統分離に応じた独立性
ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設置する火災区域又は火災区画の消火に用いる設備は，消火
設備の動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

102
同一区域に系統分離し設置する固定式のガス消火装置は，消火設備の動的機器の故障によっても，系統分離した設備に対する
消火機能が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択弁のうち，容器弁(ボンベ含む)は必要数量に対し
1以上多く設置するとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪失しない設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

103 なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を操作することにより，消火が可能な設計とする。
設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

104
(c) 消火用水の優先供給
消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先できる設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

105
c. 消火設備の電源確保
再処理施設と共用する消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とし，ディーゼル駆動消火
ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池により外部電源喪失時においても電源を確保する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

106
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火装置及び二酸化
炭素消火装置並びにグローブボックス消火装置(不活性ガス消火装置)のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時
においても消火が可能となるよう，非常用所内電源設備から給電するとともに蓄電池を設ける設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

107

d. 消火設備の配置上の考慮
(a) 火災による二次的影響の考慮
屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機器等に火災の二
次的影響が及ばない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

108
消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火
炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

109 また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計とする。 設置要求 火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ） 設計方針（火災の消火）

110
消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，消火ガスボンベに接続する安全弁により消火ガ
スボンベの過圧を防止する設計とするとともに，消火ガスボンベ及び制御盤については消火対象を設置するエリアとは別の火
災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

111
(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するととも
に，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

消火用水供給系の水源は，消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，2時間の最大放水量(116ｍ3)に対
し十分な容量を有する設計とする。

機能要求② 消火設備

GB消火装置、窒素消火装置、二酸
化炭素消火装置、消火用水槽、ろ
過水貯槽等

－
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

112
また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても，換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減し
たのち，排気筒から放出する設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋
排気期設備，排気筒

設計方針（管理区域からの放出消火剤の流出
防止）

113

(c) 消火栓の配置
火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消防法施行及び都市計画法施行令に準拠し配置することによ
り，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画における消火活動に対処できるように配置する設計と
する。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

114
e. 消火設備の警報
(a) 消火設備の故障警報
固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中央監視室に吹鳴する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

115
(b) 固定式のガス消火装置の退避警報
窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退出できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。
また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

116
f. 消火設備に対する自然現象の考慮
屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

117

(a) 凍結防止対策
屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度（GL-60cm）を確保した埋設配管とするとと
もに，地上部に配置する場合には保温材を設置することにより凍結を防止する設計とするとともに，屋外消火栓は，自動排水
機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

118
(b) 風水害対策
消火ポンプのほか，不活性ガス消火装置(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置)についても，風水害に対してその性能が著し
く阻害されることがないよう，建屋内に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

119
屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがないよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構
造とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

120 設計方針（火災の消火）

121 設計方針（火災の消火）

122

g. その他
(a) 移動式消火設備
火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高所放水車を配備すると
ともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。
また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（火災の消火） － 施設共通　基本設計方針

123
(b) 消火用の照明器具
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路及び
消火設備の現場盤周辺に，1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。

設置要求 照明設備 設計方針（火災の消火） －
照明設備

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
a. 火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能を有するグローブボッ
クス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備については，互いに相違する系列間の機器及び
ケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブルに対する系統分離対策として，以下の設計を講ずる

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

125
(a) 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験により3時間以上の耐
火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が敷設される区域。又は
当該ケーブルトレイに対して実施）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

126

(b) 水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在し
ないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで
系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消火設備（窒素消火装
置）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

127
(c) 1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知設
備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポンプ），火災感知設備，
消火設備（二酸化炭素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

128

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のた
めの措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視室の制御盤に関しては，「異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃性
の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以上の鉄板で1時間以上の耐火能力を有する）」，「制御盤内に高感度煙
感知器を設置」，「常駐する運転員による消火器を用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活動）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

129

(b) 中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水平
距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又は「1時間の耐火能力を有する隔壁等で互い
の系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の系統，火災感知設備，
消火設備

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

130

c. 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置することで，他の区域からの火災及び爆発の影
響が及ばない設計とする。
ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，放射性物質による汚染のおそれのある区域を常時負圧にすること
で閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，耐火壁を貫通するダクトについては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダク
トにより，3時間耐火境界となるよう排気系統を形成する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ，防火ダンパ）
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋
排気設備（放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火
災区域境界に限る）

設計方針（影響軽減）

131
d. 火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
運転員が駐在する中央監視室等の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため，換気設備により発生した煙を排気するために，
建築基準法に基づく容量を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

工程室排気設備，
非管理区域換気空調設備

設計方針（影響軽減）

132
e. 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まないＭＯＸ燃料加工施設で使用する油脂類のタンクはベ
ント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求① 燃料油貯蔵タンク 設計方針（影響軽減）

133
f. 焼結炉等に対する爆発の影響軽減対策
ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定されないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽減対策として，焼結炉等における
爆発の発生を検知し，検知後は排気経路に設置したダンパを閉止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，火災影響軽減設備
（延焼防止ダンパ）

設計方針（影響軽減）

134

(2) 火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内の火
災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能が損なわれないことを，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響
評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異
常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針 〇

135
a. 火災伝播評価
火災伝播評価は，火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災区画への影響の有無を確認する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

136

b. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域
又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設
の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)に
おいて，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTsを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ
燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

137

c. 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域
又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設
の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が少なくとも一つは確保されること
及び安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷
な単一の火災を想定して，FDTSを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを評価
する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

138

7.1.4　設備の共用
消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水
貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設及び廃棄物管理施設と共用するが，再処理施設又は廃棄物管理施設へ消火用水を供給した
場合においてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備においては，故障その他の異常が発生
した場合でも，消火水の供給が停止した場合でも，安重機能を有する機器等を設置する火災区域に対して消火水を用いない消
火手段を設けること，燃料加工建屋及び周辺部の火災については，外部火災影響評価で外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
評価要求

消火設備（電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動
消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽
及びろ過水貯槽）

設計方針（設備の共用）

139
また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉(再処理施設と共用，ＭＯＸ燃料加工施設
に設置)については，火災区域設定のため，火災影響軽減設備として十分な耐火能力を有する設計とすることで，共用によっ
てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

火災影響軽減設備（防火扉（ＭＯＸ燃料加工施設と
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の
扉））

設計方針（設備の共用）

(c) 地盤変位対策
屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供給する消火配管が破断した場合においても，大型化学高所
放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火用水を供給し，消火活動を可能とするよう，建屋内の外部からのアクセス性が良い箇
所に送水口を設置し 破断した配管から建屋外へ流出させないよう逆止弁を設置する設計とする

設置要求 移動式消火設備

電動機駆動消火ポンプ、ディーゼ
ル駆動消火ポンプ、圧力調整用消
火ポンプ等

－

－

GB排気設備、工程室排気設備、建
屋排気設備、排気筒、GB消火装
置、窒素消火装置、二酸化炭素消
火装置、屋内消火栓、屋外消火栓
等

火災影響軽減設備　延焼防止ダン
パ、防火ダンパ、燃料油貯蔵タン
ク等

－

火災影響評価－
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1
5. 火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

2
7. その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針

3 火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災影響軽減設備を設置する。 設置要求 火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災影響軽減設備 基本方針

4
火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待する安全上重要な施設の構築物，系統及び機器(以下「安重機能を有する機器
等」という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系統及び機器のうち，安重機能を有する機器等を除いたもの(以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。)とする。

基本方針 基本方針 基本方針

5 火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） ―
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 MOX燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止について

（対象設備を申請する際に示す）

6

7

8 屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

9 火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

12 なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 ー
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
5.1 火災感知設備について

（対象設備を申請する際に示す）

13 ー
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火

5.2 消火設備について
（対象設備を申請する際に示す）

14 ー Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
6. 火災及び爆発の影響軽減

（対象設備を申請する際に示す）

15 その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

16 敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手順等について保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の混
入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設定は不要とするが，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。（冒頭宣言）

基本方針 基本方針 基本方針 ー Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
8. 火災防護計画

（火災影響評価を申請する際に火災防護計画で規定する全体像を示す）

27

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う物質として，「水素」及び上記に含まれない
「分析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針

58
(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建屋
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

59
火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する
設計もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の機器等において火災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

66 建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

67 ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布する設計とする。 機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

68 また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 機能要求①
中央監視室，制御第１室，制御第４室のカーペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

74
(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮する。

基本方針 基本方針 基本方針

75 これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

76 ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。 設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生防止）

77 火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とする。 評価要求
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設
備）

設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生防止）

78
7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

79 火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

80 火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

111
(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
a. 火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能を有するグローブボックス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備については，互いに相違する系列間の機器及
びケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブルに対する系統分離対策として，以下の設計を講ずる

基本方針 基本方針 基本方針

125
(a) 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が敷設される区域。又は当該ケーブルトレ
イに対して実施）

基本方針

126
(b) 水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置するこ
とで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消火設備（窒素消火装置） 基本方針

127
(c) 1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポンプ），火災感知設備，消火設備（二酸化
炭素消火装置）

基本方針

128

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視室の制御盤に関しては，「異なる系統の制御盤を系統別に個別の不
燃性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以上の鉄板で1時間以上の耐火能力を有する）」，「制御盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する運転員による消火器を用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活動）

基本方針

129
(b) 中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水平距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又は「1時間の耐火能力を有する隔壁等で互
いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の系統，火災感知設備，消火設備 基本方針

134

(2) 火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能が損なわれないことを，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災
影響評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針

基本方針

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
2.2 火災の感知及び消火
2.3 火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
(2) 火災影響評価

【火災及び爆発の防止に係る基本方針】
・火災及び爆発の発生防止、火災の感知及び消火、火災及び爆発の影響軽減（火災及び爆発の影響軽減対策、火災影響評価）等に
係る基本方針を記載

設計方針（火災区域の設定）

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
3.火災防護の基本事項
3.1 火災防護対策を行う機器等の選定
3.2火災区域及び火災区画の選定

【火災防護対策を行う機器等の選定】
・火災防護対策を講ずる対象としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全
上重要な構築物，系統及び機器を抽出することで，火災又は爆発より，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を損なわないよう対策を
講ずる設計とする。

【火災区域及び火災区画の選定】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を収納する建屋に，耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，防火ダンパ等)，
天井及び床(以下「耐火壁」という。)によって囲われた火災区域を設定する。
・火災防護対策を行う機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。

【3時間以上の耐火性能を有する耐火壁】
・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必要な
150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火扉，天井及び床により隣接する
他の火災区域と分離する。

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並び火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うために必要な手順等について保安規定に定める。
（①）
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等について保安規定に定める。（②）

運用要求 基本方針 基本方針

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンク
リート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離するとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設
計とする。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火
扉，防火ダンパ等）

設計方針（火災区域の設定）

ー Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
7. MOX燃料加工施設の安全性確保について

（対象設備を申請する際に示す）

【不燃性材料又は難燃性材料の使用】
・建屋の内装材は，建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料又はこれと同等の性能を有する不燃性材料を使用する設計とす
る。
・建屋の内装材のうち，管理区域の床，壁に耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として塗布するコーティング
剤については，使用箇所が不燃性材料であるコンクリート表面であること等により，難燃性材料を使用する設計とする。
・中央監視室のカーペットは，消防法に基づき認定を受けた防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した防
炎物品を使用する設計とする。

設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.3 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止書

【落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止】
(落雷による火災及び爆発の発生防止）
・日本産業規格に準拠した避雷設備を設置する設計とする。

※詳細は外部衝撃で展開

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.2　不燃性材料又は難燃性材料の使用

③第1回範囲の添付書類への展開
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

6. 加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。 基本方針 基本方針 基本方針

2

そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した
場合においても，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

3

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とす
る。

基本方針 基本方針 基本方針

4

重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準
事故に対処するための設備と位置的分散を図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

5

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を設定する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備および溢水評価対象の
重大事故等対処設備

基本方針
設計方針

6
溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変更の都度，溢水評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力
発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成25年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」という。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき
安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX 燃料加工施設内部で想定される溢水に対
して，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系
統及び機器を抽出する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備
基本方針
設計方針

8

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が
MOX 燃料加工施設外へ放出されることを抑制又は防止するために必要な設備がこれに該当し，これらの設備には，設計基準事故の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備が含まれる。 基本方針

機能要求②
溢水評価対象の安重設備 設計方針

9
また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針

10

上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切
に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

11

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する重大事故等対処設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する重大事故等対処設備は，溢水による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処
するための機能を損なわない設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定する。溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定し
て評価することとし，評価の条件については内部溢水ガイドを参考とする。
（1） 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢水」という。）
（2） MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3） 地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢水（以下「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

基本方針 基本方針 基本方針

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定す
る。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

14

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

基本方針 基本方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

15

高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した
溢水量とする。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

16
ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応力の0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価
とし，0.4倍以下であれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は想定しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

17

発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管
理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

18

6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装
置からの放水を溢水源として想定する。 基本方針

評価要求
施設共通　基本設計方針

基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

19
なお，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されて
いない耐震B，Cクラスに属する系統を溢水源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として想定しない。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

21
溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器については，全保有水量を考慮した溢水量とする。
なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離機能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

22

また，地震に起因する重大事故時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の1.2倍の地震動」と読み替える。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して，
耐震性が確保されない耐震Sクラス機器は溢水源として想定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的
過誤及び誤操作を想定する。

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

24

6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

25

また，溢水量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止までの適切な隔離時間を考慮し，配管の破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範
囲内の系統の保有水量を合算して算出する。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

26

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画及び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1） 防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2） 中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3） 運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部（以下「アクセス通路部」という。）

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

28

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，防護すべき設備の存在
する溢水防護区画の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

29

なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通部からの消火水の流入を考慮する。消火活動により区画の扉を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考
慮した溢水経路とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評
価する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

基本方針
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

31

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスによる一時的な水位変動を考慮し，機能喪失高さは発生した溢水による水位に対して安全余裕を確
保する設計とする。 機能要求②

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

32

没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回る高さまで，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧に
対して止水性（以下「止水性」という。）を維持する壁及び堰により溢水伝播を防止する等の対策を実施する。
止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

堰 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

33
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図るか，溢水水位を踏まえた位置に設置又は保管することで，没水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又
は同様の機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しくは貫通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても要求される機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよう当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用す
る等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件を考慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

35

消火対象以外の設備への誤放水がないよう，消火水放水時に不用意な放水を行わない運用とすることとし保安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

36
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は被水防護を行うことで，被水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事
故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

37

6.6.3   蒸気放出の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による影響について，設定した空調条件や解析区画条件によ
り評価する。
蒸気曝露試験又は試験困難な場合に実施した机上評価により，防護すべき設備の健全性を確認した条件が，漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護すべき設備
が要求される機能を損なうおそれがない設計又は配置とする。

基本方針
評価要求
機能要求②

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

38

漏えい蒸気の影響により，防護される設備が要求される機能を損なうおそれがある場合は，漏えい蒸気影響を緩和するための対策を実施する。
具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離システム（温度検知器，蒸気遮断弁）等を設置する。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

39

重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は蒸気影響を緩和する対策を行うことで，蒸気影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能
を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。 機能要求①

評価要求
溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

40

6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する溢水，地下水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する溢水が防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備
を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

41 止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 評価要求 堰 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

42

なお，地震に起因する重大事故等時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

43
6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設計
溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する溢水防護設備の構造強度設計は，以下のとおりとする。
溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補修を実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計）

44

防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回る高さまで止水性を維持する壁及び堰については，基準地震動による地震力に
対し，地震時及び地震後においても，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計）

45

なお，地震を起因として発生する重大事故の対処に必要な重大事故等対処設備を防護するために必要な溢水防護設備については，基準地震動の1.2倍の地震力に対し，安全性を損なうおそ
れがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計）

①溢水　基本設計方針
添付－６（３）
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

1

6. 加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保
するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

2

そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価（以
下「溢水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，安全評価上機
能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

3

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没
水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針 〇

4

重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備の安
全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事故に対処するための設備と
位置的分散を図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針 〇

5

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故
等対処設備を設定する。 基本方針

機能要求②
溢水評価対象の安重設備および溢水評価
対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇

6

溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変更の都度，溢水
評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 - 影響評価　基本設計方針

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築
物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢水影響評価
ガイド（平成25年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」と
いう。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全
機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX 燃料加工施設内部
で想定される溢水に対して，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき設
備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び
機器を抽出する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備
基本方針
設計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇

8

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者
に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が MOX 燃料加工施設外へ放出され
ることを抑制又は防止するために必要な設備がこれに該当し，これらの設備には，設計基準事故の拡大防止
及び影響緩和のために必要な設備が含まれる。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備 設計方針 -

9
また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針 -

10

上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 -

11

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する重大事故等対処設備のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する重大事故等対処設備は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれら
を適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 -

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定
する。溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価することとし，評価の
条件については内部溢水ガイドを参考とする。
（1） 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢
水」という。）
（2） MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放
水による溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3） 地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢水
（以下「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源とな
り得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

14
また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分
類する。 定義 基本方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

15
高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した溢水量とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

16

ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応力
の0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価とし，0.4倍以下であれば破損
は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は想定しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

17
発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

18

6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護建
屋」という。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として
想定する。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

19
なお，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - 影響評価　基本設計方針

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，流体
を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B，Cクラスに属す
る系統を溢水源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては，
溢水源として想定しない。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

21

溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器については，
全保有水量を考慮した溢水量とする。
なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離機
能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

22

また，地震に起因する重大事故時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の1.2倍
の地震動」と読み替える。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して，耐震性が確保されない耐震Sク
ラス機器は溢水源として想定する。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想
定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タン
ク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤操作を想定する。

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

24

6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も大き
くなるように評価する。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

25

また，溢水量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止までの適切な隔
離時間を考慮し，配管の破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算
して算出する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

26
なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護
区画及び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1） 防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2） 中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3） 運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする
通路部（以下「アクセス通路部」という。）

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

28

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定
し，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，防護すべき設備の存在する溢水防護区画の水位が最
も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

29

なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通部からの消火水の流入を考慮する。消
火活動により区画の扉を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される
機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評価する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

基本方針
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および
溢水評価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針））（第２Ｇｒ以降）

〇

31

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスによる一時的な水位
変動を考慮し，機能喪失高さは発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保する設計とする。

機能要求②
溢水評価対象の溢水防護対象設備および
溢水評価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

32

没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合
は，溢水水位を上回る高さまで，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧に対して止水性（以下「止水
性」という。）を維持する壁及び堰により溢水伝播を防止する等の対策を実施する。
止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

堰
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

33

重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図るか，溢水水位を踏まえた位置に設置又は保管
することで，没水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事
故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しくは貫
通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても要求
される機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよ
う当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件を考
慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および
溢水評価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針））（第２Ｇｒ以降）

〇

工程室排気設備、グローブ
ボックス排気設備、代替グ
ローブボックス排気設備、遠
隔消火装置、混合酸化物貯蔵
容器、緊急時対策所等

影響評価　基本設計方針

影響評価　基本設計方針

影響評価　基本設計方針

影響評価　基本設計方針

工程室排気設備、グローブ
ボックス排気設備、代替グ
ローブボックス排気設備、遠
隔消火装置、混合酸化物貯蔵
容器、緊急時対策所等

②第1回申請対象抽出
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

35
消火対象以外の設備への誤放水がないよう，消火水放水時に不用意な放水を行わない運用とすることとし保
安規定に定めて管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

36

重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は被水防護を行うことで，被水影響により
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪
失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

37

6.6.3   蒸気放出の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏え
い蒸気の直接噴出による影響について，設定した空調条件や解析区画条件により評価する。
蒸気曝露試験又は試験困難な場合に実施した机上評価により，防護すべき設備の健全性を確認した条件が，
漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護すべき設備が要求される機能を損なうお
それがない設計又は配置とする。

基本方針
評価要求

機能要求②

溢水評価対象の溢水防護対象設備および
溢水評価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

38

漏えい蒸気の影響により，防護される設備が要求される機能を損なうおそれがある場合は，漏えい蒸気影響
を緩和するための対策を実施する。
具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離システ
ム（温度検知器，蒸気遮断弁）等を設置する。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

39

重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は蒸気影響を緩和する対策を行うことで，
蒸気影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備
が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

40

6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する溢
水，地下水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する
溢水が防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により地下
水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ
伝播しない設計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇

41 止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 評価要求 堰
設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

42

なお，地震に起因する重大事故等時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の
1.2 倍の地震動」と読み替える。 評価要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（溢水に関する評価及び防護設
計方針）

-

43

6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設計
溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する溢水防護設備の構造強度設計は，以下の
とおりとする。
溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補
修を実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） -

44

防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回
る高さまで止水性を維持する壁及び堰については，基準地震動による地震力に対し，地震時及び地震後にお
いても，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） -

45

なお，地震を起因として発生する重大事故の対処に必要な重大事故等対処設備を防護するために必要な溢水
防護設備については，基準地震動の1.2倍の地震力に対し，安全性を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） -

工程室排気設備、グローブ
ボックス排気設備、代替グ
ローブボックス排気設備、遠
隔消火装置、混合酸化物貯蔵
容器、緊急時対策所等

溢水防護設備　基本設計方
針、堰等
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
展開事項 添付書類における記載

1

6. 加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保するた
めに，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

2

そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢
水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，安全評価上機能を期待する
安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針 〇

3

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没水，被水
及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

4

重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備の安全機能
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事故に対処するための設備と位置的分散を
図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針 〇

5

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故等対処
設備を設定する。 基本方針

機能要求②
溢水評価対象の安重設備および溢水評価対象の
重大事故等対処設備

基本方針 〇

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築物，系統
及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成25
年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」という。）で安全機能の
重要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全機能を有する構築物，系統及
び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX 燃料加工施設内部で想定される溢水に対して，臨界防
止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安全評
価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備 基本方針 〇

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定する。
溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価することとし，評価の条件について
は内部溢水ガイドを参考とする。
（1） 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢水」とい
う。）
（2） MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水によ
る溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3） 地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢水（以下
「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る
機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

18

6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護建屋」とい
う。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として想定する。 基本方針

評価要求
施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，流体を内包
する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B，Cクラスに属する系統を溢水
源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源
として想定しない。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定され
るその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の
破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤操作を想定する。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

24

6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も大きくなる
ように評価する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画及
び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1） 防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2） 中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3） 運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部
（以下「アクセス通路部」という。）

基本方針 基本方針 基本方針 〇

30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される機能を
損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評価する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

基本方針
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針 〇

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しくは貫通部か
らの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても要求される
機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよう当該
設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件を考慮して
も要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針 〇

40

6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する溢水，地下
水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する溢水が
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により地下水の流
入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設
計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

基本方針
第１回申請では基本方針に係る項目のみが対象であり、仕様表への展開、添付説明書で示すべき詳細設計に係
る事項がないため、添付書類としては、全体の目次において次回以降に示すことを記載する。

③第1回範囲の添付書類への展開
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添付−７

建物に関する事項
（第1回 2項変更）

設備に関する事項
（第２Ｇｒの1項新規）

設備に関する事項
（第３Ｇｒの1項新規、2項変更）

設備に関する事項
（第４Ｇｒ 1項新規）

申請対象 燃料加工建屋 工程室排気設備、グローブボックス排気設備、非常用発電機等 工程室放射線計測設備等 拡散抑制設備等

基本設計方針
共通的な基本方針、建物内に設定する火災区
域、火災区域境界の区画構築物等に関する設
計事項

個別設備の設計に関する事項 建屋内の重大事故等対処設備に係る環境条件の考慮 屋外の重大事故等対処設備に係る環境条件の考慮

仕様表 種類（主要構造）、主要寸法、主要材料等 個別設備の仕様 個別設備の仕様 個別設備の仕様

添付書類
共通的な設計方針、構造物への静的負荷に係
る設計

個別設備における降下火砕物に対する防護対策 建屋内の重大事故等対処設備に係る降下火砕物に対する防護対策 屋外の重大事故等対処設備に係る降下火砕物に対する防護対策

建物に関する事項
（第1回 2項変更）

設備に関する事項
（第２Ｇｒ、第３Ｇｒの1項新規、2項変更）

評価に関する事項
（第４Ｇｒ 1項新規、2項変更）

申請対象 燃料加工建屋 感知設備、消火設備等 粉末缶等の設備、火災影響評価

基本設計方針
共通的な基本方針、建物内に設定する火災区
域、火災区域境界の区画構築物等に関する設
計事項

個別設備の設計に関する事項 火災影響評価に関する事項

仕様表 区画構築物 感知、消火設備等の個別設備の仕様 個別設備の仕様

添付書類
共通的な設計方針、火災区域の設定、火災区
域境界の壁等の耐火性能、内臓材の不燃材使
用等に係る事項

感知、消火設備等の設計に係る事項 設備の設計に係る事項、火災影響評価に係る事項

建物に関する事項
（第1回 2項変更）

設備に関する事項
（第２Ｇｒ、第３Ｇｒの1項新規、2項変更）

評価に関する事項
（第４Ｇｒ 1項新規、2項変更）

申請対象 燃料加工建屋 溢水防護対象の設備（グローブボックス、排風機等） 混合酸化物貯蔵容器、溢水防護設備等の設備、溢水影響評価

基本設計方針 共通的な基本方針 個別設備の設計に関する事項 溢水影響評価に関する事項

仕様表 ー 個別設備の仕様（機能喪失高さ等） 個別設備の仕様（機能喪失高さ等）

添付書類
ー
※詳細設計に展開すべき事項がないため

溢水防護対象の設計に係る事項（基本方針、防護すべき設備の選
定等）

溢水防護対象の設計に係る事項、溢水影響評価等に係る事項（評価
条件の設定、溢水影響に関する評価、溢水防護設備の設計）

火災

溢水

火山
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添付−８発電炉⼯認（東海第⼆）−MOX 燃料加⼯施設設⼯認 記載⽐較 
【Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】

発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 
1. 概要

本資料は，発電用原子炉施設の火山防護設計が「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

（以下「技術基準規則」という。）第 7 条及びその「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明し，

技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重大事

故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮に

ついても説明するものである。 

2. 火山防護に関する基本方針

2.1 基本方針

 発電用原子炉施設の火山防護設計は，設計基準対象施設

については想定される火山事象によりその安全性を損な

うおそれがないこと，重大事故等対処設備については想定

される火山事象により重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，技術基

準規則に適合するように設計する。 

 想定される火山事象は，発電所の運用期間中において発

電所の安全機能に影響を及ぼし得るとして設置（変更）許

可を受けた「降下火砕物」であり，直接的影響及び間接的

影響について考慮する。 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「3.1.1(6) 積雪」で設定している設計に従って，火山事

象と同様に施設に堆積する積雪の影響について確認する。

確認結果については，本資料に示す。 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

1. 概要

本資料は，MOX 燃料加工施設の火山防護設計が「加工

施設の技術基準に関する規則」(以下，「技術基準規則」

という。)第八条に適合することを説明し，技術基準規

則第三十条に規定される「重大事故等対処設備」を踏

まえた重大事故等対処設備への配慮についても説明す

るものである。 

2. 火山防護に関する基本方針

2.1   基本方針

MOX 燃料加工施設の火山防護設計は，安全機能を有す

る施設については想定される火山事象によりその安全

性を損なわないこと，重大事故等対処設備については

想定される火山事象により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわないことを目的とし，技術基準

規則に適合するように設計する。

想定される火山事象は，MOX 燃料加工施設の運用期間

中において MOX 燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼ

し得るとして事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物

であり，その直接的影響及び間接的影響について考慮

する。

2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設 

安全機能を有する施設のうち，降下火砕物から防護
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然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「2.3 外

部からの衝撃より防護すべき施設」に示す外部からの衝撃

より防護すべき施設を踏まえて，降下火砕物より防護すべ

き施設は，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

 敷地において考慮する火山事象として，設置（変更）許

可を受けた層厚 50 cm，粒径 8.0mm 以下，密度 0.3 g/cm3

（乾燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物を設

計条件として設定する。その特性を表 2-1 に示す。 

なお，粒径が 8 mm 以上の降下火砕物の影響については，

含まれる割合が小さいこと及び粒径が 8 mm 以上の降下火

砕物が少量混入したとしても降下火砕物は砂より硬度が

低くもろいため砕けて施設等に損傷を与えることはない

ことから考慮する必要はない。また，大気中においては水

分が混ざることで凝集する場合が凝集しない。 

 

 

 

 

する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)と

しては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統

及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な

構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨

界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機

械的強度を有すること等により，安全機能を損なわな

い設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設について

は，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは

降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護

対象施設及び重大事故等対象設備とする。 

 

2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性 

MOX 燃料加工施設における降下火砕物の設計条件に

ついては，事業許可(変更許可)を受けた層厚 55cm，密

度 1.3g/cm3(湿潤状態)として設定する。その特性値を

第 2.1.2-1 表に示す。 

 降下火砕物の特徴としては，以下のものがある。 

・火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。ただし，砂よ

りもろく硬度は小さい。 

・亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食

性のある火山ガス成分が付着している。ただし，直ち

に金属腐食を生じさせることはない。 

・水に濡れると導電性を生じる。 

・湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。 

・降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約

1000℃と低い。 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計上の考慮であ

り、新たな論点が生じるもので

はない。 
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2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 降下火砕物の影響を考慮する各施設において，考慮する

直接的影響因子が異なることから，降下火砕物の影響を考

慮する施設と影響因子との組合せを行う。 

 

 

 

 

 

 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定については，添

付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設

の選定」に示す。降下火砕物の影響を考慮する施設と影響

因子との関連については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下

火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

 

 選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因

子について，「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」にて

設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施す

る。設計は添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に

対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，

自然現象のうち，風（台風）及び積雪の荷重との組合せを

考慮する。 

地震については，基準地震動の震源と火山とは十分な距離

 
 

2.1.3   降下火砕物の影響に対する設計方針 

降下火砕物防護対象施設に係る降下火砕物の影響に

ついて評価を行う施設(以下，「設計対処施設」という。)

及び重大事故等対象設備に係る降下火砕物の影響を考

慮する施設(以下，「降下火砕物の影響を考慮する施設」

という。)において，考慮する直接的影響因子が異なる

ことから，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮

する施設に関連する影響因子の組合せを設定する。 

 

設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設

の選定については，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-2 降下火砕

物の影響を考慮する施設の選定」に示す。設計対処施

設及び降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子と

の関連については，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処

施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方

針」に示す。 

選定した設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮

する施設及び影響因子について，「2.1.2 設計に用い

る降下火砕物特性」にて設定している降下火砕物に対

する火山防護設計を実施する。設計においては，添付

書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等による損

傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定し

ている自然現象の組合せに従って，自然現象のうち，

風(台風)及び積雪の荷重との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書 添付書

類三において、火山性地震につ
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があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が十

分小さいこと，火山性地震については火山と敷地とは十分

な距離があることから火山性地震とこれに関連する事象

による影響はないと判断し，地震との組合せを考慮しな

い。 

 

 

 

重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」の環境条件を考慮し設計する。詳細

な設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物

の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

 

 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

 屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による荷重，風（台

風）及び積雪を考慮した荷重に対し，その安全性を損なう

おそれがない設計とする。 

 

 

なお，運用により降下火砕物を適宜除去することから，降

下火砕物による荷重については複数回堆積することを想

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ-1-1-4 安全機

能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」※の環境条

件を考慮し設計する。詳細な設計については，添付書

類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影

響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

※ 第 1 回申請における対象設備はない。 

 

(1)  設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火

砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の設計

対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設に通常

時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に

発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重

(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては、火山と敷地とは十分な

離隔があり、施設に影響を及ぼ

す可能性は十分小さいと評価

しており、当社側に火山性地震

に関する記載がないことによ

り新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所側の複数回堆積すると

いう主旨が荷重等の評価条件

に反映されているものではな

いことから、記載の展開はひつ

ようない。また、該当項目が当

社側に記載されていないこと

により新たな論点が生じるも

のではない。 
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 降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物よ

り防護すべき施設を内包する施設は，想定する降下火砕物

による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，

施設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要

な機能を損なうおそれがない設計とする。 

 

 屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物堆積時におい

て，降下火砕物による荷重に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 降下火砕物の荷重は湿潤状態の 7355 N/m2 とする。な

お，積雪単独の堆積荷重は 600N/m2（積雪量：30 cm）であ

るため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重

(火山)に対し，建屋に収納される降下火砕物防護対象

施設の必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物堆積時にお

いて，降下火砕物による荷重に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の 7150N/m2 とする。な

お，積雪単独の堆積荷重は 5700N/m2(積雪量：190cm)で

あるため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

なお，当該施設に堆積する降下火砕物を適切に除去

する手順を整備することを保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

ｂ．構造物への粒子の衝突に対する設計方針 

構造物への粒子の衝突を考慮する施設は，構造物へ

の降下火砕物の粒子の衝突の影響により，安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻

の設計飛来物の影響に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については、発電炉で

は別の項目「2) 荷重の組合せ

及び許容限界に展開されてお

り、記載する項目に差異はない

ことから、新たな論点が生じる

ものではない。 

粒子の衝突に対する設計方針

に係る記載が発電炉側にはな

いが、「降下火砕物が少量混入

したとしても降下火砕物は砂

より硬度が低くもろいため砕

けて施設等に損傷を与えるこ

とはないことから考慮する必

要はない」を前提としたもので

あり、当該差異により新たな論

点が生じるものではない。 
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b. 閉塞に対する設計方針 

 水循環系の閉塞を考慮する施設並びに換気系，電気系及

び計測制御系における閉塞を考慮する施設は，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，機能を損なうおそれがないよ

う閉塞しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 摩耗に対する設計方針 

 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗

を考慮する施設は，想定する降下火砕物による摩耗に対

し，機能を損なうおそれがないよう摩耗しにくい設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 腐食に対する設計方針 

 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお

ける腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物による腐

食に対し，機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設

計とする。 

 

c. 閉塞に対する設計方針 

換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮

する施設は，降下火砕物の侵入を防止することにより，

降下火砕物を含む空気による流路の閉塞を防止し，安

全機能を損なわない設計とする。 

なお，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋にお

いては，フィルタ類の交換又は清掃の手順を整備する

ことを保安規定に定める。 

また，非常用所内電源設備の非常用発電機に対して

は降下火砕物用フィルタの追加設置など，さらなる降

下火砕物対策の実施についての手順を整備することを

保安規定に定める。 

 

d. 磨耗に対する設計方針 

換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮

する施設は，降下火砕物の侵入を防止することにより，

降下火砕物による磨耗を防止し，安全機能を損なわな

い設計とする。 

なお，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋にお

いては，フィルタ類の交換又は清掃の手順を整備する

ことを保安規定に定める。 

また，非常用所内電源設備の非常用発電機に対して

は降下火砕物用フィルタの追加設置など，さらなる降

下火砕物対策の実施についての手順を整備することを

保安規定に定める。 

 

e. 腐食に対する設計方針 

構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐

食を考慮する施設は，降下火砕物の侵入を防止するこ

と，塗装及び腐食し難い金属の使用又は防食処理によ

り，降下火砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化

学的影響(腐食)を防止し，安全機能を損なわない設計

 

 

 

 

 

当該記載については、発電炉で

は別の添付書類で展開してお

り、当該記載の差異により新た

な論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については、発電炉で

は別の添付書類で展開してお

り、当該記載の差異により新た

な論点が生じるものではない。 
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 屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物の降下時にお

いて，想定する降下火砕物による腐食に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いよう腐食しにくい設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方針 

 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下

火砕物による大気汚染に対し，機能を損なうおそれがない

よう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

 

 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

 絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物による

絶縁低下に対し，機能を損なうおそれがないよう降下火砕

物が侵入しにくい設計とする。 

 

g. 間接的影響に対する設計方針 

 間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物によ

る間接的影響である長期（7日間）の外部電源喪失，発電

所外における交通の途絶及び発電所内における交通の途

絶によるアクセス制限事象に対し，発電用原子炉及び使用

済燃料プールの安全性を損なわない設計とする。 

 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響につ

いては，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要

に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理

の手順を整備することを保安規定に定める。 

 

 

f. 中央監視室等の大気汚染に対する設計方針 

敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグロ

ーブボックス排風機以外の送排風機を停止し，MOX燃料

加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずるととも

に，施設の監視が適時実施できるように，資機材を確

保し手順を整備することを保安規定に定める。 

 

g. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，降下火砕物の侵入を防

止することにより，降下火砕物による絶縁低下を防止

し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

h. 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物

による間接的影響である長期(7日間)の外部電源喪失，

敷地外における交通の途絶及び敷地内における交通の

途絶によるアクセス制限事象に対し，安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 

当社では重大事故等対処設備

に対して腐食の考慮の必要が

ないことから記載を追加する

必要はなく、記載の差異により

新たな論点が生じることはな

い。 

当該記載については、発電炉で

は別の項目に展開されており、

記載の差異により新たな論点

が生じるものではない。 
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(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，降下火

砕物，積雪及び風（台風）の荷重の組合せを考慮する。 

 構造物への荷重に対しては，降下火砕物による荷重とそ

の他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い，その

結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 

  

 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火

砕物の降下から 30 日以内に降下火砕物を適切に除去する

ことを保安規定に定め管理することで，降下火砕物による

荷重を短期に生じる荷重とし，設備及び防護対策施設につ

いては，機能設計上の性能目標を満足するようにおおむね

弾性状態に留まることを許容限界とする。また，建屋につ

いては，機能設計上の性能目標を満足するように，建屋を

構成する部位ごとに応じた許容限界を設 

定する。 

  

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風（台風）の組合せを

考慮した荷重の算出については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-

 

MOX 燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見され

る場合には，全工程停止及びグローブボックス排風機

以外の送排風機を停止し，火災による閉じ込め機能の

不全を防止するために必要な安全上重要な施設へ 7 日

間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備すること

を保安規定に定める。 

なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した

場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧する手順を

整備することを保安規定に定める。 

 

(2)  荷重の組合せ及び許容限界 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等に

よる損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で

設定している自然現象の組合せに従って，降下火砕物，

積雪及び風(台風)の荷重の組合せを考慮する。 

構造物への荷重に対しては，降下火砕物の堆積によ

る荷重とその他の荷重の組合せを考慮して構造強度評

価を行い，その結果がそれぞれ定める許容限界以下と

なるよう設計する。 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，

降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保

安規定に定めることで，降下火砕物の堆積による荷重

を短期に生じる荷重とし，設備については，安全上適

切と認められる規格及び基準(「原子力発電所耐震設計

技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)等)又は

試験等で妥当性が確認されている許容限界とする。ま

た，建屋については，機能設計上の性能目標を満足す

るように，建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界

を設定する。 

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風(台風)の組合

せを考慮した荷重の算出については，添付書類「Ⅳ-3-

 

当社固有の運用上考慮すべき

事項であり、記載の差異により

新たな論点が生じるものでは

ない。 

 

 

記載箇所の違いによるもので

あり、記載の差異により新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期荷重とする根拠に係る記

載の有無に差が生じているこ

とから、添付書類の記載を見直

すか、新たな論点として管理す

る必要がある。 
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1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び添

付書類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針」

に示す。 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

 常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である

自重及び積載荷重を考慮する。 

(b) 降下火砕物による荷重 

 湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮す

る。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，積雪荷

重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風荷重

を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

 運転時の状態で作用する荷重としては，ポンプのスラス

ト荷重等の運転時荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組

合せとしては，設計に用いる常時作用する荷重，降下火砕

物による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で作用

する荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状

態で作用する荷重については，組み合わせることで降下火

1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示

す。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重としては，持続的に生じる

荷重である自重，積載荷重を考慮する。 

(b) 降下火砕物の堆積による荷重 

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮す

る。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設

定している自然現象の組合せに従って，積雪荷重を考

慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設

定している自然現象の組合せに従って，風荷重を考慮

する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

運転時の状態で施設に作用する荷重として，考慮す

る荷重はない。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する

施設における荷重の組合せとしては，設計に用いる通

常時に作用している荷重，降下火砕物の堆積による荷

重，積雪荷重及び風荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 通常時に作用している荷重，積雪荷重及び風荷重

については，組み合わせることで降下火砕物の堆積に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作用する荷重の考慮に係る差

異であり、考慮する必要のない

根拠については、補足説明が必

要な事項として整理する。 
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砕物による荷重の抗力となる場合には，保守的に組合せな

いことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重，風荷重及び積

雪荷重については，対象とする施設の設置場所，その他の

環境条件によって設定する。 

 

c. 許容限界 

 降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する許容

限界は，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０

１-1987」（（社）日本電気協会）等の安全上適切と認めら 

れる規格及び基準等で妥当性が確認されている値を用い

て，降下火砕物が堆積する期間を考慮し設定する。 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」の「3.2 影響因子を考慮した施設分類」

において選定する構造物への静的負荷を考慮する施設の

うち，設備及び防護対策施設については，当該構造物全体

の変形能力に対して十分な余裕を有するように，設備及び

防護対策施設を構成する材料がおおむね弾性状態に留ま

ることを基本とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋について

は，内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない

機能に加え原子炉建屋原子炉棟は放射性物質の閉じ込め

機能及び放射線の遮蔽機能を維持できるよう，建屋を構成

する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

 許容限界の詳細については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1 

火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び添付書

類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針」に示

す。 

よる荷重の抗力となる場合には，保守的に組合せない

ことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物の堆積による荷重，積雪

荷重及び風荷重については，対象とする施設の設置場

所，その他の環境条件によって設定する。 

 

c. 許容限界 

降下火砕物の堆積による荷重及びその他の荷重に対

する許容限界は，「原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)等の安全上適切と

認められる規格及び基準等で妥当性が確認されている

値を用いて，降下火砕物が堆積する期間を考慮し設定

する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕

物の影響を考慮する施設の設計方針」の「3.2 影響因

子を考慮した施設分類」において選定する構造物への

静的負荷を考慮する施設のうち，設備については，許

容荷重が設計荷重(火山)に対して安全余裕を有するこ

とにより構造健全性を失わないことを基本とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋につ

いては，収納する降下火砕物対象施設に降下火砕物を

堆積させない機能を維持できるよう，建屋を構成する

部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

 

許容限界の詳細については，添付書類「Ⅳ-3-1 火

山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 
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【Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】 

発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
1. 概要 
 本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関す
る基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定に
ついて説明するものである。 
 
2. 選定の基本方針 
 降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下
火砕物の影響を考慮する施設」という。）は，その設置状
況や構造等により以下のとおり選定する。 
 降下火砕物より防護すべき施設のうち．外部事象防護
対象施設に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以下
により選定する。 
 屋外に設置している外部事象防護対象施設のうち，降
下火砕物が堆積するものについては，降下火砕物の影響
を考慮する施設として選定する。 
  
 
 
 
屋内に設置している外部事象防護対象施設は，建屋にて
防護されており直接降下火砕物とは接触しないため，外
部事象防護対象施設の代わりに外部事象防護対象施設を
内包する建屋を降下火砕物の影響を考慮する施設として

1. 概要 
本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関

する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定につ
いて説明するものである。 

 
2. 選定の基本方針 
設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設は，

その設置状況や構造等により以下のとおり選定する。 
降下火砕物防護対象施設に係る設計対処施設は以下に

より選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は，建屋に

て防護されており直接降下火砕物とは接触しないため，降
下火砕物防護対象施設の代わりに降下火砕物防護対象施
設を収納する建屋を設計対処施設として選定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載箇所の違いによるもの
であり、新たな論点が生じ
るものではない。以降に重
大事故等対処設備に関する
記載があることから、同様
の記載を追加することが望
ましい。 
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発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
選定する。 

ただし，降下火砕物を取り込むおそれがある屋内の外
部事象防護対象施設については，降下火砕物の影響を考
慮する施設として選定する。 
 
 
 
 
 降下火砕物の影響による機能的な波及的影響を考慮
し，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を
内包する建屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）
が，降下火砕物の影響をうけた外部事象防護対象施設以
外の施設により機能的な波及的影響を受けるおそれがあ
る場合は，外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能
性のある外部事象防護対象施設以外の施設を，波及的影
響を及ぼし得る施設として選定する。 
 
 降下火砕物より防護すべき施設のうち，重大事故等対
処設備に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以下に
より選定する。 
 屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下
火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定する。 
 屋内に設置している重大事故等対処設備は，建屋にて

 
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対

象施設を設計対処施設として選定する。 
外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とし
て選定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故等対処設備に係る降下火砕物の影響を考慮す

る施設は以下により選定する。 
 
屋内に設置している重大事故等対処設備は，建屋にて防

護されることから，重大事故等対処設備を収納する建屋を
降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

降下火砕物を含む空気の流路となる重大事故等対処設

 
 
 
 
 
 
 
 
波及的影響を考慮する施設
の選定に係る記載に差が生
じているが、防護対象施設
の選定において、同様の考
慮を行っていることから、
記載の差異により新たな論
点が生じるものではない。 
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防護されることから，重大事故等対処設備の代わりに重
大事故等対処設備を内包する建屋を降下火砕物の影響を
考慮する施設として選定する。 
  
 
外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設置
する防護対策施設は，降下火砕物が堆積することを考慮
し，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 
 降下火砕物より防護すべき施設に対する降下火砕物の
間接的影響を考慮し，発電用原子炉及び使用済燃料プー
ルの安全性に間接的に影響を与える可能性がある非常用
電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設として選
定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 
 「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，降
下火砕物の影響を考慮する施設を以下のとおり選定す

備を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 
屋外に設置している常設重大事故等対処設備は，直接降

下火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備
は，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支
障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する⼯程の停
止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機
能を確保する設計とする。 

 
3. 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定 

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，設

 
 
 
 
 
防護対策施設に係る記載に
差があるが、当社には防護
対策施設に該当する施設が
ないため、当該記載の差異
により新たな論点が生じる
ものではない。 
 
 
内的事象に係る重大事故等
対処設備に係る記載に差が
あるが、当社固有の考慮す
べき事項であり、当該記載
の差異により新たな論点が
生じるものではない。 
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る。 
 
(1) 外部事象防護対象施設 
a. 屋外に設置している外部事象防護対象施設 
 屋外に設置している外部事象防護対象施設は直接降下
火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の
影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
(c) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用
ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電
機を含む。）用海水ポンプ」という。） 
(d) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以
下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」という。） 
(e) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸
気口」という。） 
(f) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントフ
ァン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設を以下
のとおり選定する。 
(1)  設計対処施設 
a. 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納す
る建屋として，以下の建屋を選定する。 

(a) 燃料加⼯建屋 
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系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン」と
いう。） 
(g) 中央制御室換気系冷凍機 
(h) 主排気筒 
(i) 非常用ガス処理系排気筒 
(j) 放水路ゲート 
(k) 排気筒モニタ 
(l) 原子炉建屋原子炉棟 
b. 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象
施設 
 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象
施設については，直接降下火砕物の影響を受ける可能性
があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以
下のとおり選定する。 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
(e) 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
海水の流路となる外部事象
防護対象施設に係る項目に
おいて施設の違いにより記
載の差が生じているが、当
社側に対象の施設がなく、
当該差異により新たな論点
が生じるものではない。 
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発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
 
c. 降下火砕物を含む空気の流路となる外部事象防護対象
施設 
 降下火砕物を含む空気の流路となる施設については，
直接降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下
火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定
する。 
(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
(b) 換気空調系設備（外気取入口） 
・中央制御室換気空調系 
・ディーゼル発電機室換気系 
(c) 主排気筒 
(d) 非常用ガス処理系排気筒 
(e) 排気筒モニタ 
 
d. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機
構を有する外部事象防護対象施設 
 屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，屋
内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設について
は，降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火
砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定す
る。 
(a) 計測制御設備（安全保護系） 

 
b. 降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護
対象施設 

設計対処施設のうち，降下火砕物を含む空気の流路とな
る降下火砕物防護対象施設として，以下の設備を選定す
る。 

(a) 非常用所内電源設備の非常用発電機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む
機構を有する降下火砕物防護対象施設 

設計対処施設のうち，外気から取り入れた屋内の空気を
機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設
として，以下の設備を選定する。 

(a) 焼結設備，火災防護設備及び小規模試験設備のう
ち空気を取り込む機構を有する制御盤及び監視盤 

(b) 非常用所内電源設備のうち空気を取り込む機構を
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(2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る
施設 
 外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能性のある
外部事象防護対象施設以外の施設を．降下火砕物の影響
を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
b. 海水取水設備（除塵装置） 
c. 換気空調設備（外気取入口） 
 
(3) 重大事故等対処設備 
a. 屋外に設置している重大事故等対処設備 
 屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下
火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定する。 
 具体的な重大事故等対処設備については，添付書類「Ⅴ
-1-1-2-別添 1 屋外に設置する重大事故等対処設備の抽
出」に示す。 
 
(4) 降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋＊ 
 屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設
（外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備）は，建
屋にて防護されており直接降下火砕物とは接触しないた

有する電気盤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  降下火砕物防護対象施設を収納する建屋 
外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設への影響を防止する
ため，以下の設備を選定する。 

 
波及的影響を考慮する施設
の選定に係る記載に差が生
じているが、防護対象施設
の選定において、同様の考
慮を行っていることから、
記載の差異により新たな論
点が生じるものではない。 
 
 
 
重大事故等対処設備に係る
記載で差が生じているが、
記載箇所の違い（「(2)  降
下火砕物の影響を考慮する
施設」として別ページに記
載）によるものであり、当該
差異により新たな論点が生
じるものではない。 
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め，降下火砕物より防護すべき施設の代わりに降下火砕
物より防護すべき施設を内包する建屋を，降下火砕物の
影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 
a. 原子炉建屋付属棟（非常用ディーゼル発電機他を内包
する建屋） 
b. タービン建屋（放射性気体廃棄物処理系隔離弁他を内
包する建屋） 
c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を
内包する建屋） 
d. 排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包する建屋） 
注記 ＊：原子炉建屋原子炉棟は，屋外に設置している外
部事象防護対象施設として選定する。緊急時対策所建屋
については，緊急時対策所遮蔽を屋外に設置している重
大事故等対処設備として選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 防護対策施設 
 外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設
置する防護対策施設を，降下火砕物の影響を考慮する施

(a)  気体廃棄物の廃棄設備の給気設備 
(b) 非管理区域換気空調設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  降下火砕物の影響を考慮する施設 
重大事故等対処設備を収納する建屋及び重大事故等対

処設備のうち降下火砕物の影響を考慮する施設を示す。※ 
※ 降下火砕物の影響を考慮する施設については，第

1 回申請において対象設備はない。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故等対処設備に係る
記載で差が生じているが、
記載箇所の違いによるもの
であり、当該差異により新
たな論点が生じるものでは
ない。 
 
防護対策施設に係る記載に
差があるが、当社には防護
対策施設に該当する施設が
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設として，以下のとおり選定する。 
a. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
 
(6) 間接的影響を考慮する施設 
 想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉及び使用済
燃料プールの安全性に間接的に影響を与える可能性があ
る非常用電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設
として，以下のとおり選定する。 
a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」という。） 
b. 軽油貯蔵タンク 
c. 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（以下「非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）燃料移送ポンプ」という。） 

ないため、当該記載の差異
により新たな論点が生じる
ものではない。 
 
「V-1-1-1-3-3 設計対処施
設及び降下火砕物の影響を
考慮する施設の設計方針」
において、間接的影響を考
慮する施設は非常用所内電
源設備の非常用発電機とす
る旨の記載があることか
ら、当該添付書類において
発電炉と同じ項目の記載が
必要。（添付書類の記載を
修正） 
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Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 
 

 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
1. 概要 
 本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関す
る基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の影響因
子との組合せ，施設分類，要求機能及び性能目標を明確に
し，各施設分類の機能設計に関する設計方針について説
明するものである。 
 
2. 設計の基本方針 
 発電所に影響を与える可能性がある火山事象の発生に
より，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本
方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施設
がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な
機能が損なうおそれがないようにするため，降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計を行う。降下火砕物の影響
を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮
に関する基本方針」にて設定している降下火砕物に対し
て，その機能が維持できる設計とする。 
 
 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に当たって
は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定」にて選定している施設を踏まえて，影響因子
ごとに施設を分類する。 
 

1.概要 
本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関

する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の影響因子との組合せ，施設分類，要求機能及び性
能目標を明確にし，各施設分類の機能設計に関する設計方
針について説明するものである。 
 
2. 設計の基本方針 

MOX 燃料加⼯施設に影響を与える可能性がある火山事
象の発生により，「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する
基本方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施
設がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要
な機能を損なわないよう，設計対処施設及び降下火砕物の
影響を考慮する施設の設計を行う。設計対処施設及び降下
火砕物の影響を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 
火山への配慮に関する基本方針」にて設定している降下火
砕物に対して，その機能が維持できる設計とする。 

設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の
設計に当たっては，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対処施
設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」にて選定
している施設を踏まえて，影響因子ごとに施設を分類す
る。 

その施設分類及び添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
その施設分類及び添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配

慮に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の
目的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理すると
ともに，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度
設計上の性能目標を定める。 
 降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能
目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の設計方針
を示す。 
 なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設
計上の性能目標を達成するための構造強度の設計方針等
については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1 火山への配慮が必
要な施設の強度計算の方針」及び添付書類「Ⅴ-3-別添 2-
2 防護対策施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の方
法及び結果については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-1 残留
熱除去系海水系ポンプの強度計算書」から添付書類「Ⅴ-
3-別添 2-1-7 建屋の強度計算書」及び添付書類「Ⅴ-3-別
添 2-2-1 防護対策施設の強度計算書」に示す。 
 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを図 2-
1 に示す。 
 
3. 施設分類 
 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定」で抽出した降下火砕物の影響を考慮する各
施設において，考慮する直接的影響因子が異なることか

慮に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の目
的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理するととも
に，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上
の性能目標を定める。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能
目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の設計方針を
示す。 

なお，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施
設が構造強度設計上の性能目標を達成するための構造強
度の設計方針等については，添付書類「Ⅳ-3-1 火山への
配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の
方法及び結果については，添付書類「Ⅳ-3-2 火山への配
慮が必要な施設の強度計算書」に示す。 

 
 
 
 
設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計フローを第 2-1 図に示す。 
 
3. 施設分類 

「Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対処施設及び降下火砕物の影響
を考慮する施設の選定」で抽出した各設計対処施設及び降
下火砕物の影響を考慮する施設において，考慮する直接的
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
ら，降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関
連について整理した上で，直接的影響及び間接的影響に
対する各施設分類を以下に示す。 
 
 
 
 
3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関
連 

設計に考慮すべき直接的影響因子については，降下火
砕物の特徴から以下のものが考えられる。 
 降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，
鉱物結晶片からなる粒子であり，堆積による構造物への
荷重並びに施設への取り込みによる閉塞及び摩耗が考え
られる。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及び
フッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施設
への接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚
染が考えられる。さらに，降下火砕物は水に濡れると酸性
を呈し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 
 これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮
する施設以外の降下火砕物の影響を考慮する施設の形
状，機能に応じて，影響因子を設定する。 
 
 

影響因子が異なることから，設計対処施設及び降下火砕物
の影響を考慮する施設と影響因子との関連について整理
した上で，直接的影響及び間接的影響に対する各施設分類
を以下に示す。 
なお，降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1
回申請における対象設備はない。 
 
3.1   設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施
設と影響因子との関連 

設計にて考慮すべき直接的影響因子については，降下火
砕物の特徴から以下のものが考えられる。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，
鉱物結晶片からなる粒子であり，堆積による構造物への荷
重並びに施設への取り込みによる閉塞及び磨耗が考えら
れる。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及びフ
ッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施設への
接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚染が
考えられる。さらに，降下火砕物は水に濡れると酸性を呈
し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 
これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮する
施設以外の設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の形状，機能に応じて，影響因子を設定する。 
 
(1)  構造物への荷重 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
粒子の衝突に対する設計方針に

係る記載が発電炉側にはない

が、「降下火砕物が少量混入し

たとしても降下火砕物は砂より

硬度が低くもろいため砕けて施

設等に損傷を与えることはない

ことから考慮する必要はない」

を前提としたものであり、当該
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 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置している
施設，外部事象防護対象施設を内包する建屋並びに防護
対策施設については，降下火砕物が堆積しやすい構造を
有する場合には荷重による影響を考慮するため，構造物 
への荷重を影響因子として設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む
海水の流路となる水循環系の施設については，閉塞によ
る影響を考慮するため，水循環系の閉塞を影響因子とし
て設定する。 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む
空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置
する降下火砕物防護対象施設については，荷重による影響
を考慮するため，構造物への荷重を影響因子として設定す
る。 
 
 
(2)  構造物への粒子の衝突 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置
する降下火砕物防護対象施設については，粒子の衝突によ
る影響を考慮するため，構造物への粒子の衝突を影響因子
として設定する。 
なお，構造物への粒子の衝突による影響については，⻯巻
の設計飛来物の影響に包絡される。 
 
 
(3)  閉塞 
 
 
 
 
 

建屋内に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
については，閉塞による影響を考慮するため，換気系，電

差異により新たな論点が生じる

ものではない。 
 
発電炉固有の設備に対する設計上の考
慮であり、記載を展開する必要はな
い。 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
については，閉塞による影響を考慮するため，換気系，電
気系及び計測制御系における閉塞を影響因子として設定
する。 
 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む
海水の流路となる水循環系の施設，空気を取り込みかつ
摺動部を有する換気系，電気系及び計測制御系の施設に
ついては，摩耗による影響を考慮するため，水循環系，換
気系，電気系及び計測制御系における摩耗を影響因子と
して設定する。 
 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置している
施設，降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施
設，降下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及
び計測制御系の施設並びに外部事象防護対象施設を内包
する建屋並びに防護対策施設については，腐食による影
響を考慮するため，構造物，水循環系，換気系，電気系及
び計測制御系における腐食を影響因子として設定する。 
 
 中央制御室については，大気汚染による影響を考慮す
るため，発電所周辺への大気汚染を影響因子として設定
する。 

気系及び計装制御系における閉塞を影響因子として設定
する。 
 
(4)  磨耗 
建屋内に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火
砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設に
ついては，磨耗による影響を考慮するため，換気系，電気
系及び計装制御系における磨耗を影響因子として設定す
る。 
 
 
(5)  腐食 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，屋外に設置する
降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設については，腐食による
影響を考慮するため，構造物，換気系，電気系及び計装制
御系における腐食を影響因子として設定する。 
 
 
 
 
(6)  敷地周辺の大気汚染 
中央監視室等については，大気汚染による影響を考慮する
ため，敷地周辺の大気汚染を影響因子として設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電炉固有の設備に対する設計上の考
慮であり、記載を展開する必要はな
い。 
 
 
発電炉固有の設計上の考慮であり、記
載を展開する必要はない。 
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 外部事象防護対象施設のうち空気を取り込む機構を有
する計測制御設備（安全保護系）については，絶縁低下に
よる影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子として設
定する。 
 設定した影響因子と間接的影響を考慮する施設以外の
降下火砕物の影響を考慮する施設との組合せを整理す
る。 
 
 放水路ゲートは，津波の流入を防ぐための閉止機能を
有している。火山の影響を起因として津波が発生するこ
とはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安
全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全
機能を損なわない設計とする。 
 排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の
検出手段として期待している。火山の影響を起因として
放射性廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，
独立事象としての重畳の可能性を考慮し，排気筒モニタ
を内包する排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期
間に補修等の対応を行うことで，降下火砕物の影響を受
けない設計とする。 
 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等
対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）の特性
を踏まえて必要な設計項目を選定した結果を表 3-1 に示

(7)  絶縁低下 
電気系及び計装制御系のうち，外気から取り入れた屋内の
空気を機器内に取り込む機構を有する設備については，絶
縁低下による影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子と
して設定する。 
設定した影響因子(構造物への粒子の衝突を除く。)と間接
的影響を考慮する施設以外の設計対処施設及び降下火砕
物の影響を考慮する施設との組合せを整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設計対処施設の特性を踏まえて必要な設計項目を選定し
た結果を第 3.1-1 表に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
屋外に設置する防護対象施設に
関する記載に差異が生じている
が、当社側には該当する施設が
ないため、記載を展開する必要はな
く、記載の差異により新たな論
点が生じるものではない。 
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す。 
 その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含め
た施設の分類を「3.2 影響因子を考慮した施設分類」に示
す。 
 
 屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備につ
いては，火山事象が重大事故等の起因とならないこと及
び重大事故等時に火山事象が発生することは考えにくい
ため，設備を使用していない保管時を考慮することとし，
閉塞，摩耗，大気汚染及び絶縁低下については降下火砕物
の影響を受けず，荷重，腐食については保安規定に降下火
砕物を適宜除去することを定め，管理することで，降下火
砕物の影響を受けない設計とする。 
 
3.2 影響因子を考慮した施設分類 
 降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接
的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のと
おりとする。 
(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

 
その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含めた施
設の分類を「3.2 影響因子を考慮した施設分類」に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2   影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接
的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のと
おりとする。 
(1)  構造物への静的負荷を考慮する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電炉固有の設計上の考慮であり、記
載を展開する必要はない。 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
g. 中央制御室換気系冷凍機 
h. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
i. 原子炉建屋原子炉棟 
j. 原子炉建屋付属棟 
k. タービン建屋 
l. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
m. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
 (2) 水循環系の閉塞を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
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冷却器） 
f. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(3) 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
e. 主排気筒 
f. 非常用ガス処理系排気筒 
g. 換気空調設備（外気取入口） 
 
(4) 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩
耗を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

 
 
(2)  換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮
する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
b. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
c. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
d. 非管理区域換気空調設備 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮
する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
b. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
c. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
d. 非管理区域換気空調設備 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大気汚染を考慮する施設に該当

する設備がないため記載を展開
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷
却器） 
g. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(5) 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱

 
 
 
 
 
 
 
(4)  構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐
食を考慮する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
b. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
c. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
d. 非管理区域換気空調設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

する必要はない。 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
i. 中央制御室換気系冷凍機 
j. 主排気筒 
k. 非常用ガス処理系排気筒 
l. 計測制御設備（安全保護系） 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
n. 海水取水設備（除塵装置） 
o. 換気空調設備（外気取入口） 
p. 原子炉建屋原子炉棟 
q. 原子炉建屋付属棟 
r. タービン建屋 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
(6) 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 
 
(7) 絶縁低下を考慮する施設 
a. 計測制御設備（安全保護系） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  絶縁低下を考慮する施設 
a. 焼結設備，火災防護設備及び小規模試験設備のうち空
気を取り込む機構を有する制御盤及び監視盤 
b. 非常用所内電源設備のうち空気を取り込む機構を有
する電気盤 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 間接的影響を考慮する施設 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
b. 軽油貯蔵タンク 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 
 

 

c. 燃料加⼯建屋 
d. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
e. 非管理区域換気空調設備 
 
 
 
(6)  間接的影響を考慮する施設 
a. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
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4. 要求機能及び性能目標 
 火山事象の発生に伴い，外部事象防護対象施設の安全
性を損なうおそれがないよう，また，重大事故等対処設備
の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがないよう火山防護設計を行う施設を「3. 施設分
類」において，構造物への荷重を考慮する施設，水循環系
の閉塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計測制御系に
おける閉塞を考慮する施設，水循環系，換気系，電気系及
び計測制御系における摩耗を考慮する施設，構造物，水循
環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮
する施設，発電所周辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低
下を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設に分類
している。これらを踏まえ，施設分類ごとに要求機能を整

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 要求機能及び性能目標 

 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防護対策施設に該当する施設が
ないため、記載を展開する必要
はなく、当該記載の差異により
新たな論点が生じるものではな
い。 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
理するとともに，機能設計上の性能目標及び構造強度設
計上の性能目標を設定する。 
 
 
4.1 構造物への荷重を考慮する施設 
(1) 施設 
 設備，建屋及び防護対策施設に分類する。 
a. 設備 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
(g) 中央制御室換気系冷凍機 
(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
b. 建屋 
(a) 原子炉建屋原子炉棟 
(b) 原子炉建屋付属棟 

火山事象の発生に伴い，降下火砕物防護対象施設の安全
機能を損なわないよう，また，重大事故等対処設備の重大
事故等に対処するために必要な機能が損なわないよう，火
山防護設計を行う施設を「3. 施設分類」において，構造
物への荷重を考慮する施設，換気系，電気系及び計装制御
系における閉塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計装
制御系における磨耗を考慮する施設，構造物，換気系，電
気系及び計装制御系における腐食を考慮する施設，敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低下を考慮する施設及
び間接的影響を考慮する施設に分類している。これらを踏
まえ，施設分類ごとに要求機能を整理するとともに，機能
設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定
する。 
なお，降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1
回申請における対象設備はない。 
 
4.1   構造物への荷重を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
(c) タービン建屋 
(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
c. 防護対策施設 
(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
 (2) 要求機能 
a. 設備 
 構造物への静的負荷を考慮する施設のうち設備は，想
定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風（台風）
の荷重を考慮した場合においても，その安全性を損なう
おそれがないことが要求される。 
b. 建屋 
 構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，想
定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風（台風）
の荷重を考慮した場合においても，降下火砕物より防護
すべき施設が要求される機能を損なうおそれがないよ
う，建屋に内包する降下火砕物より防護すべき施設に降
下火砕物による荷重が作用することを防止することが要
求される。また，原子炉建屋原子炉棟については，上記に
加え，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能
に影響を与えないことが要求される。 
c. 防護対策施設 
 構造物への静的負荷を考慮する施設のうち防護対策施
設は，想定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 要求機能 
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
（台風）の荷重を考慮した場合においても，外部事象防護
対象施設が要求される機能を損なうおそれがないよう，
防護対策施設を設置する外部事象防護対象施設に降下火
砕物による荷重が作用することを防止することが要求さ
れる。 
 
 
 
(3) 性能目標 
a. 設備 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系負荷を
冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標と
する。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の
機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリート
基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系ポンプ
の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とするこ
とを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕

構造物への荷重を考慮する施設は，設計荷重(火山)を考
慮した場合においても，降下火砕物防護対象施設が要求さ
れる機能を損なわないよう，建屋に収納される降下火砕物
防護対象施設に降下火砕物の堆積による荷重が作用する
ことを防止することが要求される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  性能目標 
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物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系
負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆
積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク
リート基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系
ストレーナの主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆
積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク
リート基礎に基礎ボルトで固定し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用
海水ポンプの主要な構造部材が構造健全性を維持する設
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計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼ
ル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆
積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク
リート基礎に基礎ボルトで固定し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用
海水ストレーナの主要な構造部材が構造健全性を維持す
る設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
降下火砕物を堆積させない機能

が何を示しているかが不明確な

ため記載を修正する必要あり。 
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吸気機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の
機能維持を考慮して，脚を原子炉建屋付属棟屋上面に設
けたコンクリート基礎に溶接で固定し，非常用ディーゼ
ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）吸気口の主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）室内の空気を排出する機能を維持すること
を機能設計上の性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下
火砕物堆積時の機能維持を考慮して，原子炉建屋付属棟
屋上面のコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，非常

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防護対象施設は該当する設備が
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用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）室ルーフベントファンの主要な構造部材が
構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上
の性能目標とする。 
 
(g) 中央制御室換気系冷凍機 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，空調用冷水を冷却する
機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物が堆積しな
いように防護対策施設を設置することで，中央制御室換
気系冷凍機の主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディ
ーゼル発電機の排気機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ないため記載を展開する必要は

ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電炉固有の設備のため記載を

展開する必要はない。 
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降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下
火砕物堆積時の機能維持を考慮して，非常用ディーゼル
発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）
排気消音器及び排気管の主要な構造部材が構造健全性を
維持する設計又は堆積しにくい形状とすることを構造強
度設計上の性能目標とする。 
 
b. 建屋 
(a) 原子炉建屋原子炉棟 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び
風（台風）による荷重に対し，放射性物質の閉じ込め機能
及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護
すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを
機能設計上の性能目標とする。 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び
風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維
持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維
持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とす
る。 
 
(b) 原子炉建屋付属棟 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 
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べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施
設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機
能設計上の性能目標とする。 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持
を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持
する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とす
る。 
 
(c) タービン建屋 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台
風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護すべき
施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に
降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台
風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考
慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持する
設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より
防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護す

構造物への荷重を考慮する施設は，設計荷重(火山)に対
し，建屋に収納される降下火砕防護対象施設に降下火砕物
を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 

 
 
構造物への荷重を考慮する施設は，設計荷重(火山)に対

し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，建屋全体と
して構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設
計上の性能目標とする。 
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べき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持するこ
とを機能設計上の性能目標とする。 
 使用済乾式燃料貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機
能維持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性
を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標
とする。 
 
c. 防護対策施設 
(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，中央制
御室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維
持することを機能設計上の性能目標とする。 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火
砕物堆積時の機能維持を考慮して，架構を原子炉建屋付
属棟屋上面に設けたコンクリート基礎に基礎ボルトで固
定し，中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の主要な構
造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強
度設計上の性能目標とする。 
 
4.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 
(1) 施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水スト 
レーナ 
 
e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
 
f. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(2) 要求機能 
 水循環系の閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕
物に対し，その安全性を損なうおそれがないことが要求
される。 
 
(3) 性能目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな
い流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷
を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して
閉塞しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 
e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に
対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を
確保することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル
発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上
の目標とする。 
 
f. 海水取水設備（除塵装置） 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない
流路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する
機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
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4.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
e. 主排気筒 
f. 非常用ガス処理系排気筒 
g. 換気空調設備（外気取入口） 
 
(2) 要求機能 
 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損な
うおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプ（原動機）は，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して
閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2   換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮
する施設 

換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮する
施設は，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃
料加⼯建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕
物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機並びに外気を取り込む空調系統である気体廃棄物の廃
棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備がある。 

 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（原動機）は，想定す
る降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考
慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，ディー
ゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させる
ことにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持すること
を機能設計上の性能目標とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
  (1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮する
施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なう
おそれがないことが要求される。 
 
(2)  性能目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による閉塞
に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させることに
より，非常用高圧⺟線へ給電する機能を維持することを
機能設計上の性能目標とする。 
 
e. 主排気筒 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降
下火砕物が侵入した場合でも閉塞への影響を低減させる
ことにより，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持
することを機能設計上の性能目標とする。 
 
f. 非常用ガス処理系排気筒 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，降下火砕物が侵入した場合でも閉塞への
影響を低減させることにより，事故時に放射性物質を除
去した気体を屋外に排気する機能を維持することを機能
設計上の性能目標とする。 
 
g. 換気空調設備（外気取入口） 
 換気空調設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対
し，流路への降下火砕物の侵入を低減させることにより，
各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要
な温度条件の維持，居住性の維持を図る機能を維持する
ことを機能設計上の性能目標とする。 

 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 
 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，外気取
入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，建屋
に収納される換気系，電気系及び計装制御系の降下火砕防
護対象施設の安全機能を損なわないことを機能設計上の
性能目標とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
 
4.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩
耗を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷
却器） 
g. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(2) 要求機能 
 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗
を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全
性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮
する施設 

換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮する
施設は，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃
料加⼯建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕
物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機並びに外気を取り込む空調系統である気体廃棄物の廃
棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備がある。 
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a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減さ
せること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をも
たせること又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す
る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低
減させること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性
をもたせること又は運用により，ディーゼル発電機補機
を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
 
 
 
(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮する
施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なう
おそれがないことが要求される。 
 
(2)  性能目標 
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ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による摩耗に対し，運用により，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による閉塞
に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させること，
降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること
又は運用により，非常用高圧⺟線へ給電する機能を維持
することを機能設計上の性能目標とする。 
 
f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷
却器） 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による摩耗に
対し，運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電
機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の目
標とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による磨耗に対し，外気取
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g. 海水取水設備（除塵装置） 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る摩耗に対し，運用により，各海水ポンプに通水する機能
を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
4.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系

入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，建屋
に収納される換気系，電気系及び計装制御系の降下火砕防
護対象施設の安全機能を損なわないことを機能設計上の
性能目標とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4   構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐
食を考慮する施設 
構造物及び換気系，電気系及び計装制御系における腐食を
考慮する施設は，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋

 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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冷却器） 
i. 中央制御室換気系冷凍機 
j. 主排気筒 
k. 非常用ガス処理系排気筒 
l. 計測制御設備（安全保護系） 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
n. 海水取水設備（除塵装置） 
o. 換気空調設備（外気取入口） 
p. 原子炉建屋原子炉棟 
q. 原子炉建屋付属棟 
r. タービン建屋 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
(2) 要求機能 
 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお
ける腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，
その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ

である燃料加⼯建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる
降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非
常用発電機並びに外気を取り込む空調系統である気体廃
棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備
がある。 
なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
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せないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す
る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機補機
を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

 
 
 
 
 
(2)  要求機能 

構造物及び換気系，電気系及び計装制御系における腐食
を考慮する施設は，想定される降下火砕物を起因として生
じる腐食に対し，その安全機能を損なわないことが要求さ
れる。 
 
(3)  性能目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電機（高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を
維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディー
ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）室内の空気を排出する機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
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ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせる
こと又は運用により，非常用高圧⺟線へ給電する機能を
維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器）海水系下流設備は，想定する降下火砕物による腐
食に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせ
ること又は運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼ
ル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計
上の目標とする。 
 
i. 中央制御室換気系冷凍機 
 中央制御換気系室冷凍機は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，空調用冷水を冷却する機能を
維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
j. 主排気筒 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗
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装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用
により，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持する
ことを機能設計上の性能目標とする。 
 
k. 非常用ガス処理系排気筒 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，事故時に放射性物質を除去し
た気体を屋外に排気する機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
l. 計測制御設備（安全保護系） 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減させ
ることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必
要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持する
ことを機能設計上の性能目標とする。 
 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発
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電機の排気機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
n. 海水取水設備（除塵装置） 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，各海水ポンプに通水する機能
を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
o. 換気空調設備（外気取入口） 
 換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ
ること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理する
ことで機器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維
持及び被曝低減を図る機能を維持することを機能設計上
の性能目標とする。 
 
p. 原子炉建屋原子炉棟 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物による腐
食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させない
こと又は運用により，放射性物質の閉じ込め機能及び放
射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき
施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に
降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設
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計上の性能目標とする。 
 
q. 原子炉建屋付属棟 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこ
と又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施
設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降
下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
r. タービン建屋 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対
し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又
は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を
内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火
砕物を接触させない機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施
設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機

 
 
 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，外壁塗
装及び屋上防水がなされていること又は運用により，建屋
が，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を
接触させない機能を維持することを機能設計上の性能目
標とする。 

また，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃
料加⼯建屋は，想定する降下火砕物による磨耗に対し，外
気取入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，
建屋に収納される換気系，電気系及び計装制御系の降下火
砕防護対象施設の安全機能を損なわないことを機能設計
上の性能目標とする。 
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能設計上の性能目標とする。 
 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施
設を接触させないこと又は運用により，中央制御室換気
系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持するこ
とを機能設計上の性能目標とする。 
 
4.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 
 
(2) 要求機能 
 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降
下火砕物に対し，その安全性を損なうおそれがないこと
が要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 
 換気空調設備のうち中央制御室空調設備は，想定する
降下火砕物による大気汚染に対し，中央制御室への降下
火砕物の侵入を低減させることにより，各部屋を換気又
は空調管理することで機器の運転に必要な温度条件の維

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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持，居住性の維持を図る機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
4.7 絶縁低下を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 計測制御設備（安全保護系） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 要求機能 
絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，
その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 計測制御設備（安全保護系） 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる絶縁低下に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減
させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5   絶縁低下を考慮する施設 

絶縁低下を考慮する施設は，外気から取り入れた屋内の
空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対
象施設並びに降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加⼯建屋，外気を取り込む空調系統である気体廃
棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備
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し，必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持
することを機能設計上の性能目標とする。 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 間接的影響を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
b. 軽油貯蔵タンク 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 
 
(2) 要求機能 
 間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物に
対し，発電用原子炉の停止並びに停止後の発電用原子炉
及び使用済燃料プールの安全性を損なうおそれがないこ
とが要求される。 
 
(3) 性能目標 

である以下の設備がある。 
なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
(2) 要求機能 
絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，
その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(2)  性能目標 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，外
気取入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，
外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構
を有する降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわな
いことを機能設計上の性能目標とする。 
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a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による間接
的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にする
ことにより，非常用高圧⺟線へ 7 ⽇間の電源供給が継続
できるよう給電する機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 
b. 軽油貯蔵タンク 
 軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的
影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にするこ
とにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の燃料供給が継続で
きるよう燃料を保有する機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプは，想定する降下火
砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受け
ない配置にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高
圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の

4.6   間接的影響を考慮する施設 
間接的影響を考慮する施設は非常用所内電源設備の非常
用発電機である。 
なお，第 1 回申請における対象設備はない。 
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燃料供給が継続できるよう燃料を移送する機能を維持す
ることを機能設計上の性能目標とする。 
 
5. 機能設計 
 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方
針」で設定している降下火砕物特性に対し，「4. 要求機能
及び性能目標」で設定している降下火砕物の影響を考慮
する施設の機能設計上の性能目標を達成するために，各
施設の機能設計の方針を定める。 
 
 
 
5.1 構造物への荷重を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 設備 
 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系負荷を
冷却する機能を維持するため，冷却水として海水を取水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 機能設計 
添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方
針」で設定している降下火砕物特性に対し，「4. 要求機能
及び性能目標」で設定している設計対処施設及び降下火砕
物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成
するために，各施設の機能設計の方針を定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
し，残留熱除去系海水系統の各設備に送水する機能を維
持する設計とする。 
 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす 
る。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系
負荷を冷却する機能を維持するため，海水中の固形物を
除去する機能を維持する設計とする。 
 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設 
計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持するため，冷却水として

なお，降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1
回申請における対象設備はない。 
 
5.1   構造物への荷重を考慮する施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
海水を取水し，ディーゼル発電機補機冷却海水系統の各
設備に送水する機能を維持する設計とする。 
 
(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼ
ル発電機補機を冷却する機能を維持するため，海水中の
固形物を除去する機能を維持する設計とする。 
 
(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物，積

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の
吸気機能を維持する設計とする。 
 
(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい 
る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計
方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）室内の空気を排出する機能を維持する設計
とする。 
 
(g) 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 
 中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，空調用冷水を冷却する
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機能を維持する設計とする。 
 
(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している
機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方
針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディ
ーゼル発電機の排気機能を維持する設計とする。 
 
(2) 建屋 
a. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 
 原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び
風（台風）による荷重に対し，放射性物質の閉じ込め機能
及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護
すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計と
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する。 
 
b. 原子炉建屋付属棟の設計方針 
 原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施
設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とす
る。 
 
c. タービン建屋の設計方針 
 タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成
するために，以下の設計方針とする。 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台
風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物により防護すべ
き施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設
に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とす
る。 
 
d. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目

 
 
 
 
 
 
 
 (1)  降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の設計方
針 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.
要求機能及び性能目標」の「4.1   (3)  性能目標」で設定
している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の
設計方針とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，設計
荷重(火山)に対し，建屋に収納される降下火砕物防護対象
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計と
する。 
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標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。使用済
燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物により防護
すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計と
する。 
 
(3) 防護対策施設 
a. 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.1(3)性能目標」で設定している機能
設計上の性能目を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，中央制
御室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維
持する設計とする。 
 
5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな
い流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持するため，残留熱除去系海水系ポンプ
狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞し
ない設計とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷
を冷却する機能を維持するため，海水ストレーナのメッ
シュサイズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉
塞しない設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計
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上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持するため，非常用ディーゼル
発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）
用海水ポンプ狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくする
ことで閉塞しない設計とする 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して
閉塞しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持するため，海水ストレー
ナのメッシュサイズを降下火砕物の粒径より大きくする
ことで閉塞しない設計とする。 
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e. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリン
グ系冷却器）の設計方針 
 海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に
対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を
確保することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル
発電機補機を冷却する機能を維持するため，設備の伝熱
管等を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しな
い設計とする。 
 
f. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 
 海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない
流路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する
機能を維持するため，除塵装置のメッシュサイズを降下
火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とす
る。 
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5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設 
 
 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプの原動機は，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮した
閉塞しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生しな
い構造とすることにより，残留熱除去系負荷を冷却する
機能を維持するため，原動機を冷却する空気冷却用冷却
管の内径を降下火砕物の粒径より大きくすること及び冷
却空気取入口を原動機側面とすることで閉塞しない設計
とする。 
 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2   換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮
する施設※ 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
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上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの原動機は，想定する
降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮
した閉塞しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生
しない構造とすることにより，ディーゼル発電機補機を
冷却する機能を維持するため，原動機を冷却する流路の
狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくすること及び外扇
部に直接堆積しない構造とすることで閉塞しない設計 
とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持するた
め，吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置する
ことで降下火砕物が侵入しにくくすることで閉塞しない
設計とする。 

(1)  施設 
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 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを
定め管理することで閉塞しない設計とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による閉塞
に対し，非常用高圧⺟線へ給電する機能を維持するため，
吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置すること
で閉塞しない設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを
定め管理することで閉塞しない設計とする。 
 
e. 主排気筒の設計方針 
主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能
目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成する
ために，以下の設計方針とする。 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，建
屋内の空気を大気に排気する機能を維持するため，流路
と主排気筒底部の距離を確保すること及び排気により降

 
 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 
構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.要
求機能及び性能目標」の「4.2   (3)  性能目標」で設定し
ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設
計方針とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とす
る。 
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下火砕物を侵入し難くすることで閉塞しない設計とす
る。 
 
f. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 
 非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，事故時に放射性物質を除去した気体を屋
外に排気する機能を維持するため，開口部に降下火砕物
の侵入を防止する構造物を設置し，降下火砕物を侵入し
難くすることで閉塞しない設計とする。 
 
g. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 
 換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物に
よる閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ
ることにより，各部屋を換気又は空調管理することで機
器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維持及び被
曝低減を図る機能を維持するため，換気空調設備の給気
系外気取入口にバグフィルタを設置することで閉塞しな
い設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
びに外気取入ダンパの閉止，換気空調設備の停止及び閉
回路循環運転することを定め管理することで閉塞しない
設計とする。 
 
5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩
耗を考慮する施設 
 
 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物の
摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させる
こと，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせ
ること又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機
能を維持するため，原動機を開口部がない全閉構造とす
ること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで
摩耗しにくい設計とする。 
 また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施す
ることを定め管理することで摩耗が進展しない設計とす
る。 
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b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に
応じた補修の実施を定め管理することで摩耗が進展しな
い設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計
上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物の摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減さ
せること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をも
たせること又は運用により，ディーゼル発電機補機を冷
却する機能を維持するため，原動機を開口部がない全閉
構造とすること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用す

 
 
5.3   換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮
する施設※ 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1)  施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機

器については後次回にて申請 
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ることで摩耗しにくい設計とする。 
 また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施す
ることを定め管理することで摩耗が進展しない設計とす
る。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷
及びディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するた
め，保安規定に点検及び必要に応じた補修の実施を定め
管理することで摩耗が進展しない設計とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
当社側に塗装等を行うための目

的「建屋によって内包する防護

すべき施設に降下火砕物を接触

させない機能を維持するた

め，」に係る記載を追加する。 
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標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による摩耗
に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させること，
降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性を持たせること
又は運用により，非常用⺟線へ給電する機能を維持する
ため，吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置す
ること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで
摩耗しにくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃並びに点検
及び必要に応じた補修を実施することを定め管理するこ
とで閉塞しない設計とする。 
 
f. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリング
系冷却器）の設計方針 
 海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による摩耗に
対し，運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電
機補機を冷却する機能を維持するため，保安規定に点検
及び必要に応じた補修の実施を定め管理することで摩耗
が進展しない設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 
構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.要
求機能及び性能目標」の「4.3  (3)  性能目標」で設定し
ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設
計方針とする。 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に
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g. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 
 海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る摩耗に対し，運用により，各海水ポンプに通水する機能
を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補修
を実施することを定め管理することで摩耗が進展しない
設計とする。 
 
5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ
せないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す
る機能を維持するため，外装の塗装及び海水と接触する
部位の防汚塗装を実施すること並びに原動機を開口部が

防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建屋以外の構築物及び設備・機
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ない全閉構造とすることで短期的な腐食が発生しない設
計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持するため，残留熱除去系海水系ストレ
ーナの外装の塗装，海水と接触する部位の防汚塗装及び
ライニングを実施することで短期的な腐食が発生しない
設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4   構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐
食を考慮する施設※ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

器については後次回にて申請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象となる設備・機器について

は後次回にて申請 
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上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機補機
を冷却する機能を維持するため，外装の塗装及び海水と
接触する部位の防汚塗装を実施すること並びに原動機を
開口部がない全閉構造とすることで短期的な腐食が発生
しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設
を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持するため，海水ストレーナの
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外装の塗装，海水と接触する部位の防汚塗装及びライニ
ングを実施することで短期的な腐食が発生しない設計と
する。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディー
ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）の吸気機能を維持するため，外装の塗装を実施する
ことで短期的な腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
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ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している
機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方
針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディー
ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）室内の空気を排出する機能を維持するため，外装の
塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計と
する。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせる
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こと又は運用により，非常用高圧⺟線へ給電する機能を
維持するため，降下火砕物と接触する部位に耐食性のあ
る材料を使用することで短期的な腐食が発生しない設計
とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
h. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリン
グ系冷却器）の設計方針 
 海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による腐食に
対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせるこ
と又は運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持するため，海水と接触す
る部位に耐食性のある材料を使用することで短期的な腐
食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
i. 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 
中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能及び性能目標」
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の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能
目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物の腐
食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させない
こと又は運用により，空調用冷水を冷却する機能を維持
するため，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が
発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
j. 主排気筒の設計方針 
 主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性
能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成す
るために，以下の設計方針とする。 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗
装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用
により，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持する
ため，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生
しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
k. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 
 非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能及び性能目
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標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，事故時に放射性物質を除去し
た気体を屋外に排気する機能を維持するため，外装の塗
装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とす
る。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
l. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 
 計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減させ
ることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必
要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持する
ため，計測制御設備（安全保護系）を設置する中央制御室
の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置する
こと及び閉回路循環運転することで降下火砕物が侵入し
にくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
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びに閉回路循環運転することを定め管理することで⻑期
的な腐食が進展しない設計とする。 
 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している
機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方
針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発
電機の排気機能を維持するため，外装の塗装を実施する
ことで短期的な腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
n. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 
 海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
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る腐食に対し，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗
装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用
により，各海水ポンプに通水する機能を維持するため，海
水と接触する部位の防汚塗装を実施することで短期的な
腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
o. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 
 換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ
ること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理する
ことで機器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維
持及び被曝低減を図る機能を維持するため，換気空調設
備の外気取入口にバグフィルタを設置することで降下火
砕物が侵入しにくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを
定め管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とす
る。 
 
p. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 
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 原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物による腐
食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させない
こと又は運用により，放射性物質の閉じ込め機及び放射
線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき施
設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降
下火砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗
装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とす
る。 
 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
q. 原子炉建屋付属棟の設計方針 
 原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこ
と又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施
設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降
下火砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗
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装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とす
る。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
r. タービン建屋の設計方針 
 タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成
するために，以下の設計方針とする。 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対
し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又
は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を
内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火
砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗装を
実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ

 
 (1)  燃料加⼯建屋の設計方針 
 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加⼯
建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4 (3)  性能目
標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するため
に，以下の設計方針とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する燃料加⼯建屋は，想
定する降下火砕物による腐食に対し，外壁塗装及び屋上防
水を実施することで，降下火砕物による化学的腐食により
短期的な影響を受けることはない。 

また，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気
取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造
とする。 

降下火砕物堆積後の⻑期的な腐食の影響については，堆
積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を
行うこと並びに⽇常的な保守及び修理を行うことにより,
安全機能を損なわない設計とする。 
 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
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ないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施
設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，外
面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設
計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 
 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機
能及び性能目標」の「4.5(3)性能目標」で設定している機
能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針
とする。 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施
設を接触させないこと又は運用により，中央制御室換気
系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持するた
め，外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生し
ない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進ない設計とする。 
 
5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 
(1) 施設 
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a. 換気空調設備（中央制御室換気系）の設計方針 
 換気空調設備（中央制御室換気系）は，「4. 要求機能及
び性能目標」の「4.6(3) 性能目標」で設定している機能設
計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 換気空調設備（中央制御室換気系）は，想定する降下火
砕物による大気汚染に対し，中央制御室への降下火砕物
の侵入を低減させることにより，中央制御室を換気又は
空調管理することで居住性を確保する機能を維持するた
め，外気取入口にバグフィルタを設置すること及び閉回
路循環運転することで降下火砕物が侵入しにくい設計と
する。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
びに閉回路循環運転することを定め管理することで降下
火砕物による中央制御室の大気汚染を防止する設計とす
る。 
 
5.7 絶縁低下を考慮する施設 
 
 
(1) 施設 
a. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 
 計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.7(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
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性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる絶縁低下に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減
させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知
し，必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持
するため，計測制御設備（安全保護系）を設置する中央制
御室の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置
すること及び閉回路循環運転することで降下火砕物が侵
入しにくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
びに閉回路循環運転することを定め管理することで計測
制御設備（安全保護系）の絶縁低下を防止する設計とす
る。 
 
5.8 間接的影響を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による間接

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5   絶縁低下を考慮する施設※ 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
 (1)  施設 
a. 燃料加⼯建屋 
構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.要
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的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にする
ことにより，非常用高圧⺟線へ 7 ⽇間の電源供給が継続
できるよう給電する機能を維持するため，降下火砕物の
影響を受けない建屋内に設置する設計とする。 
 
b. 軽油貯蔵タンクの設計方針 
 軽油貯蔵タンクは，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的
影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にするこ
とにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の燃料供給が継続で
きるよう燃料を保有する機能を維持するため，降下火砕
物の影響を受けない地中に設置する設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプは，「4. 要求機能及
び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設
計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

求機能及び性能目標」の「4.5   (3)  性能目標」で設定し
ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設
計方針とする。 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に
防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6   間接的影響を考慮する施設※ 
※ 第 1 回申請における対象設備はない。 
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ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプは，想定する降下火
砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受け
ない配置にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高
圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の
燃料供給が継続できるよう燃料を移送する機能を維持す
るため，降下火砕物の影響を受けない地中に設置する設
計とする。 
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参考－１

再処理

MOX

廃棄物管理

濃縮

仕様表記載対象と基本設計方針対象の基本的な考え方（改正５）

【グレード②-b】
基本設計方針対象の具体例

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

区分
【グレード①】

仕様表対象機器の具体例
【グレード②-a】

基本設計方針対象機器の具体例

主な対
象設備

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
  安重設備（Sクラスグローブボックス，焼結炉，貯蔵設備、臨界管理用の高さ制限
ゲート、混合酸化物貯蔵容器等）,安重グローブボックスに内装する核燃料物質を取り
扱う機器
 安重Sクラスのフィルタ、ダクト、排風機
 安重Sクラスのグローブボックス消火装置（ボンベ，主配管，主要弁，安全弁）
【重大事故等対処設備】
  グローブボックス排気設備のダクトのうちＳＡとして使用する範囲及び可搬型ダクトを
接続する流路、系統上に設置するダンパ、可搬型排風機付フィルタユニット、可搬ダク
ト等
・大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タンクローリ、
代替モニタリング設備、代替試料分析関係設備、代替放射能観測設備、代替気象観
測設備、可搬型ダンパ出口風速計、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等
【上記以外】
  加工施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排気筒
  加工施設の主流路となる廃液系統に設置される配管、検査槽、廃液貯槽、検査槽・
廃液貯槽間及び排水口から共有する再処理施設への送液用のポンプ、ろ過処理装
置、吸着処理装置（処理装置に付随する貯槽、ポンプ含む）

【設計基準対象施設】
 加工工程のうち、添加剤、被覆材等の部材取扱い設備、立ち合い検査設備等の加工
の主たる経路にあたらない設備
・グローブボックス内に設置する分析設備
・オープンポートボックス、フード
  排水口から海洋放出管までの経路
・ 輸送容器の保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，耐火壁，消火栓、避難・誘導設備、運転保安灯、非常用母
線、常用母線、通信連絡設備、水素・アルゴン混合ガス設備（供給停止回路、遮断弁
等を除く）、荷役設備、選別・保管設備等
【重大事故等対処設備】
・監視測定用運搬車、可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、代替通信連絡設備等

【設計基準対象施設】
再処理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の照明設備等
・溢水防護設備及び化学薬品防護設備の溢水防護板・薬品防護板、自動検知・遠隔
隔離システム，緊急遮断弁等等
・分析設備の分析装置、気送設備、フード等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車等
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁（防火ダ
ンパ，隔壁）

【重大事故等対処設備】
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、ホイルローダ、代替通信連絡設備等

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
  安重設備（燃料貯蔵プール等、溶解槽、よう素追出し槽、中継槽、抽出塔、プルトニ
ウム溶液TBP洗浄器、分離建屋一時貯留処理槽、プルトニウム濃縮缶、精製建屋一時
貯留処理槽、一時貯槽、焙焼炉、還元炉、粉末充てん機、保管容器、粉末缶、混合酸
化物貯蔵容器、高レベル濃縮廃液貯槽、Sクラスグローブボックス、計測制御設備又は
安全保護回路からの信号で作動する主要弁、固化セル圧力放出系の逆止弁（安全弁
及び逃がし弁）等）
 安重Sクラスの塔槽類廃ガス処理設備又は換気設備のフィルタ、ダクト、排風機
 安重Sクラスの計測制御設備、安全保護回路、制御室換気設備、主排気筒、主排気
筒ガスモニタ、遮蔽設備（セル遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓といった補助遮蔽等）
・電気設備（非常用所内電源系統）、安全冷却水系（冷却塔、ポンプ、熱交換器等）、安
全圧縮空気系（圧縮機、貯槽等）、安全蒸気系（安全蒸気ボイラ等）、プール水冷却系
（ポンプ、熱交換器等）、補給水設備（貯槽、ポンプ等）

【重大事故等対処設備】
  サイフォンブレーカ、止水板及び蓋、代替／重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
の供給槽、供給弁等、代替安全圧縮空気系の可搬型ホースを接続する流路、系統上
に設置する弁及びダンパ、水封安全器（安全弁及び逃がし弁）等、代替安全冷却水系
の可搬型ホースを接続する流路、系統上に設置する弁及びダンパ、可搬型排水貯槽、
可搬型中型移送ポンプ、代替換気設備／廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽、廃ガス貯
留槽の安全弁、空気圧縮機、凝縮器、予備凝縮器、可搬型ダクト、可搬型フィルタ、可
搬型排風機、大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タ
ンクローリ、代替モニタリング設備、計装設備、代替電源設備、代替試料分析関係設
備、代替放射能観測設備、代替気象観測設備、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等

【上記以外】
  再処理施設の主流路となる塔槽類廃ガス処理設備又は換気設備排気系統、フィル
タ、主排気筒、北換気筒、低レベル廃棄物処理建屋換気筒
  再処理施設の主流路となる廃液系統に設置される配管、廃液貯槽、蒸発缶、ろ過装
置、海洋放出ポンプ、海洋放出管
  再処理施設の主流路となる系統（使用済燃料の受入れ～分離～精製～脱硝～酸回
収及び溶媒回収）に設置される配管、貯槽、蒸発缶、搬送設備、機械装置等
・火災防護対象設備の固定式消火設備（ガス消火設備等）、耐火壁のうち火災区域／
火災区画構造物（コンクリート壁）
・溢水防護対象設備／化学薬品防護設備の防水区画境界に設置する防水区画構造
物（堰、防水扉、水密扉）
・竜巻防護対策設備の飛来物防護ネット及び飛来物防護板
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといっ
た補助遮蔽等）

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・収納管、通風管
・遮蔽設備（床面走行クレーン（遮蔽容器）、貯蔵区域遮蔽等）

【上記以外】
・廃棄物管理施設の主流路（返還ガラス固化体の受入れ～貯蔵）を行う系統に設置さ
れるくクレーン、台車等の搬送設備、ガラス固化体の各種検査装置、床面走行クレーン
等
・廃棄物管理施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排風機、北換気筒
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといっ
た補助遮蔽等）

【設計基準対象施設】
廃棄物管理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の盤及び照明設備等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車、扉等
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁，
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・該当なし
【重大事故等対処設備】
・該当なし
【上記以外】
・加工施設の主流路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））に設置される配管、発生
槽、遠心分離機、各コールドトラップ、各回収槽、排気系統、廃液系統、フィルタ等
・インターロック等の機能を有するロータリポンプ、高周波インバータ装置
・UF6を内包する機器（第1類、第2類）を搬送するクレーン、搬送台車
・放射線監視測定機器（排気用モニタ、モニタリングポスト等）、非常用設備（無停電電
源、DG、遠隔消火設備等）、その他（搬送、洗缶、除染設備等）

【設計基準対象施設】
加工工程のうち、主たる経路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））にあたらない以下
の設備
・保管廃棄する区画（エリア）
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，消火栓、避難・誘導設備、非常用照明、通信連絡設備等
【重大事故等対処設備】
・該当なし

Yes

加工規則・再処理規則等、技術基準規

則及び事業許可規則で要求されている

施設、系統、機器等

【STEP2】

耐震Ｓクラス、安全上重要な施設、

重大事故対処施設か

事業許可申請書及び技術基準

規則整合性の観点で機能、性

能を設備、機器の設置又は系

統構成によって示す必要があ

るか

No

Yes

【STEP1】

【左記の対象外となる設備等】

○施設敷地内に設置されているが事業変更許可申請書に記載のない設備又は構築物等や事業

変更許可申請書の配置図等に記載はあるが、機能、性能等の要求のない設備

【具体例】

構築物等である事務建屋、体育館、技術開発研究所、訓練及び見学施設、飲料水設備等は対

象外

設工認申請対象設備（申請対象設備リスト）

No

非安重の設備であって再処理・加工・

廃棄物管理の機能、性能を達成するた

めに設備、機器の仕様（値、材質等）を

特定する必要があるか

Yes

No

施設共通で個別施設が無い誤操

作の防止、人の不法な侵入等の

防止、安全避難通路等

No

Yes

【主流路の定義】

〇再処理・加工・廃棄物管理の主工程の機能、性能を達成するために必要な主たる設備及び機器（主配管、

主要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除

く範囲

〇安全機能及び重大事故等対処の機能確保の観点で機能・性能を達成するために必要な主たる設備、機器（主

配管、主要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除く範囲

【主流路中に存在する機器の具体例】

主要弁、主配管・ダクト（管継手含む）、搬送

設備、冷却水ポンプ、冷却塔、フィルタ

再処理・加工・廃棄物管理の機能、性

能を達成するために設備、機器の仕様

（値、材質等）を特定する必要があるか

【STEP3】

【個別機器の具体例】

主排気筒、グローブボックス、軽油貯槽、貯

水槽、タンクローリ等のようなものはそのまま

Yes

【個別機器以外の具体例】

安重の系統、重大事故等対処施設の

系統のうち、主流路以外のもの

Yes

No

【個別機器の具体例】

一般産業品（購入品）であって、可搬型

汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、ホイ

ルローダ、代替通信連絡設備等

【STEP5】

個別機器を基本設計方針で特定する

必要がある設備、機器か
主流路以外のもの

安重の系統、重大事故等対処施設の

系統のうち、主流路以外のもの

【STEP4】

【STEP2,3の考え方】

〇要求される機能を達成するために必要な設備、機器で仕様（値、寸法、材料等）を示す必要のあるものを抽出

・事業変更許可申請書で安全設計の観点で容量、除去効率等の仕様が示されているもの（建物、容器、ポンプ、フィルタ、排風機等）

・事業変更許可申請書で外部衝撃、溢水等に対する防護設備として設定されているもの（飛来物防護ネット、飛来物防護板)

・系統として安全設計を要求する施設等において、耐震、閉じ込め、臨界、遮蔽等の安全設計上の要求のある配管、主要弁、、安全弁、フィルタ、熱交

換器、圧縮機、搬送設備、粉末容器等（仕様表記載項目を設定すべき機器等）⇒設計図面等の色塗りにより主流路や主要弁等の範囲、対象を抽出

・技術基準規則の要求を達成するために機能、性能を必要とするもの（放射線管理施設の出入管理設備、通信連絡設備等の設置要求だけのものは除く）

※事業変更許可申請書及び技術基準規則における機能・性能に係る要求事項に対し、発電炉において類似する設備がある場合は発電炉の別表第二及び工

認を参考として仕様表対象を決定

【STEP4,，5の考え方】

〇以下に示すような事業変更許可申請書で施設を構成する設備、機器を設置するとしたものを抽出

（主流路に当たらない設備も含む）

（計測制御系統施設）

・計器、盤（監視制御盤、安全系監視制御盤）、監視カメラ、火災監視盤、放射線監視盤等の表示装置

（放射線管理施設）

・ゲートの出入管理設備、退出モニタ及び放射線サーベイ機器（DB）、シャワー及び手洗い場等の汚染

管理設備

・気象観測機器（DB）、放射能測定器（DB）、ホールボディカウンタ

（通信連絡設備）

・ページング装置、電話交換器、防災ネットワーク機器、通信端末機器（電話、トランシーバ等）

（電気設備）

・照明設備、DB専用の運転予備用及び常用系の母線、直流電源設備、無停電電源装置の電気盤

（検査、分析設備）

・分析装置、分析試料移送装置、分析試料採取装置、オープンポートボックス、フード、グローブボック

ス等

（火災防護設備、消防用設備）

・火災感知器、消火設備（消火器、防火水槽、消火栓等）、耐火壁（防火ダンパ、隔壁等）

（溢水防護設備／薬品防護設備）

・緊急遮断弁、遠隔隔離システム、漏えい検知器、溢水防護板、薬品防護板等
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